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平成 25年 4月 17日 


規制改革会議議長 


岡  素之  


 


規制改革会議の活動報告（4月－①） 


1．国際先端テスト 


・当会議として、規制改革の成果を高めるという視点から、国際先端テストの手法を


どのように活用するかについて議論の上、検討の視点、対象とする案件、検討の


進め方などを確認した。 


 ・併せ、国際先端テストの導入・定着を図るため、本会議の最優先案件、４つのＷＧ


の検討項目の中から、国際比較になじむ案件を選定し、個別具体論で実施中。 


 


２．最優先案件 


１）石炭火力発電に対する環境アセスメント 


3/8 本会議での環境省及び経産省との意見交換、その後の本会議での議論を


踏まえ、4/1、当会議としての見解を別紙の通り取り纏めの上、両省に提示。 


 


２）保育 


・本会議における審議・検討を効果的・効率的に進めるため、外部専門家２名


を交え、論点整理等を行う「保育チーム」を設置済み。 


・これまで、厚生労働省、自治体（横浜市・東京都）、事業者等からのヒアリングと


意見交換を実施。 


  


３）一般用医薬品のインターネット等販売 


   ・当会議見解は厚生労働省に提示済みだが、引き続き、国際先端テストの切り口


から同省の対応をフォローアップ中。 


 


３．分野別ワーキング・グループ（ＷＧ） 


１）エネルギー・環境ＷＧ 


3/15以降の４回のＷＧ会合における事業者等ヒアリング、審議・検討を経て、 


4/17本会議に中間報告を実施。 


 


  ２）健康・医療ＷＧ 


    3/21ＷＧ会合における「再生医療及び医療機器に関わる規制改革」に関する


厚生労働省ヒアリングとＷＧでの検討を踏まえ、4/17本会議において、当会議


としての見解を取り纏めのうえ、同省に提示の予定。 


以  上 


参考資料１ 


※第６回会議（４/１）資料２ 








1 
 


雇用ＷＧの検討の経緯と今後の予定 


 


2013/05/02 


規制改革会議雇用 WG 座長 


鶴 光太郎 


 


検討の経緯 


 


３月２８日 第１回会合 


 雇用ＷＧの今後の進め方／『雇用改革の「３本の矢」－人が動くために－』【別添１】 


 ・雇用改革を支える３つのシナリオ、雇用改革の「３本の矢」、改革の７原則により全体像を提示 


 ・今後の進め方と検討課題の仕分け（ＷＧ優先検討事項と常時受付案件として進める事項の区別、


労働者派遣制度や労働時間規制の取り扱い方針等）を整理し確認 


 


４月１１日 第２回会合 


 有識者ヒアリング／ジョブ型（限定）正社員、有料職業紹介事業 


  ・第１回会合の方針に基づき優先検討事項について労働法制の学識者４名からヒアリングを実施 


 『雇用分野における国際先端テストについて』【別添２】／有料職業紹介事業、派遣労働制度 


  ・基本スタンス、対象案件の選定理由をまとめ合意確認 


 


４月１９日 第３回会合 


 ＷＧメンバーによる意見交換／ジョブ型（限定）正社員、有料職業紹介事業 


  ・『ジョブ型正社員の雇用ルールの整備について』【別添３】や関連判例の調査結果を提示し、基本


認識、メリット・デメリット、現状と問題点、ルール整備の在り方（具体的提案）等について議


論の上、共有 ※別添３は、各委員・専門委員の意見を反映し加筆修正した改訂版を添付 


  ・『有料職業紹介事業に関する規制改革の論点』【別添４】に基づき、主要先進国における規制の概


要や議論の論点を確認 


  ・以上により、厚生労働省と議論すべき具体的な内容を整理 


 


※４月２２日、厚生労働省に対し国際先端テストに係る照会依頼を発出 


 


４月２５日 第４回会合 


 厚生労働省ヒアリング【別添５】／ジョブ型正社員、有料職業紹介事業 


  ・４月１９日にまとめた具体的提案・論点に関して、厚生労働省担当部局の考え方をヒアリングし、


意見交換を実施 


 


※４月２６日、常時受付案件として進める事項についての回答依頼を関係省庁へ発出 


 


資料４－３ 
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今後の予定（検討状況に応じて変更可能性あり） 


 


５月９日 第５回会合 


 労働者派遣制度、有料職業紹介事業に関する厚生労働省ヒアリング 


  ・ＷＧの基本的考え方をまとめた上で、国際先端テストの回答結果を含めて議論を行う予定 


 その他事項（労働時間関連規制）に関する厚生労働省ヒアリング 


  ・常時受付案件としての改革事項に対する厚生労働省の対応につきヒアリング予定 


 


５月１４日 第６回会合 


 報告書案の審議 


 関係省庁ヒアリング 


  ・各検討事項の進捗状況に鑑み、必要に応じて議題設定を検討予定 


 


５月２３日 第７回会合 


 報告書案とりまとめ 


 


 


以上 
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雇用改革の「３本の矢」 
―人が動くためにー 


 


2013 年 3 月 28 日 


規制改革会議雇用ＷＧ第 1 回会合 


 


規制改革会議・雇用ＷＧ座長 慶應義塾大学大学院商学研究科 


鶴 光太郎 


 
１． 雇用改革を支える３つの「シナリオ」 
「シナリオ１」：デフレ脱却と賃金上昇のために 
・ デフレ脱却は安倍政権 重要の経済政策テーマ 
 デフレ脱却は金融政策だけでは困難 
 デフレ脱却に向けて「金融政策」と「賃金上昇」が車の「両輪」になるべき 
 ただし、賃金上昇を企業に強制するのは副作用も大 
 企業の収益増、生産性上昇が前提となるべき 


 
・ 「失われた 20 年」の中で、企業は雇用を巡る調整に関して「数量調整」よりもあまりに


「価格調整」＝賃金の抑制・低下及び非正規雇用の活用に頼り過ぎたのではないか？ 
 日本では 90 年代末以降に「名目賃金の硬直性」が喪失（黒田・山本(2006)） 
 日本のマクロ経済の大きな特徴であった「春闘」という言葉も形骸化（基幹産業の


賃金引上げが国全体に均てんしていくプロセスの消滅） 


 
・ 今こそ、「価格調整」に偏り過ぎた雇用を巡る調整のバランスを取り戻すべき時では？ 
 賃金を上げるのであれば、雇用の柔軟性を高める政策を実行すべき（6 重苦の１つ


である労働規制への対処） 
 キーワードは「人が動く」。希望を持ち、自らの意志で積極的に動く人を後押しす


る 


 
・ 「人が動く」は三位一体で（雇用改革の「3 本の矢」） 
 「出」（企業から人が動く→正社員改革）、 
 「入」（企業に人が入る→ジョブマッチング・ジョブサーチの効率化を目指した民間


人材ビジネスの規制見直し） 
 「中」（就業までのサポート→セイフティネット・職業教育訓練の強化） 


 
「シナリオ２」：人口減少に負けない成長力強化のために 
・ 長期的な観点からは、人口減少社会への対応が重要 
・ 成長力強化のためには、女性・高齢者等の労働参加促進と就労者すべての生産性向上が


(別添１) 


第１回雇用ＷＧ 


（H25.3.28） 


資料２ 
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必要 
・ 女性・高齢者の労働力率を高めるためには、ワーク・ライフ・バランス等に配慮した多


様な働き方を（ただし、あくまでも労働者の納得感・やる気・能力を高めるための多様


化を） 
・ 生産性向上のための２つの方策 
 人的資本（教育・能力開発）強化 
 資源の再配分、特に、労働再分配(labor reallocation)の促進→つまり、「人が動く」


必要 


 
「シナリオ３」：労働市場二極化是正のために 
・ 非正規雇用が雇用全体の三分の一に→労働市場の二極化が深刻化 
・ 有期雇用など正社員になれなかった不本意な非正規雇用の増大、雇用形態による処遇格


差 
・ 非正規雇用の増大は、訓練・能力開発機会の減少等による生産性低下や、社会的一体性


の喪失につながる恐れも 
・ 正規雇用への転換サポート、合理的理由のない不利益取扱い禁止など、非正規雇用対策


を進める必要があるが、正規雇用への改革も含めて行わなければ二極化の抜本的な解決


なし→「人が動く」必要 


 
３つの「シナリオ」いずれも、「人が動く」ことがカギ 


 
２． 雇用改革の「3 本の矢」の具体化例 
（「ワークング・グループの検討項目」（第４回規制改革会議(2012/3/12、資料２)の雇用分


野の課題番号の当てはめ） 


 
(1) 正社員改革 
解雇ルールのあり方 
 「多様な形態による労働者に係る雇用ルールの整備」：勤務地や職種が限定されて


いる労働者についての雇用ルールの整備（１（２））←優先的検討事項 
 「労使双方が納得する解雇規制の在り方」：解雇に係る規制の明確化、解雇が無効で


あった場合の救済の多様化（８） 
 
●今後の議論のポイント： 
 正社員の次の３要素（「鉄の三角形」のように相互の補完性が強い）のどれから


改革の「突破口」を切り開くのか 
(1)「無限定社員」（将来の職務・勤務地等の無限定）⇒ 地域・職務限定型正社


員の雇用ルール整備 
(2)期間の定めのない雇用（無期雇用）⇒ テニュア制度（数年の有期契約で能
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力が認められれば正社員に転換する仕組み）、試用期間の雇用ルール整備 
(3)解雇権濫用法理による解雇ルール（労働契約法第１６条とこれまでの判例ル


ール） ⇒整理解雇四要件のあり方、「解雇補償金制度」の創設 


 
労働時間規制見直し 


 「働きやすい労働環境整備」：企画業務型裁量労働制の見直し、フレックスタイム制


の見直し等（１（１）） 


 
(2) 民間人材ビジネスの規制見直し 
 「労働者派遣制度の合理化」：労働者派遣制度の運用の明確化、派遣対象業種の見直


し等（3～５） 
 「有料職業紹介事業の見直し」：有料紹介職業事業における年収要件の引下げ、「経


営管理者」の限定柔軟化（６）←優先的検討事項 
 


●今後の議論のポイント： 
 職業紹介や派遣事業の在り方・位置づけの根本的な見直し 


- 派遣法の根幹にある「常用代替防止（常用雇用に影響を与えることの防止）」


という考え方を見直す必要があるのではないか 
- 派遣業者は悪質であるという「性悪説」を見直す必要があるのではないか 
- ハローワークと民間人材ビジネスの補完関係を強化すべきではないか 


 
(3) セイフティネットの整備、職業教育訓練の強化 
 規制改革というより制度設計・予算措置の問題 


 
３． 雇用（規制）改革を行うに当たっての 7 原則 


 
原則１ 経済成長に資する改革 


 
原則2 終的に労使双方の納得感とメリットを生む改革（労使片方のみに「しわ寄せ」


する改革は行わない） 


 
原則 3 国際比較からみて合理性を有する改革（国際先端テストの導入） 


 
原則 4 制度としての整合性・一貫性のある改革（労使の妥協、取引による制度の複雑


化、不整合を排除） 


 
原則 5 官と民が排他的ではなくそれぞれが補完的な役割を果たすような改革 
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原則 6 国の画一的な規制よりも多様で自律的な働き方をサポートする労使間、業界に


おける分権的・自主的なコミュニケーション・手続き・取り決めを促すような


改革 


 
原則 7 合理的な理由のない差別的又は不利益な取扱いを許さない改革 


 
 
４． 今後の進め方・検討課題の仕分けについて 
(1) 優先的検討事項 
 正社員改革を考える場合、日本の場合、諸外国との異なる点は、正社員が無限定社


員という性格が強い点であり、それをいかに限定化し、多様な雇用形態を作ること


が正社員改革の第 1 歩。 
 したがって、限定正社員の雇用ルール整備から議論に入る。 
 産業競争力会議等で雇用ルールの議論が行われていることを考慮しつつ、検討事項


の議論を行う。 
 このテーマについては、必要に応じ本会議でも議題として取り扱う。 
 もう一つの優先的検討事項である有料職業紹介事業の見直しについては、ハローワ


ークとの連携、協力関係の強化という視点も重視しながら、必要な規制見直し議論


する。 


 
(2) その他の検討事項 
 企画業務型裁量労働制の見直し、フレックスタイム制の見直し等（１（１））と「労


働者派遣制度の合理化」(３～５)については、「常時受付案件」として扱い、迅速に


対応していく。 
 ワーキング・グループの案件として扱う際には、労働者派遣制度については、現在、


厚労省の研究会で検討が進められており、厚労省担当部局からヒアリングを行う。


労働時間規制についても、今後、ワーキング・グループの案件として扱う場合には、


ワークライフバランスの観点や時間外労働の補償のあり方（金銭補償から休日代替


へ、労働時間貯蓄制度の整備）も同時に検討すべき。また、各種適用除外・裁量労


働制の整理統合を検討すべき。 


 
以上 







雇用分野における国際最先端テストについて 


 


規制改革会議ＷＧ座長 鶴 光太郎 


１． 経緯 


第 6 回規制改革会議（4 月 1 日）において、各ワーキンググループに対し、それぞれのワー


キンググループの検討項目から国際先端テストを行う案件を選定し、次回第 7 回規制会議


で報告することとされた。 


 


２． 雇用ワーキンググループのスタンス 


・ 雇用ワーキンググループにおいては、国際先端テストを行うか行わないかにかかわらず、


綿密な国際比較を通じて、エビデンスに基づいた議論を行うことが重要と認識しており、


案件によって国際比較の視点に軽重を加えることは考えていない。 


・ しかしながら、諸外国との比較が規制改革を進める上でよりカギとなる案件については、


国際先端テストと銘を打つことでより効果的に議論を進めることができると考えられ


る。 


・ なお、雇用制度については、歴史的な経緯や他の制度との補完性により、国際的には多


様なルールが存在しており、検討項目の国際先端テストを行うに際しては、雇用制度の


各要素、雇用以外の制度が全体として有機的に連関していることにも十分留意して進め


る必要がある。 


 


３． 国際先端テストの案件 


・ ２つの優先事項の検討項目のうちでは、「有料職業紹介事業の見直し」を取り上げる。 


 ＩＬＯ関連条約への批准状況、許可制度の有無、労働者からの手数料徴収の可否


など 


・ その他の検討項目から、「労働者派遣制度の合理化」を取り上げる。 


 派遣期間の制限（年数、制限の仕方）、業務・業種の限定など 


 


４． 理由 


・ 民間人材ビジネス分野の規制見直しについては、諸外国との比較が議論の突破口になる


と考えており、より丁寧な国際比較と議論が必要となるため。 


・ また、有料職業紹介、派遣制度も過去 10 年で大きな労働市場改革を行ったドイツが先


端的な例として参考になるため。 


 


以上 


 


（別添２） 


第２回雇用ＷＧ 


（H25.4.11） 


資料５ 
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ジョブ型正社員の雇用ルールの整備について(改訂版)  


 


2013/04/28 


規制改革会議雇用ＷＧ座長 鶴 光太郎 


 


１． 日本の正社員の特徴 


・ 正社員とは、(1)期間の定めのない雇用（無期雇用）、(2)フルタイム、(3)直接雇用（雇用関係


と指揮命令関係が同一）といった要素で特徴付けられる。 


・ 日本の正社員の場合は、加えて、無限定社員という性格が強い。 


・ 無限定社員とは、(1)職務、(2)勤務地、(3)労働時間、などの制約、限定がない社員。つまり、


将来、職種、勤務地の変更、残業などの命令があれば基本的に受け入れなければならないと


いう「暗黙の契約」が上乗せされている社員。 


・ 入社した企業の一員となることが大きな意味を持つため、メンバーシップ型社員、就社型社


員ともいえる。 


・ また、無限定な働き方ができるという意味で正社員は男性中心であり、女性が家事に専念す


るという家族単位の犠牲・協力が前提にあった。 


・ さらに、男性が一家の大黒柱として家族を養い続けなければならないという意味で賃金制度


も生活給的(年功的)性格が強かった。 


・ 日本の正社員は、(1)無期雇用、(2)無限定社員、(3)解雇ルール（解雇権濫用法理）が密接かつ


強力な補完関係（「鉄の三角形」） 


・ 一方、欧米では、アメリカ、ヨーロッパにかかわらず、ジョブディスクリプション（履行す


べき職務の内容、範囲）が明確であり、職務限定型が一般的であり、それに付随して一般社


員にとって勤務地限定、時間外労働なしが前提。一方、幹部（候補生）ほど、無限定社員に


近くなるというイメージ。また、欧米で職務限定型が一般的であることは歴史的社会背景が


あることにも留意する必要あり。 


 


２． 無限定正社員のメリット、デメリット 


メリット： 


・ 企業側からすれば解雇をしなくても、配転や労働時間による雇用調整が可能という意味で柔


軟性大 


・ 企業特殊な投資が促進 


・ 仕事に幅が生まれ、従業員のモティベーションにも好影響 


・ 新卒一括採用を通じたスタートラインにおける従業員のなるべく公平な扱い 


・ 配転等を通じて企業の部門間のコーディネーションが良好 


・ 労働者からみれば無限定な働き方に即した雇用保障、待遇（年功賃金、退職金等）を獲得 


 


デメリット： 


・ 労働者からみれば不本意な転勤や長時間労働を受け入れなければならないことで家族やワー


（別添３） 


第３回雇用ＷＧ（H25.4.19） 


資料１改訂 
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クライフバランスが犠牲に 


・ 雇用保障や待遇が手厚い分、企業は正社員採用に慎重になり、雇用の不安定な有期雇用が増


加 


・ 無限定正社員は「なんでも屋」になってしまい、特定の能力・技能が身に付きにくく、キャ


リア形成が難しい。 


・ このため、転職が難しく、外部オプションが限定され、自己のキャリアの可能性を広げるこ


とができない。 


 


３． なぜジョブ型正社員の普及が必要か 


ジョブ型正社員とは？ 


・ 無限定正社員に対し、(1)職務が限定されている、(2)勤務地が限定されている、(3)労働時間が


限定されている（フルタイムであるが時間外労働なし、フルタイムでなく短時間）、いずれか


の要素（または複数の要素）を持つ正社員をジョブ型正社員と呼ぶ。 


 注：ジョブ型という言葉は元々職務限定型の意味合いが強いが、下記の厚労省調査によれば、なんらか


の限定が行われている正社員の内、職務限定型が 8～9 割を占めており、それに付随して、勤務地や労


働時間が限定される場合も多いのでここではジョブ型という言葉で代表することにする。 


 


日本においてジョブ型正社員の普及・定着が必要な理由 


・ 非正社員の雇用安定 


 正規・非正規の労働市場の二極化が問題となる中で、その間に多様な（多元的な）雇用


形態を作ることにより、有期雇用から無期雇用への転換をより容易にし、雇用の安定化


を高める。 


 正社員を希望する不本意型非正社員も、雇用の安定から期間の定めのない契約(無期雇用)


への移行を望んでいる場合も、転勤や残業が強制されるような無限定な働き方を望んで


いるとは限らない。 


 


・ ファミリーフレンドリーでワークライフバランスが達成できる働き方の促進 


 無限定社員のワークライフバランス等の推進が必要であることは言うまでもないが、勤


務地限定型や労働時間限定型をライフサイクルに応じて選択できることで、子育て・介


護との両立やワークライフバランスをより達成しやすい働き方がより可能となる。 


 


・ 女性の積極的な活用 


 正社員として登用され、昇進していくためには暗黙的に無限定な働き方が要請、期待さ


れてきたため、特に既婚女性にとっては不利であった。特に、地域限定型、労働時間限


定型の正社員が普及することで女性の労働参加の促進、優秀な女性の活躍の場の広がり


が期待できる。 


 


・ 相互転換によるキャリアの継続 
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 同一の企業で無限定型とジョブ型を相互に移動することが可能になれば、特に、女性の


場合、無限定型で入社した社員が子育て期には勤務地や労働時間限定型になり、その後、


また無限定型に戻ることが可能となり、キャリアの継続に大きな効果が期待される。 


 


・ 自己のキャリア・強みの明確化と外部労働市場の形成・発達 


 特に、職務限定型正社員の場合、自分のキャリア、強みを意識し、価値を明確化させな


がら働くことで外部オプションを広げ、転職可能性も高まり、それが現在の職場での交


渉力向上にもつながるため、将来に向けたキャリアを意識しながら「未来を切り開く働


き方」を実現できる（ただし、職務の幅については、無限定型の場合、能力向上やモテ


ィベーションとも関連していたことに留意が必要）。 


 職務限定型正社員が普及することで外部労働市場(転職市場)も拡大し、「人が動く」こと


がより容易に。そうした動きが出てきて初めて職業能力評価システムなどの整備を同時


並行的に進めることが可能に。 


 


４． ジョブ型正社員の現状と問題点 


現状： 


・ 厚労省の多様な正社員に関する企業調査（2011 年、1987 社、正社員 300 人以上）によれば、


対象企業の 51.9％が多様な正社員（ジョブ型正社員）を導入している。従業員数でみれば、


正社員全体の 32.9％が多様な正社員であり、その内、職務限定が 28.0%、労働時間限定が 3.4%、


勤務地限定が 8.9%である（それぞれ重複あり）。 


 


・ 就業規則や労働契約で限定が明確化されていない場合が多い。 


 職務限定型で就業規則や労働契約で仕事の範囲が確定しているのは 21.2%。 


 勤務地限定型で就業規則や労働協約で勤務地になんらかの限定があるのは 15.6%。 


 


・ 事業所閉鎖、事業や業務縮小の際の人事上の取り扱いは通常の正社員と同じ場合が多い。 


 職務限定の場合、通常の正社員と同じであるのが 76.6%。 


 勤務地限定の場合、通常の正社員と同じであるのが 63.0%。 


 


・ 多様な正社員の賃金は通常の正社員の 8～9 割未満が最も多い。 


 


・ ジョブ型正社員についての契約解除（雇用終了）についてのこれまでの裁判例をみると、い


わゆる整理解雇の四要件（要素）1の判断枠組を基本的に維持しつつも、職務（職種）や勤務


地が限定されている点を考慮し、無限定正社員とは異なる判断を行い、解雇を有効とする事


例がみられる。 


 


                                                  
1 ①人員削減の必要性、②解雇回避努力、③人選の合理性、④手続の相当性 
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問題点： 


・ 対象企業の半分が導入するなどジョブ型正社員の導入は進んできているが、その形態が労働


契約や就業規則で明示的に定められていないことが多いため、人事上、その特性に沿った取


り扱いが必ずしもなされていない。 


・ 一方、労働契約で明確化されている場合でも実際の運用が属人的になっている可能性ある（ジ


ョブ型であるに能力が高いためなし崩し的に働き方が無限定になっていたり、無限定社員が


いずれかの点で限定的な取り扱いを受けているような場合）。 


・ ジョブ型正社員に対しその特性に沿い、無限定正社員と異なる取り扱いがなされれば、企業


は更にジョブ型正社員を増やせるであろうが、リスクに敏感になり、及び腰になっている面


も。 


 


５． ジョブ型正社員の雇用ルール整備のあり方 


基本的考え方： 


・ 就業規則や労働契約でジョブ型正社員の内容を明確化する。 


・ 無限定正社員とジョブ型正社員との間の均衡処遇を図る。 


・ ジョブ型正社員の特性に適合的な人事処遇ルールの形成を図る。とくに事業所閉鎖、事業や


業務縮小の際の人事上の取り扱い等についてその特性に沿った取扱いができることについて


法的ルールの確認・整備を行う。 


 


具体的な提案： 


(1)労働条件の明示 


・ ジョブ型正社員の雇用形態を導入する場合は、就業規則においてジョブ型の具体的な契約類


型を明確に定める。 


・ ジョブ型正社員を実際に採用する場合、その契約類型であることを契約条件として書面で交


わす。 


 具体的には、現行の労働基準法 15 条による労働条件明示義務と重要な労働条件の書面に


よる通知とジョブ型正社員の契約条件の書面化との関係を整理する必要あり。 


 合わせて、労働契約法４条 2 項による労働条件明確化のための書面による要請が必要。 


 労働基準法 15 条、労働基準法施行規則 5 条によれば、「労働契約の期間に関する事項」、


「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」などを労働者に通知する義務があるが、


現状では、実際の人事管理の運用を前提に、「就業の場所及び従事すべき業務に関する事


項」については、当面のものと解するという解釈がされている。 


 そこで、この現行規定をより整備して、無限定正社員かジョブ型正社員かを明示し、か


つ、ジョブ型社員の「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」を詳細に特定する


こと求めてはどうか。 


 労働条件明示に関する現行規定は、労働契約締結時だけを対象としている。ジョブ型正


社員については、かりに労働条件が変更された場合にも、変更された労働条件を書面で


明示し、その契約内容を明確にする必要がある。そこで、ジョブ型正社員の労働条件変
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更時の労働条件明示に関する法規定を整備する必要があるのではないか。 


 


(2)均衡処遇・相互転換の要請 


・ 労働契約法 3 条 2 項が、就業の実態に応じた均衡を考慮して労働契約を締結・変更すること


を求めていることを踏まえると、無限定正社員とジョブ型正社員との均衡処遇についての法


的ルールを定める必要がある。すでに、労働契約法 20 条が有期労働契約について、無期労働


契約との不合理な労働条件の相違を認めないとし、その判断にあたって、当該労働者の職務


の内容及び配置の変更その他の事情を考慮することとしていることは、職務の範囲やその変


更の可能性の違い等を考慮して労働条件の相違の不合理性（処遇の均等・均衡が実現されて


いるか）を判断することを想定している。このような均衡処遇の判断の手法は、職務の内容


や配置の範囲、労働時間などが異なる無限定正社員とジョブ型正社員についてもあてはまり


うるものであり、ジョブ型正社員の労働条件等についてその実態に応じた均衡処遇を求める


ことは、労働契約法 3 条 2 項の要請とあわせて、当然に求められるものである。従って、労


働条件の明示によって、無限定正社員とジョブ型正社員とを明確に区別することを前提とし


て、有期労働契約についての労働契約法 20 条に類する規定（雇用形態による不合理な労働条


件の禁止）を定めることを検討することが必要ではないか。 


・ 今後、有期労働契約から無期転換する労働契約について、ジョブ型正社員が利用される可能


性が高いことからも無限定正社員とジョブ型正社員との均衡処遇が要請されるのではないか。 


・ また、無限定契約とそれぞれの限定契約との相互転換に関する規定を設け、契約形態相互間


の壁を低くしながら、ライフスタイルやライフサイクルに合わせた多様な就労形態選択を可


能とする法的基盤を整備してはどうか。 


 


(3)ジョブ型正社員の人事処遇ルールの検討 


基本的認識： 


・ いかなる契約形態をとるかは、基本的に当事者の自由である。その中で、ジョブ型正社員の


形態をとり、それを普及・定着させていくためには、労働契約において職務または勤務場所


などを定めることにとどまらず、人事処遇全般のルールを定める必要がある。従来の就業規


則は、無限定正社員の働き方を前提としたルールが多く、ジョブ型社員にはなじまない規定


が多いからである。とくに、人事異動、時間外労働を含む時間管理、雇用の終了などについ


て、ジョブ型社員の働き方に即したルール作りが求められる。 


・ 例えば、ジョブ型正社員については、職務や勤務地を変更する配転、約定された労働時間を


超える残業、人事上の能力評価等の点で企業の人事権が制約される可能性がある反面、職務


や勤務地が消失した際の取扱いについては、無限定正社員とは異なる人事上の取扱いをする


ことが考えられる。なお、ジョブ型社員の契約内容が変更される場合には、必ず書面によっ


て労働契約を書き換え、絶えずジョブ型社員の契約内容を明確にすることが求められる。 


・ また、従来の人事処遇に関する判例法理が、企業が無限定社員について行ってきた人事管理


ルールを色濃く反映したものであることを考慮すると、ジョブ型社員の普及は、判例法理の


見直しにつながっていくと思われる。しかし、判例法理の変化を漫然と待つのではなく、そ
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れをリードできるようなジョブ型社員の働き方にふさわしい労働契約紛争の解決ルールを検


討することが必要であろう。 


 


具体的対応： 


・ ジョブ型正社員の働き方については、企業や従業員へのヒアリングを通じて成功事例を収集


した上で、職務の具体的な内容・定め方、賃金体系、時間管理、人事評価・異動などの雇用


管理について、留意点やモデルの提示を行う。また、ジョブ型正社員にのみ適用される労働


条件については、就業規則において規定するなどの整備が必要である。 


・ 勤務地限定型、職務限定型正社員については、限定された勤務地、職務が消失した場合を解


雇事由に加えることを労使で話し合うことを促すことが考えられる。 


 具体的には、就業規則の解雇事由に「就業の場所及び従事すべき業務が消失したこと」


を追加することが可能であること確認してはどうか。 


・ ジョブ型正社員の場合、限定された勤務地・職務が消失した場合における解雇権濫用法理（労


働契約法 16 条、特に整理解雇四要件）の適用については、これまでの裁判例を参照しつつ、


多様な実態に応じた解雇の合理性・相当性に関するルールを整理する。 


・ その上で、限定された勤務地・職務が消失した場合、解雇が客観的合理性と社会的相当性を


持つには更にいかなる要件が少なくとも必要であるか、労使および司法の間のコンセンサス


を形成していくことが重要であり、かつ現実的にも有効ではないか。さらに、法解釈、必要


な要件について一定のコンセンサスが得られればなんらかの形で方向性を示すべきではない


か。 


 規制改革会議雇用ＷＧで議論のためのたたき台を作ってはどうか。 


 法解釈等について最終的に立法事項とするのが難しければ、解釈通達などで明文化して


はどうか。 


・ なお、現在の判例法理では、労働者の能力や適格性の低下・喪失を理由とする解雇の合理性・


相当性の判断においては、無限定正社員の場合、そのときに従事していた職務を遂行する能


力ではなく、会社のなかで従事可能な職務がそれ以外にもないかが問われることが多いのに


対し、ジョブ型正社員の場合、労働契約上限定された職務を遂行する能力が失われたかが主


として問われており、この点を確認することが考えられる。 


 


(4)労使双方の納得性を高めるための対話の促進 


・ 現場の実態に応じた雇用ルールの明確化を図るためには、企業の現場において労働組合また


は過半数代表者等と多様な就労形態についての議論を促すことがそもそも重要であり、それ


がひいては当事者の納得性（ひいては生産性）を高めることにつながる。 


・ 同一企業で無限定正社員をジョブ型正社員に転換する場合は、労働条件決定の合意原則から


考えて、労働者の同意を要することを確認してはどうか。 


 


以上 
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(参考) 関連法令 
 
労働基準法 
（労働条件の明示）  
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件


を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生


労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 
 
労働基準法施行規則 
第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労


働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項につい


ては、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 
一 労働契約の期間に関する事項 
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労


働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 
三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計


算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 
四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並


びに退職手当の支払の時期に関する事項 
五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低


賃金額に関する事項 
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 
七 安全及び衛生に関する事項 
八 職業訓練に関する事項 
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 
十 表彰及び制裁に関する事項 
十一 休職に関する事項 


 
労働契約法 
（労働契約の内容の理解の促進） 
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深


めるようにするものとする。 
２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）に


ついて、できる限り書面により確認するものとする。 
（解雇） 
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、


その権利を濫用したものとして、無効とする。 
（期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止） 
第二十条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定め


があることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約


の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内


容及び当該業務に伴う責任の程度（以下この条において「職務の内容」という。）、当該職務の


内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはなら


ない。 







2013 年 4 ⽉ 19 ⽇ 


有料職業紹介事業に関する規制改⾰の論点（案） 


〜国際先端テスト（国際⽐較）の観点から〜 


 ◆⼤原則：⽇本は「世界最先端の規制環境」の実現を⽬指す！ 


 


 


 


 


１ 参⼊規制について 
・有料職業紹介事業を⾏おうとする者が厚⽣労働⼤⾂の許可を受けなければならな


いとされていることについて、どのように考えるか。 


 


２ 求職者からの⼿数料規制について 
 ①求職者⼿数料を徴収できる対象は、現在、⽇本では「芸能家」、「モデル」、「経営


管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」とされているところ、これを拡⼤す


ることについてどのように考えるか。 


 ②「経営管理者」、「科学技術者」及び「熟練技能者」については、年収 700 万円


超という要件が課されているところ、この年収要件を柔軟化することについて、


どのように考えるか。 


 ③事前の説明、合意を前提として、求職者から⼿数料を徴収できるようにすること


について、どのように考えるか。 
 


（ＩＬＯ条約との関係に留意する必要） 


     参考資料１：ILO96 号、181 号条約の概要と⽇本の規制の変遷 


参考資料 2：ILO96 号、181 号条約批准国の⼀覧 


    参考資料 3：ILO96 号条約を廃棄した国の⼀覧 


【96 号】⇒営利⽬的での有料職業紹介の廃⽌、もしくは厳しい規制  


    【181 号】⇒許可・認可制を前提として⺠間職業紹介事業を認めた（96 号規制を緩和） 


参考：第６回⽇本経済再⽣本部 本部⻑ 内閣総理⼤⾂指⽰（抜粋） 


 「我が国の規制環境を世界最先端にするとの観点から、早急に規制・制度改⾰の具体策


を検討すること」 


別添４ 


第 3 回雇用 WG 


（H25.4.19）資料２ 







厚生労働省提出資料


平成２５年４月２５日
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別添５
第4回雇用WG
（H25.4.25）


資料１


平成２５年４月２日 日本経済再生本部における総理指示（抜粋）


第４回・第５回産業競争力会議での議論を踏まえ、関係大臣におかれては、当面の政策課題として、
以下の事項について対応されたい。


（雇用・少子化対策）
○厚生労働大臣は、雇用制度改革について、以下の政策課題について対応すること。


●成熟産業から成長産業へ「失業なき円滑な労働移動」を図る。このため、雇用支援策
に関して、行き過ぎた雇用維持型から労働移動支援型への政策シフトを具体化すること。


●ハローワークの有する情報を民間に開放し、各種就業支援施策の実施を民間に委任す
る等民間人材紹介サービスを最大限活用するための方策を具体化すること。


●多様な働き方を実現するため、正社員と非正規社員といった両極端な働き方のモデルを
見直し、職種や労働時間等を限定した「多様な正社員」のモデルを確立するための施策
を具体化すること。


●少子化対策、女性の活躍推進の観点から、民間企業を含む多様な主体による大小様々
な形態での保育事業の拡大を促進した自治体の成功事例を参考に、現在の取組や計
画と比べて、待機児童解消策を抜本的に強化、加速化するための方策を具体化する


こと。
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「二極化」した働き方から「多元的」な働き方へのシフト


■職務に着目した「多様な正社員」モデルの普及・促進


企業による「多元的で安心できる働き方」の導入促進に向けた環境整備


■ 職務における職業能力
の「見える化」促進


業界検定等ツールの策定


企
業


企
業


企
業


職務におけるスキルの
見える化


ジョブ
カード


ジョブ
カード


業界団体


働き方に関わらず、能力
本位の人材活用を促進す
る基盤


企業・労働者
へのヒアリング


システム
開発


企業や労働者へのヒアリングを
通じた成功事例の収集 雇


用
管
理
上
の
留
意
点
に
つ
い
て


有
識
者
の
懇
談
会
等
で
と
り
ま
と
め


営業・
販売等


企
業
で
の
試
行
的
な
導
入


「
多
様
な
正
社
員
」
の
モ
デ
ル
の


普
及
・促
進


■派遣労働者のキャリア形成支援のモデル的な取組の普及・促進


周知・啓発


正社員 非正規雇用
労働者


職務型の働き方
職務限定正社員 など


・職務の具体的内容 ・賃金体系
・人事評価基準 等


職務別の成功事例


成果の活用


経理・
法務


※平成25年4月23日
第7回産業競争力会議
厚生労働省提出資料（抄）
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参考：無期転換の具体例（三越伊勢丹）①


※厚生労働省第２回「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関する検討会」西久保委員提出資料より 4







参考：無期転換の具体例（三越伊勢丹）②


※厚生労働省第２回「非正規雇用労働者の能力開発抜本強化に関する検討会」西久保委員提出資料より
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１ 有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換


○ 有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合（※１）は、労働者の申込みにより、
無期労働契約（※２）に転換させる仕組みを導入する。


（※１） 原則として、６か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
（※２） 別段の定めがない限り、申込時点の有期労働契約と同一の労働条件。


２ 有期労働契約の更新等（「雇止め法理」の法定化）


○ 雇止め法理(判例法理) を制定法化する。 （※）


（※） 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または
有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な
理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新（締結）されたとみなす。


３ 期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止


○ 有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の
労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、
不合理と認められるものであってはならないと規定する。


労働契約法の一部を改正する法律（平成２４年法律第５６号）の概要


有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合に無期労働契約に転換させることなどを
法定することにより、労働者が安心して働き続けることが可能な社会の実現を図る。


施行期日：２については平成２４年８月１０日（公布日）。１、３については平成２５年４月１日。
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円滑な無期労働契約への転換の支援


H25.4 H26.4 H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 H32.4H24.4


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 無期労働契約無期転換まで
の流れ


業種


業種


業種


セミナー等の開催を通じた業界内の取組の定着を
促進


○ 各年度ごとに人事労務管理の専門家等からなる検討会を
設置し、業界のアンケート、ヒアリングを行い、好事例集を
作成。


業種ごとの実情に応じた無期転換の好事例集の収集、取組モデルの支援無
期
転
換
の
円
滑
な
実
施
に
向
け
た
取
組


（2013） （2016）（2015）（2014） （2017） （2018） （2019） （2020）（2012）


申込権発生


労使に対する継続的な周知・啓発


・各都道府県における説明会の実施
・ポスター・パンフレット・インターネットを活用した周知広報 等


○ 有期契約労働者の働き方は業種によって多様。
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「具体的な提案」について①


「（１） 労働条件の明示」に関して


○現行の法令上、職務等を限定して労働契約を締結することについて、特段の規制はない。
→ 労働者と使用者の合意により、職務等を限定する働き方も限定しない働き方も可能。


どの程度職務等を限定するかも、労使の合意に委ねられている（企業・職場により様々）。
→ 法令で「ジョブ型正社員」について一定の定義を置いて、具体的な契約類型として明確に規定することは、かえって個々


の企業・職場ごとの実情に応じた雇用管理の妨げになる可能性もあるか


○「雇入れ直後の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りる」等とする現行の運用は、無限定な働き方も念頭にお
いたもの
→ 「多元的で安心できる働き方」の実現に向け、何ができるか検討したい。


基本的な考え方


○ 正規・非正規の二極化を解消し、雇用形態にかかわらず、安心して生活できる多様な働き方が提供される
社会を実現する。これにより、非正規雇用で働く労働者の処遇の改善等を図る一方、ワーク・ライフ・バランス
を促進し、我が国の人財を有効活用することで、経済成長につなげていく


→ 国としては、企業による「多元的で安心できる働き方」の導入促進に向けた環境を整備
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「具体的な提案」について②


「（２） 均衡処遇・相互転換の要請」に関して


○「雇用形態による不合理な労働条件の禁止」を法令上定めることについては、どのような場合に「雇用形態」が異なることと
なるのか等、具体化が難しい点が存在


○労使双方の多様なニーズに合わせた雇用形態選択についても、労使自治にゆだねるべき事柄ではないか
（相互転換に関する規定を法令で定める上では、「無限定契約」や「それぞれの限定契約」を定義することが必要となるが、
そのような契約類型を規定することは、かえって個々の企業・職場ごとの実情に応じた雇用管理の妨げになる可能性）


※御指摘の労働契約法第20条は、期間の定めの有無という、民法に由来する労働契約の分類基準に着目した規定であることに留意が必要


○一方、働き方の見直しにあたっての労働契約の扱い等については、個人の選択の確保といった視点や雇用の安定が図られ
る層が増えるようにするといった視点など様々な留意点が存在
→「多元的で安心できる働き方」の実現に向け、何ができるか検討したい


9


「具体的な提案」について③


「（３） ジョブ型正社員の人事処遇ルールの検討」に関して


○労働条件(人事異動、時間外労働を含む雇用管理など)について
→ 多様な働き方について、どのような労働条件を定めるか（従来の正社員と比較してどの程度労働条件を異ならせるか）


は労使間の自主的な決定にゆだねられるべき事柄ではないか


○就業規則における解雇事由の定めについて
→ 解雇事由は、就業規則の絶対的記載事項（労働基準法第89条第3号）であるが、何を解雇事由として定めるかについて


は、労使間の自主的な決定にゆだねられるべき事柄ではないか。なお、就業規則に規定された 解雇事由に該当する場


合においても、解雇することに社会的相当性があると認められるかどうかは、個別のケースごとに最終的には司法判断さ
れるもの


（参考 菅野和夫「労働法第十版」560頁）
解雇の効力を争う訴訟の実際においては、使用者による「客観的に合理的な理由」の主張立証は就業規則上の解雇事由に該当する
事由が存在することの主張立証として行われ、就業規則の解雇事由該当性が中心的争点となる。就業規則に解雇事由が列挙されて
いれば、それに基づかずに行われた解雇は「客観的に合理的な理由」なしと事実上推定されてしまうためである。そして、該当性
ありとされる場合においても、なお当該解雇の相当性が検討される


○限定された職務等が消滅した場合の雇用の終了について
→ 解雇権濫用法理は、個々の人事労務管理の実態に対応し、労働者の雇用継続に対する期待が保護すべき合理的なも


のであるかどうかを個別のケースごとに最終的には司法判断するもの。したがって、労働契約の形式のみではなく、働き
方の実態に応じて判断されるもの


※なお、労働契約法は民事法規(民法の特別法)であり、行政が通達等で法解釈を示し、それに基づく個別の行政指導等をするこ
とにはなじまない法律であることに留意
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「具体的な提案」について④


「（４） 労使双方の納得性を高めるための対話の促進」に関して


○「労働者の同意」により、無限定正社員からジョブ型正社員に転換することについて
→ 労働者および使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができるのが原則


（労働契約法第8条）
→ ただし、労働者と使用者の間で合意があったことについては、個々の事案ごとの慎重な認定が求められる（自由意思の


下での合意かどうか）と思料されるところ、転換に伴う紛争が生じた場合、事前の合意があったことのみをもって転換が直
ちに合理的であるとされるわけではないことに留意が必要ではないか
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参考条文：労働基準法（昭和22年法律第49号）


（労働条件の明示）
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働 条件
を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労
働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


２、３ （略）
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参考条文：労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）


第五条 使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、


次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに
関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組


以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払


の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職


手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に


関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項


２ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項（昇給
に関する事項を除く。）とする。


３ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らか
となる書面の交付とする。 13


参考条文：労働基準法（昭和22年法律第49号）


（作成及び届出の義務）
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政
官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合に
おいては就業時転換に関する事項


二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
及び支払の時期並びに昇給に関する事項


三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払
の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項


四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び 低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、こ
れに関する事項


（作成の手続）
第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組
合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の
過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。


２ 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
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参考条文：労働契約法（平成19年法律第128号）


（労働契約の原則）
第三条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきもの
とする。


（労働契約の内容の理解の促進）
第四条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるように
するものとする。


２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。）について、
できる限り書面により確認するものとする。


（労働契約の成立）
第六条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについ
て、労働者及び使用者が合意することによって成立する。


（労働契約の内容の変更）
第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。


（解雇）
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利
を濫用したものとして、無効とする。
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参考条文：職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）
（職業能力開発促進の基本理念）
第三条 労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職
業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすもので
あることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進
歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当た
つての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段
階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。


第三条の二 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上の促進は、前条の基本理念に従い、職業生活設計に
即して、必要な職業訓練及び職業に関する教育訓練を受ける機会が確保され、並びに必要な実務の経験がな
され、並びにこれらにより習得された職業に必要な技能及びこれに関する知識の適正な評価を行うことによ
つて図られなければならない。


２～５ （略）


（関係者の責務）
第四条 事業主は、その雇用する労働者に対し、必要な職業訓練を行うとともに、その労働者が自ら職業に
関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他その労働者が職業生活設
計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために必要な援助を行うこと等により
その労働者に係る職業能力の開発及び向上の促進に努めなければならない。


２ 国及び都道府県は、事業主その他の関係者の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて必要な援助
等を行うことにより事業主その他の関係者の行う職業訓練及び職業能力検定の振興並びにこれらの内容の充
実並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために事業主の行う
援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にするために
事業主の講ずる措置等の奨励に努めるとともに、職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び
向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施、事業主、事業主の団体等により行われる職
業訓練の状況等にかんがみ必要とされる職業訓練の実施、労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力
の開発及び向上を図ることを容易にするための援助、技能検定の円滑な実施等に努めなければならない。 16








 


 


平成 25年 4月 23日 


規制改革会議議長 
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規制改革会議の活動報告（4月－②） 


 


4/17第６回産業競争力会議に報告の内容のうち、以下２項目に関し追加・補足する。 


 


1．国際先端テスト 


 ・国際先端テストの導入・定着を図るため、本会議の最優先案件、４つのＷＧの検討


項目の中から国際比較をすることが効果的な項目を選定し、個別具体的に実施中。 


⇒ 4/17規制改革会議にて決定された１４項目は別紙①の通り。 


 


２．分野別ワーキング・グループ（ＷＧ） 


＜健康・医療ＷＧ＞ 


    4/17 規制改革会議において、再生医療及び医療機器に関する規制改革について、


別紙②のとおり、当会議としての見解を取り纏め、厚生労働省に提示した。 


 


＜エネルギー・環境ＷＧ＞ 


4/17規制改革会議で予定していた当ＷＧの中間報告は、当日の議事進行の都合


から、次回（5/2）の規制改革会議に持ち越しとなった。 


 


以  上 


 


 


参考資料２ 


※第７回会議（４/17）資料２－２ 


※第７回会議（４/17）資料３ 
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創業等ワーキング・グループ（中間報告） 


 


■規制改革の目的及び主な検討項目     ＊下記の≪優先項目≫は、平成 25 年３月８日第４回規制改革会議にて決定されたＷＧの優先検討項目 


規制改革の目的 検討の視点及び主な検討項目 


リスクマネー供給による起


業・新規ビジネスの創出 


我が国の閉塞感を打ち破る起爆剤としての起業・新規ビジネスの創出を促すため、技術やアイデアを


事業化する段階において必要なリスクマネーの供給の促進や市場における取引の活性化等を図る。 


≪優先項目≫○ベンチャー企業の育成その他の成長支援のための資金供給の促進 


・企業内容等の開示の合理化 


・クラウド・ファンディング促進のための環境整備 


・地域における資本調達を促すためのグリーンシート制度の見直し 


・新規上場時における 低株主数基準の緩和 


・有価証券報告書等の虚偽記載等の民事責任の見直し 


○総合的な取引所の創設 


インフラの整備・開発に係る


ビジネスチャンスの創出・拡


大 


震災に強いインフラ整備や技術開発の優位性の確立が求められている中、老朽化したマンションの建


替えや先進自動車の技術開発を促進し、インフラ関連の内需拡大を契機としたビジネスチャンスの創


出・拡大を促すことが重要。 


こうした観点から、容積率の緩和、区分所有法の建替え決議要件の緩和、先進自動車の公道走行試験


に係る手続の迅速化等を図る。 


≪優先項目≫○容積率の緩和・区分所有法における決議要件の緩和 


・容積率の緩和（総合設計制度の見直しを含む） 


・区分所有建物の建替え決議要件の緩和等 


・区分所有建物から構成される団地の一括建替え決議要件の緩和 


○先進自動車の公道走行試験に係る手続の迅速化 


主  な  


検討項目 


主  な  


検討項目 


資料４－４ 
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規制改革の目的 検討の視点及び主な検討項目 


国民の利便性の確保や事業


の効率化・低コスト化による


適なビジネス環境の整備 


ＩＴ化、グローバル化等の経済社会の変化や急速な技術進歩に対応できず、国民の利便性の確保や効


率的かつ低コストの事業活動の実現を妨げている各種の規制の見直しを行うことにより、 適なビジネ


ス環境の整備を図る。 


○ビッグデータ・ビジネスの普及（匿名化された情報の利用制限の見直し） 


○信書の取扱いの全面的な民間開放に向けた信書便法の見直し 


○経済社会、技術進歩の動向等を踏まえた安全性に係る規制の合理化 


・産業用ロボットに係る規制の見直し 


・市外局番（0AB-J 番号）取得に係る品質要件の見直し 


・新規化学物質の審査制度の見直し 


○輸出通関申告官署の自由化 


 


  


主  な  


検討項目 
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■開催実績及び今後のスケジュール案 


 


３月 27 日 第１回会合： ◆創業ＷＧの今後の進め方 


              ◆関係者ヒアリング①（容積率の緩和、区分所有法における決議要件の緩和） 


 


４月 11 日 第２回会合： ◆関係者ヒアリング②（ビッグデータ・ビジネスの普及（１）、ベンチャー企業の育成等） 


              ◆国際先端テストについて 


 


４月 19 日 第３回会合： ◆関係者ヒアリング③（産業用ロボットに係る規制の見直し、信書便法の見直し） 


 


４月 25 日 第４回会合： ◆関係者ヒアリング④（総合取引所の創設） 


              ◆検討の視点及び規制改革検討項目一覧（案） 


 


５月８日  第５回会合： ◆関係者ヒアリング⑤（ビッグデータ・ビジネスの普及（２）、市外局番（0AB-J 番号）取得に係る品質要件


の見直し、輸出通関申告官署の自由化） 


 


５月 16 日 第６回会合： ◆関係者ヒアリング⑥（先進自動車の公道走行試験に係る手続の迅速化、新規化学物質の審査制度の見直し、


報告書案とりまとめ（１）） 


 


５月 27 日 第７回会合：  ◆報告書案とりまとめ（２） 







現状 課題 根拠法令等 所管省庁


証券市場の活性化


・インターネット等を通じた株式形態での資本調達は事実上認められない。
・上場企業は、有価証券届出書における直近５年間分の財務諸表の提出
や事業年度ごとに監査済み内部統制監査報告書の提出が求められてい
る。
・各取引所では、上場審査においてそれぞれ形式的資格要件を定めてお
り、株式数、株主数、時価総額等について一定以上となることが求められ
ている。


新興・成長企業へのリスクマネー供給を促進する観点から、企業情報開示
の合理化やインターネット等を通じた株式形態での資本調達（クラウド・ファ
ンディング）を可能とする枠組みの構築、株式の新規上場時に取引所が要
求する形式基準の見直しを実施すべきではないか。


金融商品取引法第5
条第１項、第24条の４
の４、第193条の2第１
項


金融庁


証券市場における民
事責任の見直し


有価証券発行会社の流通市場における民事責任について、有価証券報告
書等に重要な事項について虚偽の記載等があった場合において、書類の
提出者が募集・売出しによらずに有価証券を取得した者に対して無過失賠
償責任を負う。


重要な事項について虚偽の記載のある有価証券報告書等を提出した会社
が負担する、流通市場で有価証券を取得した者に対する賠償責任の見直
しを実施すべきではないか。


金融商品取引法　21
条の2第１項


金融庁


容積率の緩和・総合
設計制度の見直し


建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているた
め、増改築や建替え等を行う際には、原則その時点の法令への適合が求
められる。老朽化したマンションの場合、既存不適格建築物が多く、容積率
制限を緩和する特例制度として設けられている総合設計制度等の容積緩
和手法を適用できない場合、建替えが困難である旨の指摘がある。


老朽化したマンション等の建替えが円滑に進むよう、各地方自治体で設定
されている総合設計制度や同制度に基づき建替えが実施された事例につ
いて調査・検証を行うべきではないか。また、老朽化したマンション等の建
替えが円滑に進むよう、容積率の緩和や総合設計制度の見直しなどを実
施すべきではないか。


建築基準法第59条の
２


国土交通省


区分所有建物の建替えを行うためには、区分所有者（頭数）及び議決権
（床面積割合）の５分の４以上の集会の決議が必要とされている。また、区
分所有建物から構成される団地の一括建替えを行う際は、①全棟併せた
区分所有者（頭数）及び議決権（土地共有持分割合）の５分の４以上の合
意、かつ②各棟の区分所有者（頭数）及び議決権（床面積割合）の３分の２
以上の合意が必要とされている。


老朽化したマンション等の建替えが円滑に進むよう、区分所有建物の建替
えの決議要件や団地内の区分所有建物の一括建替えの決議要件を緩和
すべきではないか。


区分所有法第62条第
1項、第70条第１項


法務省


建替え決議の存在は、借地借家法第28条における建物賃貸借契約の更
新をしない旨の通知又は建物の賃貸借の解約の申し入れに際して要求さ
れる「正当の事由」に明確に位置付けられていない。


老朽化したマンション等の建替えが円滑に進むよう、借地借家法上、更新
拒絶や解約の申し入れの際に要求される「正当の事由」の考慮要素として
建替え決議を明記すべきではないか。


借地借家法第28条 法務省


ビッグデータ・ビジネスの普及を促進する観点から、収集した「個人情報」を
連結可能匿名化（※）した場合には、原則として、当該情報（連結可能匿名
化情報）は「個人情報」に当たらないことを明確化すべきではないか。


（※）必要な場合に提供者を識別できるよう、当該提供者と新たに付された
符号又は番号の対応表を残す方法による匿名化。


個人情報保護法第２
条第１項、第16条、第
23条


消費者庁


ビッグデータ・ビジネスの普及を促進する観点から、収集した「個人情報」を
匿名化情報とするために要する加工等の程度を明確化すべきではない
か。


個人情報保護法第２
条第１項


個人情報の保護
に関するガイドラ
イン所管官庁


一般信書便事業の参入のためには一定の要件（約１０万本のポスト設置義
務等）が必要であり、現段階では一般信書便事業への参入は皆無。また多
数が参入し、競争が実現されている特定信書便事業は、扱える信書便
サービスの範囲が限定されている。


一般信書便事業の参入規制の緩和や郵便ネットワークの開放、特定信書
便事業の業務範囲の拡大等、郵便・信書便分野における競争促進のため
の方策について検討すべきではないか。


郵便法第４条第２項、
信書便法第２条第７
項、第３条、第９条
等、同法施行規則第
９条等


総務省


・「信書」の送達の業務は日本郵便株式会社が行うこととされており、同社
以外の者は信書便法に基づく許可なく「信書」の送達の業務を行ってはな
らず、これに違反した場合には利用者及び事業者双方に罰則の適用があ
る。しかし、同社の独占領域を画する「信書」の概念が利用者及び事業者
双方にとって不明確であるとの指摘がある。


利用者の側で信書であることの明確な意思表示をした場合に限り信書とし
て取り扱う等、信書・非信書の区別が徹底されるルール・方法の検討を行う
べきではないか。


郵便法第４条第２項 総務省


産業用ロボットに係
る規制


労働安全衛生規則では、産業用ロボット運転時において労働者に危険が
及ぶ恐れのあるときは、柵または囲い等の危険防止措置を講じる必要が
あると規定されており、人間との協働運転が行えない。


産業用ロボットと人間との協働作業が可能となるよう、産業用ロボットの
ユーザーがリスクアセスメントを実施しリスクに応じた安全対策を選択する
ことを可能とすべきではないか。


　※リスクアセスメント：作業における危険源の同定、リスクの見積・評価、
リスク低減のための手段検討等、一連のプロセスのこと。


労働安全衛生規則第
150条第４項、第５項、
「産業用ロボットの使
用等の安全基準に関
する技術上の指針」


厚生労働省


ビッグデータビジネ
スの普及（匿名化情
報の取扱い）


個人情報保護法においては、「個人情報」とは「生存する個人に関する情
報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特
定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することがで
き、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）
をいう」とされているが、現実には、氏名、住所等を削除して個人を特定で
きない状態にされた情報も「個人情報」として取り扱われている。


信書の取扱いの全
面的な民間開放に
向けた信書便法の
見直し


検討項目


リスクマネー供給に
よる起業・新規ビジネ
スの創出


インフラの整備・開発
に係るビジネスチャン
スの創出・拡大


国民の利便性の確保
や事業の効率化・
低コスト化による
適なビジネス環境の
整備


区分所有法における
決議要件の緩和
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第 8回規制改革会議


議事次第


(開 会 )


1.石炭火力発電に対する環境アセスメントについて


2.保育に係る規制改革について


3.各ワーキング・グループ中間報告


4.「規制改革実施計画」について


(開 会 )


(資料 )


資料 1   経済産業省・環境省提出資料


資料 2   厚生労働省提出資料


資料 3   保育に関する規制改革会議の見解 (案 )


資料 4-1 健康・医療ワーキング・グループ中間報告


資料 4-2 エネルギー・環境ワーキング・グループ中間報告


資料 4-3 雇用ワーキング・ グループ中間報告


資料 4-4 創業等ワーキング・グループ中間報告


資料 5   「規制改革実施計画」について


参考資料 1 産業競争力会議 (4月 17日 )岡議長提出資料


参考資料 2 産業競争力会議 (4月 23日 )岡議長提出資料
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規制改革実施計画の策定について


１．基本的なストーリー
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


２．具体的検討項目


健康・医療分野


１．基本的なストーリー
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


２．具体的検討項目


エネルギー・環境分野


１．基本的なストーリー
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


２．具体的検討項目


雇用分野


１．基本的なストーリー
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


２．具体的検討項目


創業等分野


規制改革実施計画


■全体のストーリー
（規制改革によって目指す社会像や実現すべき政策目的、規制改革の果たす意
義等を明らかにする）


事
項
名


内
容


実
施


時
期


所
管


省
庁


○ 規制改革会議発足以降、本年６月までに取り組んだ規制改革対
象案件のうち、見直し内容、見直し手順その他の措置等について
各省と合意に至ったものに係る改革実現までの工程表などを盛り
込んだ「規制改革実施計画」を策定し、成長戦略などと並行して
閣議決定する。


この計画に基づき、規制改革の着実な実施に向けて適切な進行
管理を図る。


○ 来年６月には、本年度後半以降の規制改革の取組を盛り込み、
第２期規制改革実施計画を策定する。


以降、規制改革会議の設置期間、毎年度の進行に伴い、第３期
以降の計画を策定する。


○ 上記の事項について、内閣府は、その内容及び進捗状況を毎年
確認し、規制改革会議に報告するとともに、公表する。


事
項
名


内
容


実
施


時
期


所
管


省
庁


事
項
名


内
容


実
施


時
期


所
管


省
庁


事
項
名


内
容


実
施


時
期


所
管


省
庁


資料５







第１期
25.1～25.6


第２期
25.7～26.6


第３期
26.7～27.6


規
制
改
革
会
議


○
報
告


○
答
申


○
テ
ー
マ
選
定


○
報
告


○
第
２
期
答
申


○
報
告


○
第
２
期
活
動
方
針


（
新
た
な
案
件
、
積
み
残
し


案
件
）


政


府


○
骨
太
方
針
、
成
長
戦
略
へ


盛
り
込
み


○
「
規
制
改
革
実
施
計
画
」


策
定
（
閣
議
決
定
）


○
骨
太
方
針
等
盛
り
込
み


○
第
２
期
計
画
策
定


（
前
計
画
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
）


審議 審議


（以下同じサイクル）


規制改革のサイクル








東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議取りまとめ（概要） 


 


 東京電力による電源入札では石炭火力の落札の可能性。石炭火力は安定供給・経済性に資するが


環境面に課題。このため、本入札電源の必要性を確認しつつ、電力の安定供給の確保、燃料コスト


の削減、環境保全に取り組むための対応について両省間で議論し、以下の合意が得られた。 
 


１． 電気事業分野における実効性ある地球温暖化対策のあり方 


・ 今後作成する国の温室効果ガス排出削減目標と整合的な形で電力業界全体の実効性ある取組


の確保が必要。以下を主な内容とする枠組の構築を促す。 


① 国の計画と整合的な目標が定められていること 


② 新電力を含む主要事業者が参加すること 


③ 責任主体が明確なこと（小売段階に着目） 


④ 目標達成に、参加者が全体として明確にコミットしていること 


⑤ 新規参入者等に対しても開かれており、かつ事業者の予見可能性が高いこと 


・ 国の計画に上記に沿った自主的枠組みを位置づけ、PDCAを回す。 
 


２． 環境アセスメントにおける二酸化炭素の取扱い 


・ 国は、今次入札を含め、下記の観点により必要かつ合理的な範囲で審査していく。 


(1) BAT（Best Available Technology） 


・ 常に発電技術の進歩を促し、国際競争力の向上と環境貢献を行うことが重要との考え方に


立ち、事業者がBATの採用を検討する際の参考となるよう国が発電技術を下記のとおり整


理・公表。 


・ 事業者は、環境アセスメント手続開始時点（入札の場合は契約後遅滞なく手続が行われる


ことを前提に、入札時点）において、竣工に至るスケジュール等も勘案しながら(B)につ


いても採用の可能性を検討した上で、（A）以上のものとするよう努める。 


(A) 経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開始をしている最新


鋭の発電技術 


(B) 商用プラントとして着工済みの発電技術及び商用プラントとしての採用が決定し


環境アセスメント手続に入っている発電技術 


(C) 上記以外の開発・実証段階の発電技術 


(2) 国の目標・計画との整合性 


a) 中期目標との関係 


以下の場合においては、国の目標・計画との整合性は確保されているものと整理。 


・ 上記枠組に参加し、CO2排出削減に取り組んでいくこととしている場合 


・ 枠組み構築までの間は、①枠組が構築されれば遅滞なく参加し、②枠組みが構築され


るまでの間は、自主的取組として天然ガス火力を超過する分に相当する純増分につい


て海外での削減に係る取組を行うなどの措置を講じることとしている場合。 


b) 2050年目標との関係 


・ 国は、従来から実施中の研究開発等に加え、炭素貯留適地の調査や CCS Ready の内容


の整理等を進め、事業者は、今後の革新的なCO2排出削減対策について継続的に検討。 
 


３． その他の取組 


・ エネルギー政策の検討を踏まえたエネルギー転換部門の排出抑制等指針の策定や再エネ・省


エネを含め、国及び事業者はCO2削減に向けた各般の取組を行う。 


資料１ 
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東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議 


取りまとめ 


平成25年4月25日 


経済産業省・環境省 


 


東京電力株式会社（以下「東京電力」という。）による平成24年度電力卸供給入札では、


石炭火力の落札の可能性がある。石炭火力は安定供給・経済性に資するが環境面に課題があ


ることから、経済産業省及び環境省は、平成25年2月7日に「東京電力の火力電源入札に


関する関係局長級会議」を設置し、電力の安定供給の確保、燃料コストの削減、環境保全に


取り組むための対応について議論を進めてきたところ、以下の合意が得られたので、今般そ


の成果を取りまとめることとする。 


 


１． 東京電力の電力需給の状況及び見通し 


(1) 「総合特別事業計画」（平成24年4月27日 原子力損害賠償支援機構・東京電力。以


下「総特」という。）によれば、総特記載の全ての発電能力の強化を行っても、2021


年（平成33年）の東京電力管内の最大需要時の供給予備率は、需給調整契約の発動も


想定して7.3％。想定しなければ2.8％の水準。 


(2) ただし、総特は、過去の省エネ・再エネの導入実績を基に見通しを立てており、今後


の省エネ・再エネ政策の効果は織り込まれていない。この点は、政策効果等が実現さ


れたことを織り込む国の需要見通しとは性格が異なる。 


(3) 電気事業者は、自らはもとより、需要側を含めた省エネや再エネの導入等に努めるこ


ととしており、国の政策と併せて、今後、その効果が現れてくれば、その実績をベー


スに事業者の需要予測等も見直しが行われる。 


 


２． 今次の入札電源の必要性 


(1) 上記の省エネや再エネの導入等に努めてもなお、安定供給確保のために本入札電源は


必要。安価なベース電源の確保をすることで燃料コスト削減にも効果。 


(2) 再エネ・省エネ推進政策が効果を上げ、需要が減少した場合においては、現在 2021


年度時点においてミドル・ピーク用の老朽電源約１千万ｋＷの一部の廃止等による対


応が見込まれており、入札電源の必要性は変わらない。 
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(3) 震災後失われたベース電源整備に伴う、再エネの導入推進に必要な調整電源の確保に


ついても、過去と比較して東電のミドル・ピーク電源の割合は非常に高いこと等から、


当面、相当規模の調整電源が確保される見込み。加えて、再エネは既に優先給電の対


象となっており、必要があれば再エネのために火力等の出力抑制もなされ得る。今後


とも、状況を見て、必要があれば国としても、東京電力としても更なる対策を検討し


ていく。 


 


３． 電気事業分野における実効性ある地球温暖化対策のあり方 


(1) 国としては、COP19 までに、25％削減目標をゼロベースで見直す。その実現のための


地球温暖化対策計画を策定する。今次入札電源によるＣＯ２排出量の純増分は、目標


検討時に所与のものとはしない。 


(2) エネルギー政策の検討を踏まえた国の地球温暖化対策の計画・目標の策定と併せて、


特に電気事業分野については、環境アセスメントのＣＯ２の扱いの明確化の観点も踏


まえ、上記目標と整合的な形で電力業界全体の実効性のある取組が確保されることが


必要であり、以下を内容とする電力業界全体の枠組の構築を促す。 


① 国の計画と整合的な目標（排出係数を想定）が定められていること 


② 対策を実効あらしめるため、新電力を含む主要事業者が参加すること（環境ア


セスメント対象となる新増設石炭火力から電力調達を予定する電気事業者は確


実に参加することを想定） 


③ 枠組全体の目標達成に向けた責任主体が明確なこと（従前と同様に、需要家に


電力を販売する小売段階に着目することを想定。この場合、小売段階が調達す


る電力を通じて発電段階等での低炭素化が確保される） 


④ 目標達成について参加事業者が全体として明確にコミットしていること（目標


達成の手段として、二国間オフセット・クレジットやCDM の取得など我が国の


優れた発電技術等の国際展開による排出削減等の取組も可能） 


⑤ 新規参入者等に対しても開かれており、かつ事業者の予見可能性の高い枠組と


すること（参加手続を含め、競争制限的・参入抑制的・不公平な枠組としない） 


(3) 京都議定書目標達成計画における電気事業分野での自主的な取組に係る記載も踏まえ


つつ、新たな国の地球温暖化対策計画において、電気事業分野における上記取組の必


要性と、それに沿った自主的枠組みが構築されればそれを位置付け、国においても取


組等のＰＤＣＡを回していく。 
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４． 環境アセスメントにおける二酸化炭素の取扱い 


地球温暖化問題の性格上、全体で管理する枠組により対策の実効性を確保すること


が基本となるが、二酸化炭素排出量が非常に大きい火力発電所の個々の建設に係る環


境アセスメントにおいて、事業者が利用可能な最良の技術（BAT ＝ Best Available 


Technology)の採用等により可能な限り環境負荷低減に努めているかどうか、また、国


の二酸化炭素排出削減の目標・計画と整合性を持っているかどうかについて、今次入


札を含め、下記の観点により必要かつ合理的な範囲で国が審査する。 


（Ⅰ）ＢＡＴ 


(1) 発電設備の導入に当たっては、競争を通じて、常に発電技術の進歩を促し、発電


事業における我が国の技術優位を維持・向上させ、国際競争力の向上と環境貢献


を行うことが重要。 


(2) この考え方に立ち、今後の発電技術の開発動向も勘案して、発電技術を以下の３


つに分類し、事業者がBATの採用を検討する際の参考となるよう、「最新鋭の発電


技術の商用化及び開発状況」（以下「BATの参考表」とする。）を規模や燃料種に応


じて国が整理し、公表する。（今次入札に間に合うよう、まずは暫定版を公表する。


詳細別添） 


(A) 経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開始をし


ている最新鋭の発電技術 


(B) 商用プラントとして着工済みの発電技術及び商用プラントとしての採用


が決定し環境アセスメント手続に入っている発電技術 


(C) 上記以外の開発・実証段階の発電技術 


(3) 事業者は、竣工に至るスケジュール等も勘案しながら(B)についても採用の可能性


を検討した上で、（A）以上のものとするよう努める。国は、こうした事業者の検


討の内容を確認することにより、審査を行うものとする。 


(4) 一方、(C)については、メーカー等がなお一層の技術開発を進めたり、国が政策支


援を検討したり、信頼性等があると判断した事業者が自主的に採用を判断する参


考情報となるものである。 


(5) なお、国においては、主に(C)段階における新技術の開発や(A)～(B)段階における


導入促進に対して的確に政策支援等を行うことで、新たな技術が着実に実用化・


導入されていくよう努める。 


(6) BATの参考表は、客観性を確保するために、発電設備メーカーや電気事業者等から


のヒアリングを基に、必要に応じ外部有識者等の意見も聴き、策定・更新する。


なお、BATの参考表は、原則として毎年度見直し、必要に応じ随時更新する。 
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(7) 環境アセスメント手続開始時点において、BATが採用されているか否かの判断を行


うことを基本とする。ただし、当該発電設備の設置が入札を伴う場合には、計画


的応札に支障のないよう、入札実施者は契約後遅滞なく環境アセスメントの手続


が行われることを前提として、上記の BAT の考え方を踏まえて、入札要綱等にお


いて技術要件を定めることとし、その時点で BAT が採用されているか否かの判断


を行う。 


 


（Ⅱ）国の目標・計画との整合性 


(1) 中期目標との関係 


少なくとも以下の場合においては、経済産業省令1に照らし、事業者が「国の


目標・計画の達成に努めることを目的として環境保全措置を検討している」と判


断できることから、国の目標・計画との整合性は確保されているものと整理する。 


① ３．の枠組に事業者が参加し、当該枠組の下で二酸化炭素排出削減に取り組


んでいくこととしている場合 


② 上記枠組が構築されるまでの間においては、事業者が、これが構築された後


に遅滞なく参加し、当該枠組の下で計画的に二酸化炭素排出削減の取組を行


うこととしている場合であって、その間は、「当面の地球温暖化対策に関する


方針」（平成２５年３月１５日地球温暖化対策本部決定）において「それぞれ


の取組状況を踏まえ…同等以上の取組を推進すること」が求められているこ


とを踏まえ、事業者（入札を行う場合は入札実施者）が自主的な取組として


天然ガス火力を超過する分に相当する純増分2について海外での削減に係る取


組を行うなどの環境保全措置を講じることとしている場合 


(2) 2050年目標との関係 


(ｱ) 国は、当面は、火力発電設備の一層の高効率化、2020年頃のCCSの商用化を


目指したCCS等の技術開発の加速化を図るとともに、CCS導入の前提となる


貯留適地調査等についても早期に結果が得られるよう取り組む。 


                                                  
1 発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合


理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令（平成10


年6月12日通商産業省令第54号） 
2 例えば、運転開始時に稼働を代替する自社又は他社の発電所が特定できる場合にはそれとの差に相当する分や、


新型の天然ガス火力発電所との差に相当する分等が考えられる。なお、稼働の代替は小売段階に着目すること


を想定している。 
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(ｲ) 商用化を前提に、2030 年までに石炭火力に CCS を導入することを検討する。


また、貯留適地の調査や、商用化の目処も考慮しつつCCS Readyにおいて求


める内容の整理を行った上で、出来るだけ早期にCCS Ready3の導入を検討す


る。上記の検討状況については、随時、事業者に対し情報を提供する。 


(ｳ) 2050年までに温室効果ガス排出量80%削減を目指すために、2050年までの稼


働が想定される発電設備については、事業者に対し、二酸化炭素分離回収設


備の実用化に向けた技術開発を含め、今後の革新的な二酸化炭素排出削減対


策についても継続的に検討を進めることを求める。 


 


５． ＣＯ２削減に向けたその他の取組 


(1) 国は、二国間オフセット・クレジットやCDMの取得等に係る枠組みの整理等を進める。 


(2) 国及び電気事業者は、３Ｅの観点から適切な場合には、自らの再エネ導入や、省エネ・


再エネ等需要家側の二酸化炭素排出抑制対策、再エネの導入に必要な調整電源の確保、


最新設備への置き換えなど環境に配慮した高効率な天然ガス火力や石炭火力の導入の


推進、需要見通しの見直しによる需要変動に応じた老朽設備の廃止等、バイオマス混


焼など発電段階での電源の低炭素化等による二酸化炭素の排出低減に引き続き努める。 


(3) 地球温暖化対策の推進に関する法律第21条の規定において、主務大臣（環境大臣、経


済産業大臣及び事業所管大臣）は、事業者が同法上の努力義務を果たす上で講ずべき


措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための必要な指針（排出抑制等指針）


を公表することとされている。エネルギー転換部門における排出抑制等指針について


も、今後策定されるエネルギー基本計画や地球温暖化対策の中期目標・計画を踏まえ、


策定する。 


                                                  
3 具体的なCCS Ready の要件についてはEU 指令も参考にしつつ今後検討する。2009 年６月のEU 指令で


は、30 万kW 以上の火力発電所の新設に係る許認可要件において満たすべきCCS Ready の要件として、①適


切なCO2 貯留地点が存在すること、②CO2 輸送が技術的かつ経済的に可能なこと、③将来のCO2 回収・圧


縮設備の建設が技術的かつ経済的に可能であることについての調査を要求している。調査の結果、技術的かつ経


済的に実行可能である場合には、CO2 回収及び圧縮に必要な施設のためのスペースを確保する必要がある。 







(別紙)


燃料種 燃料仕様


石炭火力


90～110万kW級
微粉炭火力
【超々臨界圧（USC）】


石炭
○瀝青炭で灰融点の高い石炭（灰
溶融温度1400℃超）主体


商用運転中
43


（45）
40


(42)


70万kW級
微粉炭火力
【超々臨界圧（USC）


／超臨界圧（SC）】
石炭


○瀝青炭で灰融点の高い石炭（灰
溶融温度1400℃超）主体


商用運転中
42.5※
（44.5）


40
（42）


60万kW級
微粉炭火力
【超々臨界圧（USC）】


石炭
○瀝青炭で灰融点の高い石炭（灰
溶融温度1400℃超）主体


商用運転中
42


（44）
39


(41)


微粉炭火力
【亜臨界圧（Sub-C）】


石炭
○瀝青炭で灰融点の高い石炭（灰
溶融温度1400℃超）主体


商用運転中
（主に自家消費用や系統規模の小さい箇所に設置される電源に採用さ


れる）


41
（43）


38
(40)


石炭ガス化複合発電
（IGCC）〔空気吹き〕【1200℃級】


石炭
○灰融点の低い石炭(灰溶融温度
1250℃以下)主体


実証機を商用化
（実証試験において一定の信頼性は確認されているが、実証機の建設
費に国が３割の補助をしたため、経済性については精査が必要である）


46
（48）


40.5
（42）


天然ガス火力


＜東日本（50Hz地域）＞ ※


80万ｋW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1450℃級】【多軸型】


LNG - 商用運転中
50.5
（56）


49
(55)


50万ｋW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1500℃級】【一軸型】


LNG - 商用運転中
53


（59）
52


(58)


40万ｋW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1400℃級】【一軸型】


LNG - 商用運転中
52


（58）
51


(57)


＜西日本（60Hz地域）＞ ※


60万ｋW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1300℃級改良型】【多軸
型】


LNG - 商用運転中
52


（58）
51


(57)


40万ｋW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1500℃級】【一軸型】


LNG - 商用運転中
52


（58）
51


(57)


30万ｋW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1400℃級】【一軸型】


LNG - 商用運転中
51


（57）
50


（56）


燃料種 燃料仕様


石炭火力


60万kW級
微粉炭火力
【超々臨界圧（USC）】


石炭
○瀝青炭で灰融点の高い石炭（灰
溶融温度1400℃超）主体


環境アセスメント手続中
【2020年度営業運転開始予定】


43.5
（45.5）


39.5
（41.5）


天然ガス火力


＜東日本（50Hz地域）＞ ※


70万kW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1600℃級】【一軸型】


LNG -
建設中


【2016年営業運転開始予定】
54.5
（61）


53
（59.5）


＜西日本（60Hz地域）＞ ※


110万kW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1600℃級】【多軸型】


LNG -
環境アセスメント手続中


【2017年度営業運転開始予定】
55.5
（62）


54
(60.5)


50万kW級
ガスタービンコンバインドサイクル
（GTCC）【1600℃級】【一軸型】


LNG -
建設中


【2013年営業運転開始予定】
54


（60）
52.5


(58.5)


燃料種 燃料仕様


石炭火力


60万kW級
微粉炭火力
先進超々臨界圧（A-USC）


石炭
○瀝青炭で灰融点の高い石炭（灰
溶融温度1400℃超）主体


高温耐熱材料の開発や２段再熱方式のシステムの検討等の要素技術
の開発段階 【2020年代実用化を目標】


－
46


（48）


40万kW級
石炭ガス化複合発電
（IGCC）〔空気吹き〕【1500℃級】


石炭
○灰融点の低い石炭（灰溶融温
度1250℃以下）主体


1200℃級の実証試験は終了。1500℃級に温度を上げるため、燃焼器
部分等の開発等が必要となる。


－
46


（48）


17万kW級
石炭ガス化燃料電池複合発電
（IGFC）


石炭
○亜瀝青炭～瀝青炭
○灰融点温度の低い石炭
（1500℃以下）


要素技術の実証試験段階（酸素吹IGCC実証機の詳細設計段階）
（2018年度に酸素吹IGCCの実証試験終了予定、IGFCの実証試験終了
予定は2021年頃） 【2030年代実用化を目標】


－ 55


天然ガス火力


60万kW級
コンバインドサイクルガスタービン
（GTCC）【1700℃級】


LNG -
実証試験段階
（冷却システムや燃焼器技術などの個別要素技術の開発・検証）
【2020年度実証試験終了予定】


－
57


（63）


10万～20万kW
高湿分空気利用ガスタービン
（AHAT）


LNG -
実証試験段階
（高湿分燃焼器などの個別要素技術開発・検証）
【2020年度実証試験終了予定】


－
51


（56.7）


設計熱効率（発電端）
【％：HHV】


（カッコ内の値は％：
LHV）


※ 70万kW級の石炭火力について、発電端熱効率（HHV）で44％を超えるものも存在するが、立地条件の特殊性に応じたプラント設計が要因であるため、表には記載していない。


設計熱効率（発電端）
【％：HHV】


（カッコ内の値は％：
LHV）


（Ｂ）商用プラントとして着工済み（試運転含む）の発電技術及び商用プラントとしての採用が決定し環境アセスメント手続きに入っている発電技術


※ 汎用品であるガスタービンは、周波数（50/60Hz）に応じた製品ラインナップが整えられていることを踏まえ、東日本〔50Hz地域〕／西日本〔60Hz地域〕で分けて分類している。


20万kW級


※ 汎用品であるガスタービンは、周波数（50/60Hz）に応じた製品ラインナップが整えられていることを踏まえ、東日本〔50Hz地域〕／西日本〔60Hz地域〕で分けて分類している。


※ 海外事例を調査した範囲では、米国においてIGCCの商用プラント（60万ｋW級）を2013年5月に運転開始予定という情報が存在。今後、熱効率や経済性等の観点から精査を行う。


（C）上記以外の開発・実証段階の発電技術


燃料
フェーズ


設計熱効率（送電端）
【％：HHV】


（カッコ内の値は％：
LHV）


（参考１）石炭火力の発電方式について
亜臨界圧（Sub-C : Sub Critical、ボイラの型式がドラム式） ・・・蒸気圧力が22.1MPa未満。発電規模が大規模なものには、熱効率の良いUSCやSCが採用されるが、小規模のものにはSub-Cが採用されている。
超臨界圧（SC: Super Critical） ・・・蒸気圧力が22.1MPa 以上かつ主蒸気温度が566℃以下。設計によってはUSC並の熱効率となるものもある。
超々臨界圧（USC: Ultra Super Critical）・・・超臨界圧（SC）のうち、主蒸気温度が566℃を超えるもの。発電規模が大規模となるため、小規模なものには採用不可。


（参考２）HHVとLHVの関係式
石炭 ： LHV＝HHV/0.95、LNG ： LHV＝HHV/0.9


（参考３）送電端熱効率と発電端熱効率の関係式
送電端熱効率＝発電端熱効率×（1－所内率）
【所内率 ； 石炭 ： 6.2%、LNG ： 2.0% （出典：コスト等検証委員会報告書（平成23年12月19日）)】


発電規模
【kW】


発電方式
【燃焼度等】


燃料
フェーズ


設計熱効率（送電端）
【％：HHV】


（カッコ内の値は％：
LHV）


発電規模
【kW】


発電方式
【燃焼度等】


ＢＡＴの参考表（暫定版）【平成２５年４月時点】


（Ａ）経済性・信頼性において問題なく商用プラントとして既に運転開始をしている最新鋭の発電技術


発電方式
【燃焼度等】


発電規模
【kW】


設計熱効率（送電端）
【％：HHV】


（カッコ内の値は％：
LHV）


燃料
フェーズ


設計熱効率（発電端）
【％：HHV】


（カッコ内の値は％：
LHV）


○ 本表は、現時点で確認ができる情報に基づいて、可能な範囲で暫定的に整理をしたものであり、今後、精査を行った上で修正があり得る。
○ 下記（A）については、暫定的に、環境影響評価法が施行された平成１１年（１９９９年）以降に運転開始している発電設備を整理し、設計熱効率が最良となる発電方式について、発電規模別に


 整理を行った。今後この整理方法については、一定の幅をもたせて規模や効率を整理することなども含め、外部専門家の意見も踏まえつつ見直しを行う。
○ なお、熱効率は立地条件（海水温や気温等）やレイアウト、燃料の性状、メーカー毎の詳細設計、周辺機器の性能等により変動する。







燃料調達コスト引下げに向けた当面のアクションプラン（抄） 


 


 


福島第一原子力発電所事故を契機として、火力発電への依存度が大幅に高まり、燃料調達費は重


大な貿易収支圧迫要因となっている。２０１１年に３１年ぶりに貿易赤字へ転落し、２０１２年は


赤字が６．９兆円（平成２４年度では、過去最大の８．２兆円の赤字）に拡大するなど、いまや、


燃料調達コスト引下げは一刻の猶予もならない。 


燃料調達費の引下げを早期に実現し、貿易収支を改善するために、国全体としての燃料調達のバ


ーゲニングパワー強化が必要である。そのための当面のアクションプランは以下の通り。 


（中略） 


３． エネルギー選択肢増強による交渉ポジションの強化 


石炭火力は、発電コストが LNG 火力の１割程度安価であり、また LNG 集中によるコスト増を緩和


し、低廉な LNG 調達に向けた対外交渉オプションという観点からも重要な意味を持つ。他方、石炭


火力は LNG 火力と比べて２倍程度のＣＯ２を排出するという課題があり、３Ｅ（経済性、安定供給、


環境保全）を同時達成できるよう、経済産業省・環境省による「東京電力の火力電源入札に関する


関係局長級会議」で取りまとめた内容に従って適切に対応する。 


技術開発も積極的に進め、既に世界最高水準である我が国の石炭火力の発電効率の更なる向上（石


炭ガス化燃料電池複合発電（ＩＧＦＣ）、先進超々臨界圧火力発電（A-USC）等）、さらに、火力発電


等から排出する二酸化炭素を地中に貯留する二酸化炭素の分離・回収・貯留（CCS）の研究開発等に


取り組んでいく。これらの技術は、国内ひいては海外へのインフラ輸出においても非常に有望であ


り推進する。 


このほか、メタンハイドレートの生産技術の開発などの取組みを通じた我が国独自の資源の保持、


省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入促進に最大限取り組む。 


（後略） 


＜当面のアクション＞ 


 環境アセスメントの手続期間短縮（従来３年程度かかる火力のリプレースを１年強程度に


短縮等）に引き続き取り組む。（経済産業省、環境省） 


 火力電源の新増設・リプレースについては原則入札によることとされており、効率性・透


明性を高めていく。（経済産業省） 


 「東京電力の火力電源入札に関する関係局長級会議」取りまとめをもとに、電気事業分野


における実効性ある地球温暖化対策の推進のため取り組むとともに、環境アセスメントに


おいて明確化されたＣＯ２の取扱いに基づき適切に審査を行う。（経済産業省、環境省） 


 我が国独自の資源の開発、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入促進にも最大


限取り組む。（経済産業省、環境省） 
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「保育の論点整理」等に対する考え方 
 


平成２５年５月２日 


厚 生 労 働 省 


 


 


１．「保育環境の格差を是正するためのガイドライン策定」について 


自治体によって株式会社・ＮＰＯ法人の認可保育所への参入状況が異な


り、保育環境の格差につながっている。自治体の裁量により、設置主体


が株式会社等であることを理由に認可しないことがないよう、政府がガ


イドラインを策定し、もっとも成果をあげている自治体（横浜市）並み


の水準を目指すべきではないか。 


 


（考え方） 


１．子ども・子育て支援新制度では、都道府県等は、地域の保育需要が


満たされていない場合には、適格性・認可基準等を満たしている保育


所等であれば原則認可するものとする仕組みとされている。 


 


２．待機児童が多くいる地域では、例えば、都道府県等の裁量により、


設置主体が株式会社であることだけを理由に認可しないといった取扱


いが許されなくなる。 


 


３．こうした点を踏まえ、保育需要が充足されていない地域では、新制


度施行前の現時点においても、新制度施行後を見据え、積極的かつ公


平・公正な認可制度の運用をしていただくことが望まれる。 


 


４．そのような中で、４月２日の日本経済再生本部における総理指示を


踏まえ、地方自治体の理解と協力を得つつ、待機児童の解消に向けて


スピード感をもって強力な取組を進めていくために、「待機児童解消加


速化プラン」を策定し、取組を進めることとしている。 


 


５．御提示の点については、こうした点を見据えて、各地方自治体にお


いて、積極的かつ公平・公正な認可制度の運用をしていただくよう、


認可権者である都道府県等に対し、先般の法改正を踏まえた国の考え


方を明確にお示しするとともに、市区町村に対して当該通知の趣旨を


周知徹底していただくよう、通知したいと考えている。 


 


資料２ 
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２.「 保育の質を確保するための第三者評価の充実」について 


保育の質についての第三者評価を大幅に拡充すべきではないか。現在の


評価のあり方を早急に見直し、この２年間の実施率目標を掲げるべきで


はないか。 


 


（考え方） 


１．保育の質の向上を確保する上で、第三者評価とそれに関わる情報開


示は重要であり、その方向性において認識は共通していると承知して


いる。第三者評価を実効性あるものとして進めていくためには、評価


機関の質の向上等について、見通しを持って取組を進めていく必要が


あると考えている。 


 


２．この点について、既に、昨年３月、全国社会福祉協議会から「福祉


サービス第三者評価事業に関する評価基準等委員会」報告書が出され、 


・ 評価実績が不十分な評価機関等の退出ルールの整備等、評価機関


等の質の向上を目指すこと 


・ より質の高いサービスを目指すため、第三者評価基準を定期的に


更新すること 


といった提言がなされており、現在、福祉に関する第三者評価全体に


ついての取組の検討を進めているところ。 


 


３．こうした中で、保育所において第三者評価を推進していくに当たっ


ては、ご提示のように一定期間の実施率目標を定めて推進するという


考え方は重要である。 


 


４．このため、第三者評価に関する現状を踏まえ、評価の在り方を見直


し、目標数値の設定を可能とする次のような条件整備を進めていきた


い。 


① 保育所は全国で２万３千ヶ所と社会福祉施設の中でも極めて数が


多いことから、これに対する評価を的確に実施できる評価機関を確


保していくこと。 


② 特に評価を実施する保育現場を熟知した人材確保が重要であり、


そうした人材確保と保育現場における保育士の人材確保を両立する


形で進めていくこと。 


③ 受審に当たってのコスト（経費）の評価と負担の在り方について、


子ども・子育て会議などの場において検討を進め、関係者の合意を


形成すること。 


 


５．第三者評価を推進していく、という方向性の下、これらの点につい


て着実に取組を進めてまいりたい。  
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３．「待機児童が多い地域での特例的・時限的な規制緩和 」について 


待機児童が一定数を超える都市部の保育所については、緊急措置とし


て、できる限りの特例的・時限的な規制緩和を認めるべきではないか。


 


＜具体的な提案＞･･･待機児童が５０人を超える自治体においては、特例


的・時限的措置として次の方策を講じてはどうか。 


(1)保育士数の制約と認可保育所整備の緊急性に鑑み、 終的には 10 割


を維持することとしても、当面の間、保育士数は基準の８～９割程度


とし、残りの職員を保育ママや幼稚園教諭等の免許保持者等を充てて、


質を確保する方途を可能としてはどうか。 


また、早朝・夕方の時間帯は、配置基準が通常保育の基準を満たして


いない状況が各方面から指摘されている。この特別保育部分について


は、まず、厚生労働省が早急にその状況を実態調査を行って公表し、そ


の上で、現実に即した配置基準を設け、質を確保するべきではないか。


 


（考え方） 


１．待機児童の解消に向けては、 


① 多様な主体の参入を含めた保育の量拡大に向けた必要な取組と 


② 保育の質の確保を強く願う保護者の声への対応 


の両立を図りながら、スピード感をもって強力に取組を進めていく必要


があると考えている。 


 


２．保育の量拡大を支える保育士の確保は重要な課題であるが、一方で、


保育所における保育士の配置基準自体を見直すことは、こうした保護


者の声に応えることにはならないと考えている。 


 


３．一方で、新制度では、保育（委託費又は施設型給付）や小規模保育


（地域型給付）などを組み合わせて地域の実情に即した保育の確保が


できる仕組みが用意されている。現在の認可外保育施設は、こうした


仕組みを活用することにより、新制度上の給付対象となることが想定


される。 


  特に、今回の「待機児童解消加速化プラン」では、認可保育所への


移行を目指す認可外保育施設への支援として、改修費や運営費等の支


援、保育士資格取得の支援を盛り込んだところ。こうした支援を活用


することにより、例えば、現在地方自治体が単独施策で進めている認


可外保育施設についても、５年の移行期間内に、段階的に有資格者率


を高め、 終的には認可保育所を目指していただくことを可能として


いる。 
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（特別保育部分の配置基準について） 


４．保育所は、その設置・運営に当たって、「児童福祉施設の設備及び運


営に関する基準」、いわゆる「 低基準」を満たす必要があり、その中


で配置基準を満たす職員は全て保育士であることが求められ、これは


保育所を開所している時間中は常に適用される。 


保育所の運営費、延長保育の事業費は、保育所を開所する際に、 低


基準を満たすための経費を対象としている。すなわち、運営費などにお


いて「 低限これだけは置かなければならないという配置」は 低基準


の配置基準であり、これを満たすためには、全て保育士であることが求


められる。 


 


５.なお、 低基準を満たした上で、さらに追加的に職員を置く場合、必


ずしも保育士である必要はなく、保育士資格を持たない方がサポート


すること自体は問題ない。 


 


 


  







5 
 


(2)「児童福祉施設 低基準」上の定数の一部にパートタイムの保育士を


充てることができる条件を柔軟化すべきではないか（例えば、パート


タイム保育士２名で常勤保育士１名とカウントすることを容易にする


など）。   


 


（考え方） 


１．保育士不足が課題となっている状況の下で、ニーズに即して保育を


確保していくためには、短時間勤務の保育士の活用を図ることが必要


であり、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」（いわゆる 低


基準）では、常勤の保育士に代えて、短時間勤務の保育士を充てるこ


とができるようになっている。 


 


２．この場合、同時に、保育の内容面や安全面との両立を確保していく


ことが必要であり、 


① １人１人の子どもの発達に応じた保育・教育を継続的に行うこと、 


② その日の体調を継続的に把握している保育士がおり、かつ、交代


する保育士に確実に引き継ぎがなされることなど、安全面や事故の


リスクへの対応体制が確保されていること 


が必要である。 


 


３．こうした観点から、 低基準においては、 


① 常勤の保育士が各組や各グループに１名以上(*)配置されている


こと、 


（＊ 乳児を含む各組や各グループであって当該組・グループに係る保育士定数が２名以上


の場合は、２名以上） 


②  短時間勤務の保育士を充てる場合の勤務時間数は、常勤の保育士


を充てる場合の勤務時間数を上回ること 


とされている。 


このような対応によって、短時間勤務の保育士の活用を図りながら、


常勤保育士と短時間勤務の保育士が協力し、安定的に保育が行われるよ


うにしていきたい。 
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(3)潜在保育士の活用のために、保育士の現況を自治体が確認できる仕組
み（保育士リストの更新など）を導入してはどうか。 


 
（考え方） 
１．保育の量拡大を支える保育士の確保は重要な課題であり、潜在保育


士の活用は有効な方策の一つと考えている。 
 
２．その際、現況を把握しながら潜在保育士の活用を積極的に図ろうと
する地方自治体の取組を支援していくことが重要。 


 
３．このため、平成２４年度補正予算において、安心こども基金を積み
増し（４３８億円）、その中で、保育士確保施策の拡充として、 
① 潜在保育士の就職や保育所の潜在保育士活用支援等を行う「保育


士・保育所支援センター」の設置に対する助成、 
② 保育士養成施設から卒業生に対し、再就職支援機関や再就職支援


研修を周知する費用の助成 
を盛り込んだところであり、これらの助成を活用していただくことに
より、御指摘のような取組を推進していきたい。 


 
 


(4)パート労働者も保育所を利用しやすくするよう、一定時間や週に数日
の預かりの仕組みを充実すべきではないか。 


 
（考え方） 
１．現行制度の下で、パート労働者であっても「保育に欠ける」要件に


該当する場合、保育所の利用が可能であり、保育時間についても施設
ごとに柔軟に対応しているものと考えている。 


 
２．また、就労時間が極めて短いなど、「保育に欠ける」要件に該当しな
い場合であっても、一時預かり事業の対象として、週に数日間、保育
所などに預けることは可能である。 


 
３．これらの取組について、引き続き拡充に努めていくとともに、新制
度においては、保育の必要性の認定においてパート労働者に対応した
「短時間認定」も設けることとしており、従来より、保育を利用しや
すい仕組みとなる。 


 
４．いずれにしても、こうしたニーズに的確に応えていくためには、ま
ずは、現段階で絶対的に不足している保育の量的確保を図っていくこ
とが必要であり、「待機児童解消加速化プラン」等により、地方自治体
の取組を強力に支援してまいりたい。 
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(5)都市部の保育士不足を少しでも緩和する観点から、保育士資格の水準


を変更することなく、認証保育所で働く保育士以外の方が働きながら


保育士資格の取得が容易になるような措置を講ずるべきではないか。


例えば、保育士資格の取得について次の改善策を講ずべきではないか。


 ①試験回数を現行の年１回から年２回にする 


 ②合格した科目についての免除期間を現行の３年から５年程度に伸張


する 


 


（考え方） 


１．保育士確保策の観点から、資格取得を促進していく工夫が重要と考


えている。 


このため、平成２４年度においては、保育士試験の受験要件を緩和


し、認可外保育施設での実務経験でも受験可能としたところ。 


 


※ 高卒者の場合、保育士試験の受験要件として、２年間の実務経験が必要。 


 


２．また、平成２４年度補正予算では、認可外保育施設で保育に従事し


ている無資格者の保育士資格の取得支援として、 


① 通信制保育士養成施設の受講料の１／２の助成、 


② 通信制の下でも一定期間必要となる受講に伴う代替要員確保に係


る費用の助成 


を行い、保育士の人材を確保するとともに、認可保育所への移行を後


押ししている。「待機児童解消加速化プラン」においても、こうした取


組により、質の向上を図りながら保育の量拡大に取り組んでまいりた


い。 


 


（試験回数を年２回にすることについて） 


３．年２回の試験実施となった場合、現在の２倍の体制で試験事務を行


うために試験実施経費が２倍になるが、受験者数は２倍にはならない


ため、受験料（現在 12,700 円）が相当程度引き上げられることが避け


られず、受験者の負担増となり、結果的に保育士試験による資格取得


者の増加に必ずしもつながらないのではないかと考える。 


 
（注）保育士試験は、１次試験として筆記試験２日間（８月）、２次試験として実


技試験１日間（１０月）を実施しているが、合格通知を発行した１２月以降は、


翌年度の試験問題作成が始まるため、現在の試験実施体制では、年１回の試験


の実施が限界。 


   同種の対人サービスを行う介護福祉士や看護師等の試験も年１回実施であ


る。 
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（免除期間の伸張について） 


４．また、合格した科目の免除期間を現行の３年から５年程度に伸張す


ることについては、保育士としての資質の観点からどのような問題が


あるか、どの程度の資格取得促進効果があるか、などについて専門家


から御意見を伺ってまいりたい。 


 


 


 


(6)保育士登録の申請から保育士登録証の交付まで現在は約２ヶ月を要


するが、緊急性に鑑み、大幅に短縮する方策を検討すべきではないか。


 


（考え方） 


１．保育士登録証の交付については、各都道府県の委託を受けて事務を


実施している登録事務処理センターにおいて、申請書類の受付、点検・


確認、電算入力を行い、申請書類と手数料を各都道府県に送付・送金


している。各都道府県では、毎月１回、申請書類の審査・登録決定が


なされ、それを受けて、登録事務処理センターで保育士証を交付して


いる。 


 


２．ご指摘のとおり、事務処理が迅速になされることが望ましいと考え


ているが、一方で、登録事務処理センターの体制強化が必要となり、


手数料などのコストに跳ね返るという問題もある。 


 


３．このため、これらの諸点について、登録事務処理センター等に実情


を確認しながら、検討してまいりたい。 
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(7)待機児童が多いにもかかわらず、「児童福祉施設 低基準」を上回っ


て配置基準や施設基準を設定する自治体が少なくない。保育の質を


低基準で維持しつつ、保育の量の確保に重点を置いた方向を目指すべ


きではないか。この旨、厚労省はガイドラインを示すべきではないか。


 


（考え方） 


１．「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関


係法律の整備に関する法律」（平成２３年法律第３７号）により、保育


所の保育士の配置基準や施設基準については、地方自治体の条例によ


って定めることとされた。 


 


２．これにより、各地方自治体は、それぞれ地域の実情に応じた保育所


の設置基準を条例で定めているものと承知している。 


 


３．もとより条例は、各地方自治体が住民の代表からなる地方議会の議


決を経て制定したものであり、また、各市区町村においては、条例の


基準について、保育の質の確保・向上と保育需要にどう応えていくか


を勘案しながら、判断し、運用されているものと理解している。 


こうした中で、地方分権の趣旨にかんがみれば、国が何らかの優越的


な立場から一定の方向性を示すことは、差し控えるべきものであると考


えている。 
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(8)同等の安全性と合理的な代替手段を前提として、避難用外階段等の設


置義務を緩和するよう、自治体に働きかけるべきではないか。 


 


（考え方） 


１．保育所については、避難設備に関する建築基準法の上乗せ規制が設


けられているが、これは、建築基準法において避難弱者として位置付


けられている児童、特に乳幼児を多く含む施設である点にかんがみ、


安全性を担保すべく設けられているものである。 


 


２．この点については、避難設備に関する基準を地方分権改革の中で参


酌基準化した際、国会審議等において、子どもの生命・安全の確保と


いう観点から厳しく精査された経緯がある。 


 


３．しかしながら、一般論として、規制については、技術の進歩、状況


の変化等に対応して見直していく必要があると考えている。 


仮に避難設備に関する基準が過剰な規制となっているのであれば、


必要な見直しを行うことも考えられる。 


 


４．したがって、避難設備に関する基準の見直しについて、専門家の御


意見や研究結果などを伺うなど、必要な手順を踏みながら、予断なく


検討していきたい。 
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４．「保育料の適正な水準の確保」について 


一般に、認可外保育所の保育料は認可保育所よりはるかに高い。認可


保育所に子どもを預けられない場合、経済的にもより大きなダメージを


受けることになる。横浜市の取組みを参考に、認可保育所における所得


階層ごとの保育料の見直しや認可外保育所の保育料引き下げの工夫を検


討し、保育料格差を是正するためのガイドラインを示すべきではないか。


 


（考え方） 


１．各地方自治体においては、保育の費用に関し、保護者にどの程度の


負担を求めるべきか、保育需要の増大に対しどのように保育の量拡大


を図っていくのかといった点について、住民の代表からなる地方議会


における議論を経て、財源を確保した上で保育に係る利用者負担の水


準を決定しているものと考えている。 


 


２．こうした中で、地方分権の趣旨にかんがみれば、国として、何らか


の優越的な立場から、認可保育所の保育料の引上げと地方単独事業で


ある認可外保育施設の利用者負担の引下げを求めるといったことは、


差し控えるべきものであると考えている。 


 


３．なお、横浜市では、保育に係る利用者負担などの在り方について、


市議会等において幅広く議論を行い、その結果、地方単独事業により


軽減措置を講じていた認可保育所の保育料を一部引き上げる一方で、


地方単独事業である横浜保育室の利用者負担への助成を拡充すること


により、負担のバランスの確保を図っているものと承知している。 
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５．「社会福祉法人の会計情報を公開すべきとの意見」について 


 


（考え方） 


１．現行の社会福祉法上は、社会福祉法人の財務諸表については、福祉


サービスの利用を希望する者その他の利害関係人から請求があった場


合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供しなければならな


いこととしている。 


 


２．また、社会福祉法人の認可基準（通知）上は、法人の業務及び財務


等に関する情報については、法人の広報やインターネットを活用する


こと等により自主的に公表することが適当としている。 


 


３．財務諸表等の情報を公表することは、経営の透明性を確保するため


に重要なことと認識しており、ご指摘を踏まえ、全ての法人において


何らかの形で財務諸表の公表が行われるよう、更なる指導を行ってい


くとともに、これをより効果的に進めるための具体的な方策について


検討し、取り組んでまいりたい。 
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６．「事業所内保育施設の助成要件の緩和」について 


事業所内保育施設の設置を容易にする観点から、多くの事業所で保育


施設が整備されるように、避難用外階段等の設置を求めている点につい


て、同等の安全性と合理的な代替手段を前提として、緩和するべき。 


 


（考え方） 


１．事業所内保育施設設置・運営等支援助成金における支給対象施設の


要件については、児童の安全確保等の観点から、児童福祉施設の設備


及び運営に関する基準（ 低基準）に準じて定めており、保育室を４


階以上に設置する場合は、避難用として屋外避難階段を設けることと


している。 


 


２．現行の 低基準においては、避難階段等に関する規定は参酌基準と


して位置づけられ、都道府県等が条例を制定する際に、地域の実情に


応じた基準を設定することが可能とされている。 


 


３．本助成金については、雇用保険を財源として、全国一律の助成金と


して運営していること等にかんがみ、参酌基準を踏まえた基準を設定


している。 


 


４．今般、待機児童対策に資するものとして事業所内保育施設の設置を


支援するに当たり、避難用の屋外避難階段について、施設を設置する


地域の地方自治体の定める基準を満たせばよいこととする方向で取り


組んでまいりたい。 


 


（なお、３の(8)のとおり、避難設備に関する基準の見直しについて、専


門家の御意見や研究結果などを伺うなど、必要な手順を踏みながら予


断なく検討することとしており、事業所内保育施設の助成要件につい


ても当該検討結果が反映されることとなる。） 


 


 







待機児童解消加速化プラン


① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」）


②


小規模保育事業など新制度の先取り


認可を目指す認可外保育施設への支援


③


保育の量拡大を支える保育士確保（「ヒト」）


④


取組自治体


緊急プロジェクト
支援パッケージ ～５本の柱～


⑤ 事業所内保育施設への支援


◆ 待機児童の解消に向け、２年後の子ども・子育て支援新制度の施行を待たずに、地方自治体に対し、
できる限りの支援策を講じる。


◆ 足下２年間の「緊急集中取組期間」と、新制度で弾みをつける「取組加速期間」で、待機児童の解消を図る。


緊急集中取組期間


2013（Ｈ25）年度 2015（Ｈ27）年度 2017（Ｈ29）年度 2019（Ｈ31）年度


新制度スタート


２年間前倒し緊急プロジェクト


保育ニーズのピーク


新制度等による取組


取組加速期間


市町村子ども・子育て支援事業計画の期間（2015～2019年度）


４０万人
２０万人


消費税財源確保
待機児童解消を


目指す


※財源を検討（ 「保育緊急確保事業」の活用など）


「緊急集中取組期間」(平成25・26年度)で約２０万人分の保育を集中的に整備できるよう、国として万全な支援を用意。


※地方自治体が更にペースアップする場合にも対応。


「取組加速期間」(平成27～29年度)で更に整備を進め、上記と合わせて、潜在的なニーズを含め、
約４０万人分の保育の受け皿を確保。


保育ニーズのピークを迎える平成２９年度末までに待機児童解消を目指す。


※保育緊急確保事業その他の消費税財源を用いた施策として行うほか、所要の財源を検討。 1







■ 意欲のある地方自治体を強力に支援（市町村の手上げ方式）


■ 今後２年間でできる限りの保育の量拡大と待機児童解消を図る。


■ 参加市町村は、待機児童の減少目標人数、保育の整備目標量を設定。


緊急プロジェクト（平成２５・２６年度）


コンセプト


① 賃貸方式や国有地も活用した保育所整備（「ハコ」）


②


小規模保育事業など新制度の先取り


認可を目指す認可外保育施設への支援


③


保育の量拡大を支える保育士確保（「ヒト」）


④


➣施設整備費の積み増し。中でも都市部に適した賃貸方式を活用し、
株式会社を含む多様な主体でスピード感をもった施設整備を推進。


➣用地の確保が難しい都市部の事情に対応し、国有地等を積極的に活用。
➣民有地のマッチング事業を導入（地主と整備事業者の結び付けによる整備促進）。


➣潜在保育士の復帰を促進し、他業種への移転を防ぐための処遇改善。
➣認可外保育施設で働く無資格者の保育士資格取得支援。


➣小規模保育（運営費、改修費、賃借料等を支援）、幼稚園での長時間預かり保育など、
新制度を先取りして実施（即効性のある受け皿確保）。


➣利用者支援の先取り実施（保護者と適切な施設・事業の結び付け）。


➣認可保育所に移行する意欲のある認可外保育施設について、改修費、賃借料、
移転費、資格取得費、運営費等を国が支援し、質の確保された認可保育所へ
５年間で計画的に移行できるようにする。


➣企業からの強い要望を踏まえ、「自社労働者の子を半数以上」とする助成要件を緩和する。


取組自治体


国


計画


＜計画の策定＞
・待機児童の減少目標人数
・保育の整備目標量


支
援
パ
ッ
ケ
ー
ジ


支援パッケージ ～５本の柱～


・パッケージによる万全の支援


⑤ 事業所内保育施設への支援
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保育に関する規制改革会議の見解 


 


2013 年 5 月 2 日  


規制改革会議 


 


規制改革会議は、子ども・子育て支援新制度の施行を待つことなく、この


2 年間に待機児童ゼロを目標にあらゆる取組みを行うことを主張してきた。 


このたび「待機児童解消加速化プラン」が策定され、この2年間を「緊急


集中取組期間」として、約 20 万人分の保育が集中整備される方針が示さ


れたことを評価したい。下記の事項を含むあらゆる措置を講じ、待機児童


の解消を目指すべきである 


   ＊20万人分･･･現在の待機児童数は2.5万人（平成24年４月）だが、潜在的なニーズを


勘案し、保育需要40万人（2017年度の推計）の半分を2年間で整備するとされている 


 


下記の規制改革事項のうち、●は厚生労働省と合意済みのもの（矢印は今


後の運用を注視するポイント）、○は今後の課題である 


 


 


１．株式会社・ＮＰＯ法人の参入を拡大させる 


認可保育所を経営する法人の経営形態を自治体の裁量によって制限


することなく、社会福祉法人、株式会社、ＮＰＯ法人がそれぞれ保育サ


ービスの質を高め合い、どのような組織形態であれ良質な保育サービ


スが提供されるようにすべきである 


 


●保育所の設置主体については、2000年の規制緩和によって制限が撤廃さ


れている。さらに、子ども・子育て支援新制度への移行により、設置主


体が株式会社等であることを理由に自治体の裁量で認可しないといっ


た取扱いは許されなくなることが明文化される。経営形態にかかわらず、


公平・公正な認可制度の運用がなされるよう、厚生労働省は都道府県に


通知する。併せて、当該通知の趣旨が市区町村に周知徹底されるよう、


都道府県に通知する 


 厚生労働省は、通知が出された後の株式会社の参入状況について調


査を行い、情報を公表すべきである 


 「加速化プラン」によって賃貸方式の施設整備に支援がなされ、株


式会社等による施設経営が容易になることを評価する。さらに「安


資料３ 
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心こども基金」に基づく補助金が多様な主体による保育サービスの


提供に資するようにすべきである 


 


２．利用者のニーズに応え、保育サービスを拡充させる 


   自治体が単独施策で進めている認可外保育施設（認証保育所や横浜


保育室）が、認可保育所の基準は下回るものの高い利用者満足を得て、


大きな役割を果たしている現実に鑑み、その支援を拡充すべきである 


 


●5 年間で認可保育所への移行をめざす認可外保育施設は、改修費や運営


費等の支援対象とする 


 補助対象となる基準があまりに厳格で、実質的に機能しないことが


ないよう、今後注視していきたい 


 現在、自治体認証の保育施設で行われている長時間開所や 0歳児保


育が認可保育所に移行しても確保されるよう、第三者評価による情


報開示（後述）を充実させるべきである 


 「児童福祉施設最低基準」を上回って配置基準や施設基準を設定す


る自治体について、上乗せ自体は望ましいにせよ、待機児童が多い


場合は、保育の質を維持しつつ量の確保も重視すべきと考える。厚


生労働省は自治体の取組の状況について公表すべきである 


○親の就業形態、就業の有無にかかわらず、必要に応じて保育サービスを


利用可能としていくべきである。多様な経営形態を増やすと同時に、今


後の課題として、保護者が多様な保育サービスを直接選べるようにすべ


きである 


○認可外保育施設の保育料は認可保育所より高いことが多く、認可保育所


に子どもを預けられない場合、経済的にも大きな負担を背負うことにな


る。厚生労働省は、保育料負担の格差是正を図る自治体の取組を支援す


べきである 


 


 


３．保育の質の評価を飛躍的に拡充させる 


   保育所に対する第三者評価の実施率（2011 年度実績 3.52％）はあまり


に低い。また、保育の質は、保育士配置や面積など数値による外形基


準のみならず、ひとりひとりの子どもを大切に育んでいるかという保育の


姿勢や保育の内容、利用者（子どもと保護者）のニーズの充足度などの


視点にもより重点が置かれるべきである 
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●第三者評価の実施率目標を定めて質の評価を拡充させる。そのために厚


生労働省は、2013年度中に評価機関と評価者の質の向上を図り、新制度


への移行に合わせて受審率目標を策定する。また、受審のコスト負担の


あり方について、新制度施行までに結論を得る 


○今後の課題として、事後的な質の評価の充実にあわせて、認可・認可外


全体の利用者の充足度に関する評価や予算上の制約等を勘案し、合理的


な最低基準が設定されるようそのありかたを常に見直すべきである 


 


 


４．保育士数を緊急に拡大させる 


   都市部での保育士不足を少しでも緩和する観点から、保育士の資格取


得について改善策を講ずべきである 


 


●保育士試験において、合格科目の免除期間を 3年間から 5年程度に延ば


すことについて、2013年度中に結論を得る 


●保育士登録の申請から登録証交付まで、現在約 2か月を要するが、緊急


性に鑑み、その迅速化について、2013年度中に結論を得る 


○保育士試験の回数を現行の年 1回から年 2回にすべきである。これに伴


い試験実施経費が上昇し、試験料（12700円）が上昇することが問題点


とされているが、保育士不足の緊急性に鑑み、この 5年間だけでも財政


措置で試験料を据え置き、回数を増やすべきである。この点について、


７月末までに厚生労働省に結論を求める 


 


 


５．社会福祉法人の経営実態が分かりやすくなるよう、経営情報を公開する 


   保育の質を確保するためにも、また公費投入の妥当性を判断するため


にも、社会福祉法人の経営の透明性向上は必須である。認可基準上、


業務・財務に関する情報は自主公表とされているが、経営の透明性を


高めるために、社会福祉法人の経営情報を公表するとともに、その内容


を分かりやすく改善すべきである 


 


●2012年度の財務諸表の公開について、厚生労働省は本日から２週間以内


に結論を出す 


●すべての社会福祉法人について、財務諸表の公表を行うこととし、公表


がより効果的に行われるための具体的な方策について、2013年度中に結







 


4 


 


論を得る 


 


 


６．事業所内保育施設の設置を容易にする 


   「加速化プラン」において、事業所内保育施設への支援が充実されるこ


とを評価する。多くの事業所で保育施設が整備されるよう、事業所の実


態に適合した制度の運用をおこなうべきである 


 


●事業所で保育施設を整備する際に、避難用の屋外階段設置（保育室が４


階以上の場合）が阻害要因となる場合が少なくない。同等の安全性と代


替手段を前提として緩和がなされるよう、合理的な程度の避難基準の範


囲や代替手段について、2013年度中に結論を得る 


 


 


保育サービスの整備は、各自治体の自主性を尊重しつつ、政府・都道府県・


市区町村がそれぞれの役割を果たしているが、三者の連携には課題が少な


くない。例えば、政府による市区町村の保育行政の実態把握はいまだ不十


分である。今後、保育に関する政策の実効性を高めるために、政府・都道


府県・市区町村が戦略と情報を共有し、三者一体で連携を進めていただき


たい 


以上 


 








健康・医療ワーキング・グループ中間報告 


■規制改革の目的と主な検討項目     


規制改革の目的 検討の視点と主な検討項目 


再生医療の推進 


再生医療については、今後、画期的な治療法や再生医療製品が開発されることによる国民の


健康長寿への貢献や、医療関連産業として我が国の経済成長に資することなどが期待されてお


り、我が国としてもこれを強力に推進することが求められている。 


 このため、現在検討中の再生医療関連法案（再生医療新法及び薬事法改正法案）を踏まえ、


再生医療をより一層推進する観点から、具体的な運用のための種々の制度整備等を求める。 


主  な


検討項目


・細胞培養・加工の外部委託 


・条件・期限付き承認 


・遺伝子治療用医薬品 


医療機器に係る 


規制改革の推進 


我が国では、欧米等の医療機器先進国に比べて、医療機器の実用化の遅れ「デバイス・ラグ」


が大きい。健康に長生きしたいという国民の期待に応えるためには、医薬品とは異なる医療機


器の特性を踏まえた制度を構築し、いち早く先進的な医療機器を国民に届けることが必要であ


る。 


 このため、現在検討中の薬事法改正法案を踏まえ、さらに我が国の医療機器産業を発展させ


る観点から、認証基準の見直しや計画的な策定をはじめとする種々の改革を求める。 


主  な


検討項目


・医療機器に係る認証基準 


・医療機器に係る保険制度 


・医療機器に係る登録認証機関 


資料４－１ 
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規制改革の目的 検討の視点と主な検討項目 


一般健康食品の 


機能性表示を可能とする


仕組みの整備 


現在、我が国の食品に係る機能性表示は、特定保健用食品と栄養機能食品においては認めら


れているが、許可を受けるに際しての過度な負担や、可能な機能性表示の範囲の狭さなど、制


度の使い勝手の悪さが指摘されている。また、いわゆる一般健康食品においては機能性表示が


認められていない。 


このため、より合理的かつ簡易に機能性表示を可能とする仕組みの整備等を求める。これに


より、国民のセルフメディケーションの増進にも資する。 


主  な


検討項目


・いわゆる健康食品の機能性表示 


・現行の保健機能食品（栄養機能食品、特定保健用食品）制度 


医療のＩＣＴ化の推進 


 


ＩＣＴ（情報通信技術）を診察から診療報酬までの医療情報の総合的な管理に活用すること


は、国民自らの健康情報への情報端末等を通じたアクセスを可能とし、予防医療、在宅医療の


質の向上、遠隔医療の推進、地域間格差の是正、災害対策、研究開発・治験の促進、医療全体


の効率化の検討が可能になるなどのさまざまな可能性を秘めている。 


このため、対面原則の見直しをはじめ、まずはＩＣＴ化の障害として引き続き残っている規


制の見直しを求める。また今後、医療サービス全体の効率化、国民へのサービス向上に向けた


医療ＩＣＴ化の推進を検討していく。 


主  な


検討項目


・医療情報の利活用 


・遠隔医療の推進 
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■開催実績と今後のスケジュール案 


 


３月２１日 第１回会合： ◆ 今後の進め方について 


◆ 厚生労働省ヒアリング（再生医療の推進、医療機器に係る規制改革の推進） 


 


４月 ４日 第２回会合： ◆ 消費者庁・厚生労働省・事業者ヒアリング（一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組


みの整備） 


◆ 国際先端テストについて 


◆ 再生医療・医療機器について 


 


 


４月１７日 第７回本会議：◆ 再生医療の推進に関する規制改革会議の見解 


◆ 医療機器に関する規制改革会議の見解 


 


４月１９日 第３回会合： ◆ 消費者庁・厚生労働省・事業者ヒアリング（一般健康食品の機能性表示を可能とする仕組


みの整備） 


 


５月 ９日 第４回会合： ◆ ICT について①（仮）、国際先端テスト（一般健康食品の機能性表示）(仮) 


 


５月１４日 第５回会合： ◆ ICT について②（仮）、報告書案とりまとめ（仮） 


 


５月２４日 第６回会合： ◆ ICT について③（仮）、報告書案とりまとめ（仮） 


 


 







現状 課題 根拠法令等 所管省庁


細胞培養・加工の外部委
託について


現在、細胞の培養・加工は、医療機関における実施についてのみ通知によりルー
ルが定められているが、それ以外は実質的に困難であり、医工連携を阻害している
との指摘がある。現在検討中の再生医療関連法案（再生医療新法及び薬事法改
正法案）では、細胞の培養・加工について、医療機関から企業の工場等への外部
委託を可能とする環境整備を予定している。


再生医療の一層の推進のためには、効果的・効率的な医工連携が不可欠であ
り、責任の範囲が不明確なことや、リスクを予見できないこと等によって、医療機
関から企業等への細胞の培養・加工の外部委託が円滑に進まないことがないよ
う、運用のルール等を早期に整えるべきではないか。


（再生医療新法） 厚生労働省


「条件・期限付き承認」に
ついて


承認済の再生医療等製品は日本が２品目であるのに対し、欧州では２０品目、米
国では９品目、韓国では１４品目が上市されている（平成24年12月時点）ことから、
迅速に実用化される環境の整備を図ることが求められている。
現在検討中の再生医療関連法案（再生医療新法及び薬事法改正法案）では、治験
において有効性が推定され、安全性が確認された再生医療製品に対して、条件・期
限を付して承認し、市販後に有効性、さらなる安全性の検証を行う「条件・期限付き
承認」の導入を予定している。


日本発・世界初の再生医療製品を生み出していく観点から、「条件・期限付き承
認」の導入に際しては、安全性の確保を前提に、合理的かつ利用しやすい制度と
すべきではないか。


（薬事法改正法） 厚生労働省


遺伝子治療用医薬品につ
いて


再生医療等製品については、平成23年７月１日から薬事法上の承認プロセスの１
つである確認申請制度が廃止され、その代替として薬事戦略相談制度を導入した。
　一方、遺伝子治療用医薬品については、再生医療等製品との共通点が多くある
にも関わらず、従前の確認申請制度が残っており、その承認を得ない限り、治験申
請を出すことができない。


遺伝子治療用医薬品については、再生医療等製品との共通点も多くあることか
ら、両者の間で指導監督内容に齟齬がないよう配慮が必要ではないか。
また、それらの共通点を踏まえ、手続き上も齟齬がなくなるよう、再生医療等製品
と同様の制度とすることを早急に検討すべきではないか。


遺伝子治療用医薬品の品質及
び安全性の確保に関する指針
（ 終改正：医薬発第0329004
号
平成14年３月29日厚生労働省
医薬局長通知）


厚生労働省


医療機器に係る認証基準
について


登録認証機関が医療機器の適合性を確認するための認証基準を含め、我が国に
おける医療機器の審査は、材質やサイズ等についての細かな要求事項が多い。認
証基準で指定される日本工業規格にわずかに合致しないため、登録認証機関への
認証申請を諦めた医療機器も複数存在する。また、欧米の審査では求められない
原材料に関する詳細な情報が求められたり、仕様の変更ごとに再度の変更審査が
必要になっている。
また、高度管理医療機器について、今般、薬事法改正によって認証制度が拡大さ
れるに当たっては、当該医療機器に係る認証基準が整備されていることが前提と
なっている。


メーカーの創意工夫によるイノベーションの促進、非効率の排除、審査の迅速
化・審査期間の予見可能性の向上を図る必要があるのではないか。
また、高度管理医療機器については、薬事法改正案の成立後、認証基準を早期
に整備するべきではないか。


薬事法第23条の2第1項の規定
により厚生労働大臣が基準を
定めて指定する医療機器（平成
１７年３月２５日厚生労働省告
示第１１２号）


厚生労働省


医療機器に係る保険制度
について


我が国の公的医療保険制度において、医療機器にかかるコストは、診療報酬に含
めて包括的に評価されている他、「特定保険医療材料」については、構造、使用目
的、効能・効果等に着目した機能分類ごとに償還価格が設定され、技術料とは別に
回収される制度（機能区分別収載制度）となっている。
しかしながら、この場合、同一の機能区分の中に新旧さまざまな製品が混在する一
方、それぞれの製品の市場価格にかかわらず償還価格は一定となっている。
これにより、メーカーの開発インセンティブが阻害されているとともに、医療機関にお
いても市場価格の安い旧製品を選択する傾向が導かれ、結果として患者の不利益
をもたらしている。


医療機器の保険償還価格について、医療機関が患者に 適な医療機器を選択
できるようにするとともに、メーカーの開発インセンティブを高めるものとすべきで
はないか。


特定保険医療材料及びその材
料価格（材料価格基準）（平成２
０年厚生労働省告示第６１号）


厚生労働省


医療機器に係る登録認証
機関について


今後、登録認証機関の認証に係る医療機器の範囲が拡大されていく。なお、本年３
月には国内の登録認証機関が、認証基準に適合しないまま認証を付与していたこ
となどから、厚生労働省から薬事法に基づく改善命令（行政処分）を受けている。


登録認証機関の審査能力の維持・向上が必要ではないか。
薬事法施行規則第１２９条（登
録認証機関の業務規定）　等


厚生労働省


検討項目


再生医療
の推進


医療機器
に係る規
制改革の
推進
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現状 課題 根拠法令等 所管省庁検討項目


いわゆる健康食品の機能
性表示について


いわゆる健康食品については、現在、法制上の定義はなく、その機能性の表示に
ついては、保険機能食品（栄養機能食品、特定保健用食品）を除いて認められてい
ない。
また、明らか食品であっても、薬事法の観点から、成分や、効能効果、形状、用法
用量の解釈から、総合的に判定して、医薬品的であるとの指導を受け、機能性の表
示が認められないケースがあり、医薬品との判別が明確になされていないとの指摘
がある。
他方、消費者からは、自らの健康増進に資する適切な選択のため、製品や成分、
摂取方法などに関する問い合わせが多く、それらの情報の表示を求める声が多
い。


消費者が安全かつ適切に食品を選択できるようにする観点から、いわゆる健康
食品をはじめ、健康機能を有する成分を含む食品について、機能性表示を可能
とする仕組みを整えることが必要ではないか。
その際、食品と医薬品との判別の基準を明確にした上で、消費者にとってわかり
やすい表示を認めるべきではないか。


・薬事法（第66条、第68条）
・無承認無許可医薬品の指導
取締りについて（昭和46年６月
１日薬発第476号）の別紙「医薬
品の範囲に関する基準」
・健康増進法（第32条の２）
・食品衛生法（第19条）
・不当景品類及び不当表示防
止法（第４条）


消費者庁
厚生労働省


現行の保健機能食品（栄
養機能食品、特定保健用
食品）制度について


現在、我が国では、保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）にのみ機能
性表示が認められているが、その内容は極めて限定的、固定的な表現のみとされ
ている。
栄養機能食品については、対象成分はビタミン（１２種類）、ミネラル（５種類）のみ
で、ごく限られた栄養成分だけに表示が認められている。
また、特定保健用食品については、許可される表示内容が限定的であるだけでな
く、審査プロセスが多く、審査に標準期間以上の時間がかかったり、多くのデータを
求めて費用等の負担がかかったりする事例があるとの指摘もあり、特に、中小規模
の企業にとっては、実質的に取得が困難となっている。


安全性の担保を前提に、消費者に適切かつわかりやすい情報提供を行う観点か
ら、現行制度においても、機能性等の表示を柔軟に見直すとともに、対象成分や
保健用途についても拡大すべきではないか。
また、特定保健用食品については、国民の健康増進ニーズに対応し、企業の活
用を促すため、審査プロセスの合理化、簡素化等の見直しが必要ではないか。


・健康増進法（第31条、第32条
の２）
・食品衛生法（第19条）
・不当景品類及び不当表示防
止法（第４条）
・健康増進法に規定する特別
用途表示の許可等に関する内
閣府令（内閣府令第57号）
・「保健機能食品制度の見直し
に伴う特定保健用食品の審査
等取扱い及び指導要領の
改正について」（食安発第
0201002号平成17年2月1日通
知）
・「特定保健用食品の審査申請
における添付資料作成上の留
意事項について」（食安新発第
0201002号平成17年2月1日）


消費者庁
厚生労働省
内閣府（消費
者委員会、食
品安全委員


会）


医療情報の利活用につい
て


電子カルテシステムの導入やレセプトの電子化等、医療サービスにおける部分的な
電子化が進められている中で、診療から診療報酬までの情報フロー全体を見据え
た総合的なシステム化による医療サービス全体の効率化や、国民が自らの診療情
報等を電子的に管理・活用できる仕組みの構築が実現されていない。


部分的な電子化だけではなく、診療から診療報酬までの情報フロー全体を見据
えた総合的なシステム化により医療サービス全体を効率化するとともに、国民が
自らの診療情報等を電子的に管理・活用できる仕組みを構築する必要があるの
ではないか。


－ 厚生労働省


遠隔医療の推進について


テレビ電話による遠隔診療においては、診療に必要な声色や顔色などを判断する
ための技術的要件（音質・画質）が欠けているとの前提により、保険診療上可能な
範囲が対面診療と比べ制限されている。
また、遠隔医療は、設備投資やその更新に費用がかかることから、患者にとっての
メリットがあるにもかかわらず、その推進に当たって、医療機関におけるインセン
ティブが不十分となっている。


近年のＩＣＴ技術の進展により、テレビ電話の音質・画質等は向上してきているこ
とから、これを踏まえた制度とするべきではないか。
また、医療機関におけるインセンティブについては、一時的な補助金ではなく、費
用回収の方策（インセンティブ付与の適切な方策）についての検討が必要ではな
いか。


－ 厚生労働省


一般健康
食品の機
能性表示
を可能と
する仕組
みの整備


医療のＩC
Ｔ化の推
進
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エネルギー・環境ワーキング・グループ中間報告 


■規制改革の目的と主な検討項目    ＊下記の≪優先項目≫は、平成 25 年３月８日第４回規制改革会議にて決定されたＷＧの優先検討項目 


規制改革の目的 検討の視点と主な検討項目 


エネルギーの安定供給 


原子力への依存度の低下が求められる中、再生可能エネルギーや分散型電源等の発電コストの 


引き下げと供給力の拡大を図る。 


主  な


検討項目


・≪優先項目≫風力発電の電気主任技術者選任における統括事業場の設置 


・≪優先項目≫電気主任技術者による太陽光発電設備の定期点検の在り方に関する柔軟な検討 


・≪優先項目≫太陽光発電に関する電気主任技術者の保安監督範囲の拡大 


・地熱発電に係る優良事例形成のための連絡会議の設置 


・変電所のバンク逆潮流制限の緩和措置 


・風力・地熱発電に係る環境影響評価の国による審査期間の短縮目標の設定 


・配慮書手続に先行する環境影響調査の実施による環境アセスメント期間の大幅な短縮の促進 


・風力・地熱発電の環境アセスメント係る情報の利活用のための環境整備 


・風力・地熱発電の特性を踏まえた配慮書手続 


・溶接安全管理検査（火力設備）制度の縮小 


・既築マンションにおける電力会社受変電設備の資産譲渡 


・高圧一括受電するマンションの高圧部分に関する点検 


・特定供給の許可基準における自己保有電源比率の撤廃 


エネルギーの地産地消 


地域における各主体（地方自治体・ＮＰＯ法人等）の創意工夫による地域内発型の発電事業や 


再生可能エネルギーの地産地消を行える環境整備を図る。 


主  な


検討項目


・≪優先項目≫バイナリ―発電設備に係るボイラー・タービン主任技術者の選任及び工事計画 


届出等の不要化範囲の見直し 


・慣行水利権が設定された水路に設置する小水力発電の整理 


・豊水時における小水力発電施設の最大取水量の増量 


・山間部の小規模な取水施設に係る取水量管理の簡素化 


資料４－２ 
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規制改革の目的 検討の視点と主な検討項目 


エコカーの世界最速普及 


我が国が強みを持つエコカーの世界最速普及を図り、省エネ社会の実現とエコカー分野における 


グローバルスタンダードの獲得を推進する。 


主  な


検討項目


・≪優先項目≫天然ガス充てん設備を併設した給油取扱所における天然ガス自動車とガソリン 


自動車の停車スペースの共用化 


・≪優先項目≫第二種製造者に相当する小規模な圧縮水素スタンド基準の整備 


・≪優先項目≫高圧ガス保安法における水電解機能を有する昇圧装置の位置付けの明確化 


・≪優先項目≫液化水素スタンド基準の整備 


・≪優先項目≫市街地に設置される水素スタンドにおける水素保有量の増加 


・≪優先項目≫水素スタンドの使用可能鋼材に係る性能基準の整備 


・≪優先項目≫圧縮水素自動車燃料装置用容器の充てん終了圧力の緩和 


・≪優先項目≫燃料電池自動車等の車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る法規制の 


パッケージ化 


・≪優先項目≫燃料電池自動車からの一般住宅等への給電（V2H）の実施に向けた電気事業法の 


整備 


・≪優先項目≫試験車両に搭載する圧縮水素自動車燃料装置用容器の認可制度の見直し 


・≪優先項目≫燃料電池二輪車の車両及び圧縮水素自動車燃料装置用容器に係る型式認定、 


認可制度の整備 


低炭素社会の推進 


革新技術の開発と既存先進技術の普及、国全体を低炭素化へ動かしていくための仕組み等により、


低炭素社会を推進する。 


主  な


検討項目


・グリーン料金メニュー等への対応に係る地球温暖化対策推進法上の CO2 排出係数の見直し 


・冷凍空調機器への新冷媒の使用基準の整備 


・≪優先項目≫プラスチック製容器包装の再商品化及び入札制度の在り方 
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■開催実績と今後のスケジュール案 


 


３月１５日 第１回会合： ◆ これまでの取組紹介 


◆ エネルギー・環境ＷＧの今後の進め方 


◆ 事業者ヒアリング①（燃料電池自動車に係る水素インフラ、風力発電） 


 


３月２２日 第２回会合： ◆ 第１回ＷＧにおける事業者ヒアリングの振り返り 


◆ 委員提案について 


◆ 事業者ヒアリング②（太陽光発電、地熱発電、小水力発電） 


 


３月２８日 第３回会合： ◆ 第２回ＷＧにおける事業者ヒアリングの振り返り 


              ◆ 事業者等ヒアリング③（特定供給の要件緩和、マンション高圧一括受電、次世代自動車、 


プラスチック製容器包装リサイクル） 


 


４月 ８日 第４回会合： ◆ 国際先端テストについて 


◆ 第３回ＷＧにおける事業者ヒアリングの振り返り 


◆ 事業者等ヒアリング④（プラスチック製容器包装リサイクル） 


◆ 規制改革検討項目一覧（案） 


 


５月 中旬 第５回会合： ◆ 報告書案とりまとめ 







■エネルギー・環境ワーキング・グループ検討項目一覧表


１．「エネルギーの安定供給」「エネルギーの地産地消」関係


WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 根拠法令等 所管省庁


● 1 風力
風力発電の電気主任技術
者選任における統括事業
場の設置


メガソーラーの急速な導入等を背景に、再生可能エネルギー発電事業
者において、電気主任技術者の確保が困難な状況が生じており、風力
発電に関しても普及の障害となっているとの指摘があります。
一方、電気事業法施行規則第52条１項において、「発電所（原子力発
電所を除く。）、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管
理する事業場を統括する事業場」ごとに電気主任技術者を選任するよ
う定められていますが、現状、風力発電事業の多くにおいては、「統括
する事業場」ごとの選任は認められていません。
こうした現状をふまえ、風力発電所等の実態に即した要件を明確にし
「統括する事業場」ごとに電気主任技術者を選任することを可能とする
よう検討が必要と考えます。


複数の風力発電所及び変電所を直接統括する事業場に
電気主任技術者を選任することで、個別の風力発電所及
び変電所における電気主任技術者の選任に替えることが
できる要件について、風力発電所等の実態を踏まえ、検
討し、結論を得るべきである。


電気事業法施行規則第52条1
項


経済産業省


2 風力
風力発電における第１種
農地の転用規制の緩和


平成25年3月29日開催の第5回産業競争力会議において、佐藤テーマ
別会合主査より「クリーンかつ経済的なエネルギー需給の実現に向け
て」との資料が提出されました。これによると、再生可能エネルギーの
中でも、相対的に低廉な発電コスト、産業振興効果、海外市場の広が
りといった総合的な観点から特に風力発電の拡大が重要とされ、農地
転用の簡素化が求められています。
一方、風力発電事業を目的とした農地転用は、現状、第一種農地につ
いては一切認められていません。しかし、風力発電設備はその規模に
比して狭い土地に設置することが可能であり、また作業道の整備、観
光客の誘致、売電収入シェアによる地元貢献など、むしろ農業振興に
寄与している事例も多く存在することから、一定の条件を設けたうえで
農地転用を可能とすべきではないかと考えます。


風力発電事業を目的とした第一種農地の転用について、
農業振興に資する場合など、一定の条件を設けたうえで
認めることについて検討し、結論を得るべきである。


農地法第5条2項
農地法施行令第10条
農地法施行規則第35条


農林水産省


● 3
太陽
光


電気主任技術者による太
陽光発電設備の定期点検
の在り方に関する柔軟な
検討


電気主任技術者による太陽光発電所の昇圧設備の点検頻度は、従
来、年２回以上とされてきたところ、他の高圧受電設備と同様に月１回
の点検に改めるよう、経済産業省において検討が行われています。
点検頻度の引き上げが必要な理由として、太陽光発電所の昇圧設備
は他の高圧受電設備と類似しており、こうした類似設備の事故発生率
を踏まえて同様の頻度での点検が必要であるとされています。
しかし、過去の昇圧装置の事故例が電気主任技術者による点検頻度
の引き上げにより防げたものかなど、他の高圧受変電設備の点検回
数に揃えるだけではない合理的根拠が示されていないのではないかと
の指摘もあることから、こうした横並びの観点のみで点検頻度の引上
げを議論するのではなく、事故例を分析したうえ、太陽光発電所の安
全性、遠隔監視を始めとした技術の進展等を踏まえ、合理的な規制手
法を検討すべきと考えます。
また、保安の確保の在り方を法令や告示等で細かく規定する考え方
が、実態に沿わなくなってきており、保安確保のための合理的・実効的
な手法について事業者自身に追求させるような規制体系に変革すべき
との意見もあり、規制手法の検討にあたり考慮すべきと考えます。


電気主任技術者による太陽光発電の昇圧設備の点検頻
度について、この見直しを検討するにあたっては、過去の
事故例が点検頻度の引き上げにより防げたものかの分析
に加え、太陽光発電所の安全性、遠隔監視をはじめとし
た技術の進展等を踏まえ、合理的な保安規制手法の在り
方について、合理的根拠をもって検討し、結論を得るべき
である。


平成15年経済産業省告示第
249号（電気事業法施行規則
第五十二条の二第一号ロの
要件、第一号ハ及び第二号の
ロの機械器具並びに第一号
ニおよび第二号のハの算定
方法等並びに第五十三条第
二項第五号の頻度に関する
告示）


経済産業省
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WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 根拠法令等 所管省庁


● 4
太陽
光


太陽光発電に関する電気
主任技術者の保安監督範
囲の拡大


メガソーラーの導入が急速なスピードで進みつつあるなかで、高圧領
域のみならず、特別高圧領域においても電気主任技術者の人員不足
が顕在化しております（第三種電気主任技術者免状の交付を受けた後
5年間、1万Ｖ以上の電気工作物の工事、維持及び運用の実務経験を
有していれば、第二種電気主任技術者免状の交付を受けることが可
能だが、第三種電気主任技術者のうち、5年間、1万V以上の電気工作
物を実際に扱う者は限られており、また、そうした人材は電力会社等に
偏在しているため、人員不足の解消には至らない）。
太陽光発電は、水力、内燃力、ガスタービンなどの回転機型発電設備
とは異なり、直交変換機（PCS）を介して発電を行う設備であり、緊急時
には自ら設備を遮断するしくみを有しているなど、信頼性の高い機器で
ある。このことを踏まえ、太陽光発電設備に限り、一定の安全保安教
育を行うことを条件に、第三種電気主任技術者であっても、８万Ｖ未満
の電気工作物の工事、維持及び運用を行うことを可能すべきではない
かと考えます。


太陽光発電設備について、一定の安全保安教育を行うこ
とを条件に、第三種電気主任技術者であって、８万Ｖ未満
の電気工作物の工事、維持及び運用を行うことが可能な
認定技術者の登録制度の導入につき検討し、結論を得る
べきである。


電気事業法施行規則第56条 経済産業省


5 地熱
地熱発電に係る優良事例
形成のための連絡会議の
設置


「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」（平成24年４月
３日）において「優良事例の形成を図る中で得られる知見等に基づき、
国立・国定公園内において風致景観や自然環境の保全と再生可能エ
ネルギーの利用の高いレベルでの調和が図られる地熱開発について
の検証を行う（平成24年度以降順次措置）」とされたところです。
形成を図ることとされた「優良事例」については、今後の地熱開発のモ
デルとなることが期待される一方、既設の地熱発電所など、優良事例
の考え方の検討に役立つ事例が多数存在することから、所管官庁で
ある環境省と経済産業省が共同で、こうした事例を参考に、まず現実
的な「優良事例」の考え方（何をもって現実的な「優良事例」とするか、
どのようなプロセスでいつまでに「優良事例」を形成するか等）を明確に
示した上で、具体的かつ現実的な優良事例の形成を行うべきと考えま
す。


環境省の実施している「自然環境の保全と調和した地熱
開発」についての検討について、環境保護と事業性確保
の両立を含む多面的な観点から議論を深めるため、環境
省と経済産業省による優良事例形成のための連絡会議を
設置するべきである。


自然公園法
経済産業省
環境省


● 6 地熱


バイナリ―発電設備に係
るボイラー・タービン主任
技術者の選任及び工事計
画届出等の不要化範囲の
見直し


小型地熱発電設備については、原則としてボイラー・タービン主任技術
者の選任及び工事計画届出等が必要ですが、平成24年４月及び７月
に、バイナリー発電設備で利用する熱源（１次系）が専ら輻射熱又は大
気圧，100℃以下の水・蒸気である場合には、選任及び工事計画届出
等を不要とする規制緩和が行われました。しかし、既存のバイナリー発
電設備に関して、100℃を超える熱源でありながら、ボイラー・タービン
主任技術者の選任等を行うと事業収支が悪化する等の理由により、
100℃以下に冷ましてから利用している例があるとの指摘があることか
ら、こうした実例を踏まえて改めて規制の見直しを実施すべきと考えま
す。
また、バイナリー発電ではなく、小型のフラッシュタイプの地熱発電につ
いても、電力安全小委員会（平成25年３月19日）にて、「検討に必要な
高温温泉井に係るデータが確認できなかった」こと、「今回検討対象と
した温泉蒸気を活用したフラッシュタイプ等の地熱発電を新たに導入し
たいとの具体的なニーズも確認できなかったこと」から、「現時点で、規
制の見直し（選任不要範囲の拡大）を行うことはできない。ただし、引き
続き高温温泉井のデータ等の確認を行い、必要なデータ等が得られた
場合には規制の見直しを検討することとする」とされたところであり、今
後、必要なデータ等が得られれば見直しを実施していただきたい。


媒体が不活性ガス、炭化水素ガス又はアンモニア水であ
り、かつ出力が300kW未満等のバイナリー発電設備につ
いて、大気圧以上、100℃以上の熱水・蒸気を使用するも
のについて、安全性に関する技術的検証を踏まえ、ボイ
ラー・タービン主任技術者の選任、工事計画届出、溶接事
業者検査及び定期事業者検査の不要化につき検討し、結
論を得るべきである。
また、小型のフラッシュタイプ等の発電設備についても、
今後、必要なデータ等が得られればバイナリー発電と同
様に規制の見直しを検討するべきである。


平成24年経済産業省告示第
100号


経済産業省
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WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 根拠法令等 所管省庁


7 地熱


「温泉資源の保護に関す
るガイドライン（地熱発電
関係）」の適用範囲の明確
化


温泉法第3条は「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者
は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許
可を受けなければならない。」と規定しているところ、平成24年3月27日
に策定された「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）」
において、温泉をゆう出させる目的を有しない「試験井の掘削であって
も、温泉の湧出が見込まれる場合には温泉法に基づく掘削許可申請
が必要となる」ことが記載されました。そのため、掘削後直ちにキャップ
をするために掘削直後の極めて少量しか湧出がない場合でも温泉法
上の掘削許可が必要との厳格な運用がなされているとの声があります
（還元井・観測井・構造試錐井についてこれまで温泉法に基づく掘削の
許可が不要とされた事例はない）。
本ガイドラインにおける「温泉の湧出が見込まれる」水準を具体的に示
し、還元井・観測井・構造試錐井に係る温泉法上の掘削許可の要否を
明確化いただきたい。


平成24年3月付「温泉資源の保護に関するガイドライン
（地熱発電関係）」における「試験井の掘削であっても、温
泉の湧出が見込まれる場合には温泉法に基づく掘削許可
申請が必要」との記載について、温泉の湧出量の水準を
明確化するとともに、還元井・観測井・構造試錐井につい
て温泉の湧出量が当該水準に達しない限り温泉法上の掘
削許可は不要であることを周知徹底するべきである。


温泉法
温泉資源の保護に関するガイ
ドライン（地熱発電関係）


環境省


8
小水
力


慣行水利権が設定された
水路に設置する小水力発
電の整理①（短期間での
水利使用）


平成23年3月付「小水力発電を行うための水利使用の許可申請ガイド
ブック」の「8 小水力発電のQ＆A」において、「慣行水利権が明確化さ
れるまでの措置として、取水実態を確認するために1年間の流量調査
を行った後に、短期間での小水力発電の水利使用の許可を行う場合も
あります」との記載があり、小水力発電事業者の予見可能性を高める
べく、この内容を明確化いただきたい。


慣行水利権が明確化されるまでの措置として行われる短
期間の小水力発電の水利使用の許可について、許可を
行う場合の要件を明確化するべきである。


河川法第23条
小水力発電を行うための水利
使用の許可申請ガイドブック


国土交通省


9
小水
力


慣行水利権が設定された
水路に設置する小水力発
電の整理②（新規の発電
水利取得）


慣行水利権はそのままで、新規の発電水利として申請する場合につい
て、事前に要する河川環境調査の費用がかかり事業採算性が悪化す
るため、慣行水利権が設定された水路における未利用の水力資源の
利用促進を阻害しているとの指摘が出ております。
このため、河川からの取水量が増加しないなど一定の条件を満たす場
合において、許可水利権の設定された水路における従属発電と同様
に申請負担を軽減することを検討いただきたい。


慣行水利権が設定された水路への小水力発電の設置に
ついて、河川から現状以上の取水が行われないといった
場合は、従属水利権並みの手続で新規の発電水利権が
得られるよう手続の簡素化を行うべきである。


河川法第23条 国土交通省


10
小水
力


豊水時における小水力発
電施設の 大取水量の増
量


国土交通省によると、許可された 大取水量を、豊水時に限って増量
することについては、電力需給の逼迫状況、許可受者の事業の公益
性、地元関係者等の同意の状況、河川環境への影響等を総合的に勘
案し、河川管理者が個別に判断することとされており、すでに許可事例
があるとのことです。
しかし、設備容量に余裕のある小水力発電施設においては、電力需給
の逼迫状況等に関わりなく、豊水時には取水量を増やし、より多くの発
電を行いたいとのニーズがあります。
現状利用されていない豊水時の流水を活用することは、下流の既得水
利や河川の正常な機能を侵害するものではないことから、一定の要件
を満たせば 大取水量を増量する水利使用規則の改正を簡易に行え
るようにすべきと考えます。


設備容量に余裕のある小水力発電施設において、取水環
境（集水面積、取水の方法）が変わらないなどの一定の条
件を満たせば、豊水時に 大取水量を増量する水利使用
規則の改正を簡易に行えるよう見直しを行うべきである。


河川法第23条、第90条
河川法の施行について


国土交通省


11
小水
力


山間部の小規模な取水施
設に係る取水量管理の簡
素化


小水力発電のため、本川取水に加え河川の支流から追加的・補助的
に取水する、いわゆる渓流取水をしようとする場合において、これら渓
流の多くが山間奥地に位置し、取水量の管理が極めて困難であるた
め、渓流からの取水を取りやめているケースが散見されるとの指摘が
あります。
国土交通省によると、山間部の比較的小規模な取水設備等における
取水量管理の簡素化については、「小規模取水設備の取水管理」の検
討を行っているとのことですが、具体例をもとに、取水管理の簡素化の
要件と内容を明確にすべきと考えます。


取水量のきめ細かい管理が困難な山間部の小規模取水
施設等について、河川の一定規模未満の支流に関しては
地元市町村の同意が得られれば取水量の管理は問わな
い等、取水量管理の簡素化を検討し、その要件及び内容
を明確化するべきである。


河川法第23条、第90条
河川法の施行について


国土交通省


3 
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12
再エ
ネ共
通


変電所のバンク逆潮流制
限の緩和措置


変電所のバンク逆潮流制限の緩和については、電力安全小委員会
（平成25年３月19日）にて、「電気設備の技術基準の解釈」の改正案が
審議・承認され、現在パブリックコメントに付されたところ、また、「電力
品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」についても同じく改正
案がパブリックコメントに付されたところです。
これにより、バンク逆潮流制限に係る制度改正が進むものと認識して
いますが、バンク逆潮流を可能にするための設備投資に要する費用負
担の在り方については引き続き検討すべき課題であると認識していま
す。費用負担の在り方の整理によっては、費用負担が困難な再生可能
エネルギー発電事業者が生じる可能性があることから、バンク逆潮流
制限の緩和と併せて、合理的な費用負担の在り方のに取り組むべきと
考えます。


バンク逆潮流制限の緩和のための制度的措置を着実に
進めるとともに、バンク逆潮流を可能にするための設備投
資に要する費用負担について、合理的な在り方を整理す
るべきである。


電気設備の技術基準の解釈
第228条
電力品質確保に係る系統連
系技術要件ガイドライン第2章
第3節


経済産業省


13
アセ
ス


風力・地熱発電に係る環
境影響評価の国による審
査期間の短縮目標の設定


平成24年11月27日に公表した「発電所設置の際の環境アセスメントの
迅速化等に関する連絡会議」中間報告（環境省・経済産業省）におい
て、火力発電所リプレースについては、全体で150日程度確保されてい
る国の審査期間を45日程度に短縮することを目指すこととしています。
風力・地熱発電についても、同様に国の審査期間の短縮目標を示す
べきと考えます。


風力・地熱発電に係る環境影響評価における国の審査期
間について、火力発電所リプレースと同様に、短縮目標
（全体で45日程度）を明示したうえで、実効的な審査短縮
策を講じるべきである。


電気事業法
環境影響評価法


経済産業省
環境省


14
アセ
ス


配慮書手続に先行する環
境影響調査の実施による
環境アセスメント期間の大
幅な短縮の促進


風力・地熱発電に係る環境アセスメント期間を「概ね半減」するとの政
府目標を達成するためには、通常方法書手続後に行われ、長期間
（1.5年以上）を要することが一般的な環境影響調査の実施時期を前倒
し、配慮書段階以前から方法書段階の手続と同時並行的に調査を行
うこと（環境影響調査の前倒し・並行実施）が不可欠と考えています。
他方で、こうした取組を実施したとしても、方法書段階等において、長
期間の調査を要する鳥類調査等について追加的な調査を求められた
場合、結果的に環境アセスメント期間の短縮が図られないばかりか、
全体の調査期間が長期化することにより調査費用も増加するリスクが
あります。
また、平成24年10月より環境影響評価法の対象となった風力発電は、
法アセスに基づく手続を全て実施した事例は未だなく、地熱発電につ
いても法アセスに基づく手続の完了事例は未だありません。従って環
境アセスメントに対する事業者側の予見可能性は相対的に低い状況
にあるといえます。
こうした状況下では、環境影響調査の前倒し・並行実施という対応策は
実態上選択され難いものと考えます。


環境アセスメント期間を大幅に短縮させるため、事業者に
よる環境影響調査の前倒し・並行実施を促進するための
方策を検討し、必要な措置を講じるべきである。


電気事業法
環境影響評価法


経済産業省
環境省


15
アセ
ス


風力・地熱発電の環境ア
セスメント係る情報の利活
用のための環境整備


風力・地熱の環境アセスメントの迅速化・簡素化のためには、既存の
環境基礎情報や、バードストライク等に関する発電所設置後の事後的
な調査情報等、環境アセスメントに関する情報や知見を事業者が利活
用できる環境の整備が極めて重要であると考えております。また、そう
した情報は環境アセスの審査に関わる専門家や自治体等にとっても有
益なものと考えられます。環境省及び経済産業省は、両省それぞれの
取組により収集・整理される情報について、統合的に利用可能とする
方策について検討すべきと考えます。


風力発電所及び地熱発電所の設置に係る環境影響調査
を簡素化・迅速化すべく、環境省及び経済産業省は環境
基礎情報や環境アセスメントに関する知見等について統
合的に利用できる具体的方策について検討し、必要な措
置を講じるべきである。


－
経済産業省
環境省


4 
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16
アセ
ス


風力・地熱発電の特性を
踏まえた配慮書手続


平成25年4月から新たに導入された配慮書手続は、発電事業の計画
段階で実施され、事業計画について複数案を設定することが現実的で
はないと認められる場合等を除き、複数案を設定することとしていま
す。
配慮書手続の運用にあたっては、当該手続が事業者にとって現実的
に対応可能であり、合理的な手続となるよう配慮が必要ですが、発電
事業はその事業特性からして、構造、配置、規模、位置に関する複数
案の設定が困難ケースが多いとの指摘があります。
環境省及び経済産業省は、地元調整を経ながら計画が立案され、立
地地点も制約される発電事業の事業特性を踏まえつつ、配慮書にお
ける複数案・単一案の考え方を明確化・類型化するべきと考えます。


環境省及び経済産業省は「発電所に係る環境影響評価
の手引き」等において、地元調整と並行的に事業計画が
立案され、立地地点も制約されるなどの発電事業の事業
特性を踏まえつつ、配慮書手続における複数案・単一案
の考え方を明確化・類型化するべきである。


発電所の設置又は変更の工
事の事業に係る環境影響評
価の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定
するための指針、環境の保全
のための措置に関する指針
等を定める省令（平成10年通
商産業省令）


経済産業省
環境省


17
アセ
ス


地熱発電に係る数値シ
ミュレーションによる風洞
実験の省略


地熱発電に係る硫化水素の拡散予測評価において、シミュレーション
のみでは地形影響が予測できないため風洞実験を実施しています。
しかし、風洞実験の設備は現状4ヶ所のみと限定されており、試験時期
確保の制約により、環境影響評価手続が長期化する要因となっている
ことから、数値シミュレーション技術の確立による硫化水素に係る拡散
予測評価の簡素化・迅速化に取り組むことが必要であると考えます。


地熱発電所設置に係る硫化水素の環境影響評価の簡素
化・迅速化のため、拡散予測評価に使用可能な数値シ
ミュレーション技術の確立に向けた検討を開始するべきで
ある。


発電所の設置又は変更の工
事の事業に係る環境影響評
価の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価を合
理的に行うための手法を選定
するための指針、環境の保全
のための措置に関する指針
等を定める省令（平成10年通
商産業省令）第7条
環境影響評価法第11条


経済産業省
環境省


18 発電
溶接安全管理検査（火力
設備）制度の縮小


ボイラー等耐圧部の電気工作物の溶接部について、電気事業法上、
設置者は「溶接安全管理検査」制度の下、技術基準への適合確認に
加え、その方法として、設置者が溶接工程全般に渡る溶接事業者検査
を行うこと、またその実施に係る体制について指定機関などによる審
査を受審する義務が課せられています。
一方、同じ溶接部について、ガス事業法においては「製造者」が設置者
に対して検査記録等を提出し、設置者はこれもとに製品の技術基準適
合を確認することとされ、高圧ガス保安法においては、「製造者」が特
定設備検査を受け、特定設備検査合格証を設置者に提出することとさ
れております。
すなわち、電気事業法が、前述の他法令においては製造者が担保す
べき溶接部の検査義務を設置者に課していることにより、溶接技術に
係る専門的知見を必ずしも有しない設置者にとってその履行が大きな
負担となっています。
平成11年1月の電気事業審議会基本政策部会等による合同小委員会
報告では、「将来的には、設置者等が自らの責任により第三者を活用
し、技術基準適合性の確認や品質管理状況の評価を受けたり、自主
保安の状況について、迅速かつ効果的に、設置者等が自ら説明・報告
を行うといった状況になってきた場合には、それに応じて、安全管理審
査を、縮小・廃止していくこととすべきである。」とされております。
本制度創設の契機となったいわゆる焼鈍問題（平成９年）は、原子力
発電設備に係る事案と認識しており、火力発電設備に関しては溶接安
全管理検査を縮小・廃止する環境が整っていると考えます。


火力発電設備におけるボイラー等の電気工作物の耐圧
部分に係る溶接に関して、設置者に課せられている溶接
安全管理検査の受審義務の廃止、縮小につき検討し、結
論を得るべきである。


電気事業法第50条、第52条
電気事業法第52条に基づく火
力設備に対する溶接事業者
検査ガイド（平成21年4月、
NISA-234a-08-1）
溶接安全管理審査実施要領
（平成21年4月　NISA-234a-
08-2）


経済産業省
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19 小売
既築マンションにおける電
力会社受変電設備の資産
譲渡


マンション高圧一括受電サービスは、消費電力の可視化やデマンドレ
スポンスサービス等の高付加価値サービスとの連携による省エネ対策
の一つとして期待されています。
しかし、既築マンションを高圧一括受電サービスに切り替える場合、一
般電気事業者が既設の受変電設備を撤去し、マンション一括受電サー
ビス事業者が新たに受変電設備を設置することが多く、一般電気事業
者が設置した受変電設備の譲り受けについては、そもそも認められな
いか、相対の交渉で決定されるなど、一般電気事業者間で統一的な運
用がなされていない状況です。
受変電設備の譲り受けがなされない場合、停電を伴う工事を要するな
ど、需要家に負担を強いざるを得ないケースもあります。このため、一
般電気事業者と一括受電サービス事業者等との間の資産譲渡の取扱
例をガイドライン等で示すことにより、需要家がマンション一括受電
サービスを選択する場合の移行プロセスを円滑化するべきであると考
えます。


一般電気事業者が電力供給している既築マンションを高
圧一括受電に切り替える場合について、一般電気事業者
資産の受変電設備等をマンション管理組合または一括受
電サービス事業者からの求めに応じて譲渡させることを促
すとともに、譲渡設備の品目や買取価格の考え方など、
設備譲渡の基本的な考え方についてルール化するべきで
ある。


電気事業法第13条第1項
電気事業法施行規則第17条
第1号


経済産業省


20 小売
高圧一括受電するマンショ
ンの高圧部分に関する点
検


平成24年3月30日付「主任技術者制度の解釈及び運用（内規）」改正
により、高圧一括受電するマンションの住居部分の点検頻度は一般用
電気工作物と同様とする運用に見直されました。
高圧一括受電マンションの設備点検については、原則1年に1回とされ
ているところです。ただし、一定の要件を満たす場合に限ってこれを3年
に1回とすることが認められているものの、停電は不可避の状況です
（停電を回避するための迂回回路の設置や電源車の使用は高コス
ト）。一方で、低圧部門の定期検査については、停電を伴うことがない
ため、高圧一括受電と通常の低圧受電の間で需要家の負担が異なる
状況です。需要家の利便性確保の観点からは高圧一括受電であって
も、保安上の一定の要件を満たす場合に限って停電を伴わない検査を
認めるとともに、この一定要件の基本的な考え方を示すべきと考えま
す。


需要家の利便性向上の観点から、高圧一括受電するマン
ションの保安管理を外部委託により行う場合の住居部分
の点検において、保安上の支障がないこと等の一定の要
件を定め、これを充足するときは、停電を伴わない点検方
法を認めるなど必要な措置を講ずるべきである。


「主任技術者制度の解釈及び
運用（内規）」


経済産業省


21
特定
供給


特定供給の許可基準にお
ける自己保有電源比率の
撤廃


平成24年10月、電気事業法上の特定供給の許可基準が緩和され、供
給者の発電設備により需要の50％以上を満たし、不足分は電力会社
等からバックアップを受けることで全ての需要を満たす形での特定供
給が可能となりました。
しかしながら、特定供給を活用することにより、再生可能エネルギーや
コージェネレーションなどの分散型電源の有効活用（地産地消等）やデ
マンドレスポンス（電力需要側における電力制御）等を通じた地域単位
でのエネルギーマネジメントの活性化のニーズが高まっている中、需
要の50％以上の自己電源の保有の要件が事業上の大きな障害とな
り、特定供給の許可を得られないケースが生じています。
また、蓄電池と再生可能エネルギーとの組み合わせや燃料電池を電
源とした地域単位でのエネルギーマネジメントのニーズも高まっていま
すが、それらを自己電源とした特定供給が許可された実績は未だなく、
これらは特定供給における発電設備として認められていない状況で
す。


自家発電した電気を自家消費する行為の延長線上にある
という特定供給の趣旨に鑑み、自己電源の保有要件は維
持しつつも、特定供給の許可基準における自己保有電源
比率（需要の50％以上）の撤廃を行うべきである。
また、蓄電池と再生可能エネルギーとの組み合わせや燃
料電池を、特定供給の許可基準における自己電源として
認めるべきである。


電気事業法第17条第3項第1
号
電気事業法施行規則第21条
第3号


経済産業省
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WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 根拠法令等 所管省庁


22
分散
電源


コージェネレーション設備
に係る専用線での連系接
続の実施


コージェネレーション設備により発電した電気を売電（逆潮）する場合、
「一需要場所、一需給契約」の原則により、施設内の電力を賄うために
用いられる引込線を経由して行われています。
一般に、コージェネレーション設備は、出力一定で整形された価値の高
い電力供給源ですが、引込線のみにより連系接続している現状におい
ては、自家消費分を差し引いた残りを逆潮することとなるため、電力は
変動し不整形となることにより電力供給源としての価値が低下するとの
指摘があります。
コージェネレーション設備専用線を追加して連系接続することができれ
ば、自家消費分の影響を受けることなく出力一定の整形された電力を
逆潮することが可能となり、特に需給逼迫の局面においては高価値な
電力供給源の一つとなり得ると考えられます。コージェネレーション設
備の導入拡大を通じた節電・省エネルギーの促進や「分散型・グリーン
売電市場」の活性化にも資することとなります。


コージェネレーション設備について、既設の施設と設備規
模（電圧）や需要家が異なる場合等において、保安上の支
障がないこと等の一定の要件を満たした場合は、コージェ
ネレーション設備専用の引込線を別途敷設することを可
能とするべきである。


電気事業法第2条第1項第7号
電気事業法施行規則第2条の
2第2項


経済産業省


23
分散
電源


家庭用コージェネレーショ
ン電力の有効活用のため
のネットメータリング制度
の創設


家庭用コージェネレーションの発電電力については、設備能力に余力
がある場合でも、現状は余剰電力を適切に評価・活用する仕組みが
整っていないため、電力供給力不足・不安定性等に十分貢献できない
状況となっています。
産業用コージェネレーション等は卸電力取引所への電力拠出が比較
的容易ですが、家庭用コージェネレーションは取引参加が困難である
ことから、米国では家庭用コージェネレーション設備の余剰電力をネッ
トメータリング制度（及び固定価格買取制度）により買取されることが一
般的です。
本件について、経済産業省よりネットメータリングの内容を明確にしな
いと検討を進められないとの見解が示されておりますが、電力供給不
足への貢献（ピークカット等）、発電効率（総合効率）の高い家庭用コー
ジェネレーションの稼働率向上のため、電力系統への逆潮流を容易に
可能とする制度として、海外の事例を参考としつつネットメータリングの
創設に向けて検討すべきと考えます。


ピークカットによる電力供給不足への貢献、総合エネル
ギー効率の高い家庭用コージェネレーションの稼働率向
上のため、家庭用コージェネレーション電力の電力系統へ
の逆潮流を容易にする方策としてのネットメータリング制
度の創設について、諸外国の事例を踏まえて検討し、結
論を得るべきである。


－ 経済産業省
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２．「エコカーの世界最速普及」関係


WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


第3回日本経済再生本部において、新ターゲティングポリシー（戦略市
場創造プラン）の戦略目標4つのうちの1つとして「安全・便利で経済的
な次世代インフラの構築」が掲げられたところです。
本項目について、総務省よりガソリン等危険物火災と天然ガス火災に
よる複合災害を防ぐためには天然ガスディスペンサーを給油空地外に
置くべきであるとの見解が示されております。当方も給油取扱所の安
全性の確保が大前提であり、いかに安全性を後退させずに利便性、経
済性向上を図るかが重要であると認識しております。
一方、複合災害の危険性については慎重な検討が必要だと考えます。
すなわち、天然ガス自動車は、ガソリン自動車等と同様に道路運送車
両法の保安基準に従って製造され、保安基準を満たしていることにつ
いて、国の完成検査を経て車両登録されています。また、圧縮天然ガ
ス自動車燃料装置用容器についても、高圧ガス保安法の技術基準に
従って製造され、高圧ガス保安協会の容器検査を経て車両に搭載され
ています。さらに、天然ガスディスペンサーも高圧ガス保安法により技
術基準が定められており、消防法で技術基準が定められているガソリ
ン等給油ディスペンサーと同等以上の安全性が担保されていると考え
ております。
そこで、ガソリン等危険物火災と天然ガス火災による複合災害のリスク
については、自動車の停車スペースを共用化することを前提に、リスク
回避、軽減のために必要な安全対策を検討すべきであると考えます。
なお、平成23年1月経済産業省は、燃料電池自動車の国内市場導入と
水素供給インフラ整備に係る民間事業者による共同声明を発表してお
ります。圧縮水素充てん設備設置給油取扱所についても、危険物の規
制に関する規則第27条の5第5項第3号ハ(1)において、天然ガスディス
ペンサーと同様、水素ディスペンサーは給油空地外に置くこととされて
おり、燃料電池自動車でも近い将来同一の問題が浮上することが確実
に想定されます。そのため、まず普及が進んでいる天然ガス自動車で
先行して天然ガスディスペンサーの給油空地内への設置の可否を整
理することが有益であると考えます。
また、ドイツでは、天然ガスディスペンサーとガソリン等給油ディスペン
サーを近接して設置し、天然ガス自動車とガソリン自動車の停車ス
ペースの共用化が可能との指摘があります。規制改革会議で現在検
討している「国際先端テスト」を仮に次世代自動車分野で実施するなら
ば、本項目の比較検証を求めることとなり得る点、御了承いただきた
い。


消防庁は、天然ガス自動車の普及拡大を図るべく、ドイツ
等諸外国の事例を踏まえ、天然ガス充てん設備を併設し
た給油取扱所において、天然ガス充てんのための停車ス
ペースと給油のための停車スペースを共用化するための
方策につき、経済産業省及び事業者を含めた検討会にお
いて検討し、結論を得るべきである。


消防法第10条第4項
危険物の規制に関する政令
第17条第3項第4号
危険物の規制に関する規則
第27条の3第6項第4号ハ(1)


一般高圧ガス保安規則第7条
第1項第6号及び第2項第18号


総務省
経済産業省


● 24
イン
フラ


天然ガス充てん設備を併
設した給油取扱所におけ
る天然ガス自動車とガソリ
ン自動車の停車スペース
の共用化


8 







WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


● 26
イン
フラ


第二種製造者に相当する
小規模な圧縮水素スタンド
基準の整備（建築基準法）


平成23年3月25日付国住街第187号「水素スタンドにおける圧縮水素
の貯蔵又は処理に対する建築基準法第48条の規定に基づく許可の運
用について（技術的助言）」では、一般高圧ガス保安規則第7条の3第2
項に適合するものとして都道府県知事の許可を受けた水素スタンドに
ついて、住居地域、商業地域への設置を認めています。
そこで、高圧ガス保安法において、第二種製造者に相当する小規模な
圧縮水素スタンド基準が整備された場合には、建築基準法第48条の
規定に関する許可準則を見直していただきたい。


小規模な圧縮水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の
技術基準が定められた場合は、それを踏まえて建築基準
法第48条の規定に関する許可準則を見直すべきである。


建築基準法第法別表第2（ぬ）
項第一号
建築基準法施行令第130条の
9の4第2号
国土交通省告示第359号


国土交通省


高圧ガス保安法は、製造について処理能力が100m3／1日以上を第一
種製造者、100m3／1日未満を第二種製造者と区分しています（高圧ガ
ス保安法第5条）。
一方、都市に設置する圧縮水素スタンドについて、第一種製造者に該
当する製造設備の技術基準は一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項
に規定されており、加えて第二種製造者であって処理能力が30m3／1
日以上である製造設備の技術基準も同条に準拠するよう規定されてい
ます（一般高圧ガス保安規則第11条第5号）。
しかし、都市に設置する圧縮水素スタンドについて、第二種製造者で
あって処理能力が30m3／1日未満である製造設備の明確な技術基準
は現在ありません。
本項目について、経済産業省より小規模水素スタンドに一般高圧ガス
保安規則第7条の3第2項を適用する場合、何が過剰な規制なのか等
を明確にしないと検討を進められないとの見解が示されております。
一般高圧ガス保安規則は、第二種製造者であって処理能力が30m3／
1日未満の製造設備に係る技術基準（一般高圧ガス保安規則第12条）
は、第一種製造者の技術基準（同規則第6条）の一部を免じる形で保
安距離、施設の構造等の技術基準が緩和されています。
一方、市街地への設置を想定した圧縮水素スタンドの技術基準（同第7
条の3第2項）は第一種製造者の技術基準（同第6条）を準用または追
記して構成されており、大規模な圧縮水素スタンドを想定した厳しい規
制となっています。
第二種製造者であって処理能力が30m3／1日未満の小規模な製造設
備を市街地へ設置する場合に、この技術基準を適用することは、一般
高圧ガス保安規則第6条に対して、処理量が少ないことにより保安距
離、施設の構造等の技術基準を緩和した同第12条の考え方が反映さ
れておらず、小規模な施設に大規模な施設の厳しい技術基準を適用
するという過剰な規制となっております。
そこで、処理能力が30m3／1日未満の小規模水素スタンドについて
も、設備の処理能力、仕様（圧力等）に応じたリスクベースの評価によ
る適正な技術基準が必要であると考えております。
小規模水素スタンドは埼玉県庁で試験的に設置された段階です。経済
産業省見解は、現在水素スタンドの技術基準に明確な規定がない小
規模水素スタンドの技術的な基準を事業者サイドで固め、製作し、安
全性を評価することを求めるものとも解釈できるものです。
第3回日本経済再生本部において、新ターゲティングポリシー（戦略市
場創造プラン）の戦略目標4つのうちの1つとして「安全・便利で経済的
な次世代インフラの構築」が掲げられたところです。水素スタンドに関
する技術基準、例示基準の策定・改正で蓄積した知見や消防庁が平
成24年3月に取りまとめた圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の安
全対策に係る知見を最大限活用して、経済産業省のイニシアチブの
下、事業者の参画を得ながら、豊富な知見を有する高圧ガス保安協会
を事務局として、第二種製造者に相当する小規模な圧縮水素スタンド
基準の整備にお取組いただきたい。


公共機関等の防災拠点や燃料電池自動車の販売店等へ
の小規模な圧縮水素スタンドの設置を促進すべく、高圧ガ
ス保安法上の第二種製造者であって、製造に係る1日あ
たりの処理能力が30立方メートル未満の圧縮水素スタン
ドに係る技術基準の整備を行うべきである。


特定設備検査規則第3条第1
項第5号


経済産業省
● 25


イン
フラ


第二種製造者に相当する
小規模な圧縮水素スタンド
基準の整備（高圧ガス保
安法）
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WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


● 28
イン
フラ


圧縮水素運送自動車用複
合容器に係る水素充填、
保管、移動時の上限温度
の緩和


一般高圧ガス保安規則第49条第1項第4号は、車両に固定した容器の
移動に係る技術上の基準として、当該容器の安全性を確保するため、
常に40℃以下に保つことを定めています。
他方、圧縮水素自動車燃料装置用容器については、同号の例外とし
て、例示基準「圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準（JARI S
001（2004））」により、充填・保管・移動時に85℃までの温度上昇が認
められています。
水素運送自動車用複合容器は、上記JARI S 001とほぼ同じ例示基準
である「圧縮水素運送自動車用容器の技術基準」（JIGA-T-S/12/04）
に基づき製作されており、JARIS001並びにJIGA-T-S/12/04では環境
試験を－40℃～85℃で実施し、合格しなければならないとされていま
す。また、量の多さや、作業面での圧縮水素運送自動車（トレーラー）
固有のリスクについては、2013年度から経済産業省の事業の中で、民
間団体等において、技術的な安全性の評価・検討が実施される予定で
す。
そこで、経済産業省のイニシアティブの下、事業者の参画を得ながら
圧縮水素自動車燃料装置用容器および圧縮水素運送自動車用容器
の技術基準に係る豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事務局と
して安全性の評価・検証を進めていただきたい。


圧縮水素運送自動車による水素スタンドへの効率的な水
素供給を可能とすべく、圧縮水素運送自動車用複合容器
について、充填、保管、移動時の上限温度を燃料電池自
動車の燃料装置用容器と同一の85℃に引き上げるよう検
討し、結論を得るべきである。


一般高圧ガス保安規則49条
第1項第4号


経済産業省


経済産業省より水電解機能を有する昇圧装置は、水電解機能により
水素を発生させる反応器と考えられ、反応器特有のリスクがあるとの
見解が示されております。
特定設備検査規則第2条第2号は反応器について「高圧ガスの製造設
備のうち化学反応を行わせるための特定設備」と定義しています。経
済産業省のいう「反応器特有のリスク」とは、化学反応が発熱的である
場合に冷却不足により反応暴走（熱暴走）を引き起こし、装置が爆発す
る可能性がある点を指しているものと理解しました。
水電解は、化学反応の一種ではありますが電気化学反応であるため、
電位差が生じないと反応が生じません。すなわち、化学反応が熱暴走
を防ぐために電気を使って反応器を冷却し続ける必要があるのに対
し、電気化学反応は、電気を止めれば自ずと反応が止まることから、反
応器特有の熱暴走リスクの有無に大きな差があります。また、上記昇
圧装置は、水を酸素と水素に電気分解するものであり、仮に何らかの
要因でベントを行っても、化学プラント等と異なり有害物質を大気中に
放出することはありません。
上記昇圧装置で用いられる差圧式高圧水電解の仕組みは、最新の技
術開発によって生み出されたものです。特定設備検査規則第2条第2
号の「反応器」として規制するのではなく、電気化学反応を行う反応器
のリスクを丁寧に評価・分析いただいた上で、特定設備として扱うこと
の妥当性を御判断いただければと思います。
なお、現時点で、特定設備検査規則第3条第3号にて設計圧力のごく小
さな昇圧装置を設置した事例はありますが、水素製造能力に限界があ
るため、「ポンプ、圧縮機及び蓄圧器に係る容器」（同条第5項）と同様
の位置付けを希望しております。


小規模な圧縮水素スタンド等での利用が見込まれる水電
解機能を有する昇圧装置について、電気化学反応の特性
を踏まえ、高圧ガス保安法上の特定設備への該当性を検
討し、結論を得るべきである。


特定設備検査規則第3条第1
項第5号


経済産業省● 27
イン
フラ


高圧ガス保安法における
水電解機能を有する昇圧
装置の位置付けの明確化
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先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


● 29
イン
フラ


市街化調整区域への水素
スタンド設置許可基準の
設定


水素スタンドについては、国土交通省より標準的な規模・構造等が確
定していない状況であるとの見解が示されております。
水素スタンドは、一般高圧ガス保安規則第7条の3およびその例示基準
において技術基準が定められており、それを受けて、危険物の規制に
関する規則第27条の5第5項第1号においてガソリンスタンドとの併設に
係る基準が定められています。
加えて、建築基準法施行令第130条の9の4第1項第2号ロにおいて用
途地域上の取り扱いも定められており、標準的な規模・構造等が確定
していない状況とは言えません。
第3回日本経済再生本部において、新ターゲティングポリシー（戦略市
場創造プラン）の戦略目標4つのうちの1つとして「安全・便利で経済的
な次世代インフラの構築」が掲げられたところです。
また、燃料電池自動車の普及と水素スタンドの整備は、エネルギー基
本計画、日本再生戦略等において国の施策として明確に位置づけら
れており、2015年度までに100箇所程度の水素スタンドの建設を目指し
て、2013年度から国の支援（水素供給設備整備事業費補助金：補助率
1/2）を受け、水素スタンドの建設が開始されます。
水素スタンドの設置を進め、燃料電池自動車の普及につながるよう、
都市計画法施行令第29条の7に規定される「給油所等」には水素スタ
ンドが含まれる旨の技術的助言をお願いしたい。


水素スタンドを市街化調整区域にも建設できるよう、都市
計画法施行令第29条の7に規定される「給油所等」には水
素スタンドが含まれることを明確化するべきである。


都市計画法第29条、第34条
第9号、都市計画法施行令第
29条の7


国土交通省


● 30
イン
フラ


液化水素スタンド基準の
整備①（高圧ガス保安法）


本項目については、経済産業省より民間団体における科学的な検討
を行った上で、技術基準の提案があれば検討する旨の見解が示され
ております。
高圧ガス保安法における液化水素スタンド基準の整備については、
2015年の燃料電池自動車の普及開始に先行して行うことが重要であ
り、経済産業省のイニシアティブの下、事業者の参画を得ながら圧縮
水素スタンドの技術基準を基本軸として、一般高圧ガス保安規則第7
条の3第2項に係る豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事務局と
して安全性の評価・検証を進めていただきたい。
なお、液化水素スタンドは海外では主要な方式として普及しており、規
制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」を仮に次世代自動
車分野で実施するならば、本項目の比較検証を求めることとなり得る
点、また液化水素スタンドに一般高圧ガス保安規則第6条1項を適用す
る現在の規制が合理的である旨を経済産業省に説明いただくことにな
り得る点、御了承いただきたい。


液化水素スタンドを市街地にも建設できるよう、ドイツ、米
国等諸外国の事例を踏まえ、関係省庁、高圧ガス保安協
会及び事業者による検討会において検討し、同規則に液
化水素スタンドに係る技術上の基準を新設すべきである。


一般高圧ガス保安規則への
基準の新設


経済産業省


● 31
イン
フラ


液化水素スタンド基準の
整備②（消防法）


圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の安全対策については、高圧ガ
ス保安法令における圧縮水素充てん設備の安全対策に係る検証結果
を踏まえて、消防庁の検討会において給油取扱所に当該設備を併設
した場合に火災危険性が増大しないことの検証を行い、その結果に基
づき、圧縮水素充てん設備を設置する給油取扱所の安全性対策のあ
り方が取りまとめられました。
そこで、これと同様に、高圧ガス保安法において、液化水素スタンドに
係る技術上の基準が整備された場合には、液化水素スタンドと給油取
扱所を併設する場合の安全対策のあり方を消防庁の検討会で整理い
ただきたい。


液化水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の技術基準
が定められた場合は、それを踏まえて液化水素スタンドと
給油取扱所を併設する際の消防法上の安全対策を定め
るべきである。


消防法第10条第4項
危険物の規制に関する政令
第17条第3項第4号
危険物の規制に関する規則
第27条の5


総務省
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● 32
イン
フラ


液化水素スタンド基準の
整備③（建築基準法）


圧縮水素スタンドについては、平成17年3月29日付国土交通省告示第
359号「燃料電池又は内燃機関の燃料として自動車に充てんするため
の圧縮水素の安全上及び防火上支障がないものとして国土交通大臣
が定める基準」により、一般高圧ガス保安規則第7条の3第2項各号に
掲げる基準に適合するものとして都道府県知事の許可を受けることに
より、商業地域等への設置が可能とされています。
そこで、これと同様に、高圧ガス保安法において、液化水素スタンドに
係る技術上の基準が整備された場合には、建築基準法第48条の規定
に関する許可準則を見直していただきたい。


液化水素スタンドに関する高圧ガス保安法上の技術基準
が定められた場合は、それを踏まえて建築基準法第48条
の規定に関する許可準則を見直すべきである。


建築基準法第法別表第2（ぬ）
項第一号
建築基準法施行令第130条の
9の4第2号
国土交通省告示第359号


国土交通省


● 33
イン
フラ


70MPa水素スタンドに対応
した技術上の基準や例示
基準の整備


プレクーラーに供する冷凍設備（以下「プレクーラー」）以外の高圧ガス
設備については、敷地境界や道路との離隔距離が8mであるのに対
し、プレクーラーに対しては、近隣住宅等から10m程度の離隔が求めら
れています。加えて、複合容器蓄圧器については、鉄鋼または非鉄金
属製のものに限られています。
プレクーラーに係る保安距離及び複合容器蓄圧器の使用については、
民間団体等の検討結果の技術的な妥当性について2013年以降評価
を行う予定である旨が経済産業省より回答が示されております。
2012年度、民間団体による基準案が作成されたことから、その評価を
実施し、省令及び例示基準について、2013年度中に速やかに改正い
ただきたい。


①水素スタンドの市街地への建設を容易にすべく、プレ
クーラーに供する冷凍設備に係る保安距離の緩和につき
検討し、結論を得るべきである。
②複合容器蓄圧器について、水素スタンドへの設置の技
術上の基準策定につき検討し、結論を得るべきである。


①プレクーラー
一般高圧ガス保安規則第7条
の3
②複合容器蓄圧器
特定設備検査規則への基準
の新設


経済産業省


● 34
イン
フラ


市街地に設置される水素ス
タンドにおける水素保有量
の増加


平成23年3月25日付国住街第187号「水素スタンドにおける圧縮水素
の貯蔵又は処理に対する建築基準法第48条の規定に基づく許可の運
用について（技術的助言）」により、市街地の水素スタンドでも必要な量
の水素貯蔵を認めた趣旨は、高圧ガス保安法上の基準適合により水
素スタンドの安全性は担保され、水素貯蔵量は安全性には影響しない
点にあると認識しております。
2015年の燃料電池自動車の普及開始に向けて、市街地における水素
供給事業が成り立つよう特定行政庁の許可なく必要な量を貯蔵できる
よう制度改正いただきたい。
なお、欧米では水素保有量が事業計画が成り立たないほどの少量に
制限される規制はないため（欧州は約33,000Nm3以下は許可不要、米
国は規定なし）、規制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」
を仮に次世代自動車分野で実施するならば、本項目の比較検証を求
めることとなり得る点、御了承いただきたい。


市街地における圧縮水素スタンドの整備が促進されるよ
う、かかる水素スタンドにおける圧縮ガスの貯蔵量につい
て、ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、上限の撤廃に
つき検討し、結論を得るべきである。


建築基準法第法別表第2（ぬ）
項第二号
建築基準法施行令第130条の
9


国土交通省
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● 35
イン
フラ


水素スタンドの使用可能
鋼材に係る性能基準の整
備


使用可能鋼材の拡大については、2010年12月に公表された工程表に
基づき、個々の鋼材について順次例示基準に追加されていますが、海
外で使用実績のあるクロムモリブデン鋼などの鋼材であっても、省令に
定められた基準に合致しないため、全て大臣特別認可を取得しなけれ
ばなりません。
水素スタンドにおいて安全に使用可能な材料の評価については、民間
団体等が高圧ガス保安協会の参画を得つつ、材料等の専門家による
検討会を開催している旨経済産業省より回答が示されております。
民間団体等による検討結果が整い次第、一般高圧ガス保安規則の例
示基準を見直していただきたい。
なお、特殊ステンレス２種のみが認められている我が国と異なり、欧米
では多様な鋼材が利用可能であり、水素の影響を受けるとされている
クロムモリブデン鋼についても水素スタンドに使用されており、欧米と
比較して過剰な規制であることから、規制改革会議で現在検討してい
る「国際先端テスト」を仮に次世代自動車分野で実施するならば、本項
目の比較検証を求めることとなり得る点、御了承いただきたい。


海外で使用実績のあるクロムモリブデン鋼等の鋼材を我
が国の水素スタンドにおいても使用できるよう、ドイツ、米
国等諸外国の事例を踏まえ、使用可能鋼材の拡大につき
検討し、その結果に基づき一般高圧ガス保安規則の例示
基準を見直すべきである。


一般高圧ガス保安規則関係
の例示基準


経済産業省


● 36 車両
圧縮水素自動車燃料装置
用容器の充てん終了圧力
の緩和


現行法規では、最高充てん圧力70MPaの容器には、充てん終了時の
圧力として70MPaしか認められていません。ガス充てん時に容器内部
のガス温度が上昇することから、充てん終了後にガス温度が降下する
とガス圧力も降下するため、結局最高充てん圧力までの充てんができ
ません。このため容器の貯蔵能力を十分に活用することができない状
況です。
他方、海外においては充てん終了時の圧力を緩和（85℃で87.5MPaま
で充てん可能）することにより容器の貯蔵能力を十分に活用できるよう
にしています。
HFCV-gtr（水素･燃料電池自動車の世界統一技術基準）では、85℃で
87.5MPaまでの水素充てんを前提とした安全要件、性能要件を規定し
ていることから、HFCV-gtrを国内に取り入れることにより、国内におい
ても海外並みの充てん終了圧力の緩和が可能となります。
そこで、経済産業省のイニシアティブの下、事業者の参画を得ながら
圧縮水素自動車燃料装置用容器の技術基準に係る豊富な知見を有
する高圧ガス保安協会を事務局として安全性の評価・検証を進めてい
ただきたい。
また、規制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」を仮に次世
代自動車分野で実施するならば、本項目の比較検討を求めることとな
り得る点、御了承いただきたい。


燃料電池自動車に係る圧縮水素自動車燃料装置用容器
（最高充てん圧力70MPaの容器）の充てん終了圧力につ
いて、HFCV-gtr（水素･燃料電池自動車の世界統一技術
基準）を踏まえ、85℃で87.5MPaを可能とすべく、速やかに
必要な措置を講じるべきである。


高圧ガス保安法
一般高圧ガス保安規則
一般高圧ガス保安規則の機
能性基準の運用について（通
達）
コンビナート等保安規則
コンビナート等保安規則の機
能性基準の運用について（通
達）
容器保安規則
容器保安規則に基づき表示
等の細目、容器再検査の方
法等を定める告示


経済産業省
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● 37 車両


圧縮水素自動車燃料装置
用容器及び圧縮水素運送
自動車用複合容器に装置
する熱作動式容器安全弁
の許容


圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用複合容
器に装置する容器安全弁として、現行法規では熱作動式安全弁のうち
溶栓式しか認められていません。
他方、ドイツ、米国等諸外国においては、安全要件、性能要件を満た
せば様々なタイプの熱作動式安全弁を使用することが認められていま
す。
このように海外基準では、方式を限定しない形で熱作動式容器安全弁
が認められており、本年6月に採択予定のHFCV-gtr（水素･燃料電池
自動車の世界統一技術基準）にも同様の規定が盛り込まれる予定で
あることから、HFCV-ｇｔｒを国内に取り入れることにより、圧縮水素自動
車燃料装置用容器には国内においても様々なタイプの低コスト型熱作
動式安全弁を使用することが可能となります。その際、圧縮水素運送
自動車用複合容器に対しても、この規定を国内に取り入れることによ
り、国内においてもガラス球式を含む様々なタイプの低コスト型熱作動
式安全弁を使用することが可能となります。
そこで、経済産業省のイニシアティブの下、事業者の参画を得ながら
圧縮水素自動車燃料装置用容器および圧縮水素運送自動車用複合
容器の技術基準に係る豊富な知見を有する高圧ガス保安協会を事務
局として安全性の評価・検証を進めていただきたい。
また、規制改革会議で現在検討している「国際先端テスト」を仮に次世
代自動車分野で実施するならば、本項目の比較検討を求めることとな
り得る点、御了承いただきたい。


圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動
車用複合容器に装置する容器安全弁について、熱作動式
容器安全弁のうち溶栓式に限定しているところ、HFCV-gtr
（水素･燃料電池自動車の世界統一技術基準）を踏まえ、
当該方式以外の熱作動式安全弁を許容すべく検討し、結
論を得次第、例示基準を改正するべきである。


高圧ガス保安法
容器保安規則


経済産業省


● 38 車両


圧縮水素自動車燃料装置
用容器及びその附属品の
使用可能鋼材に係る性能
基準の整備


現行法規では高圧水素雰囲気下での金属の脆化防止の観点から圧
縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品の使用可能鋼材がス
テンレスやアルミの一部に限定されています。同じ名称の材料であって
も各国の材料規格で定められる構成成分の許容範囲が微妙に異なる
ことから、国内向けと海外向けで共通の材料を使用することができない
状況です。
HFCV-gtr（水素･燃料電池自動車の世界統一技術基準）の策定の過
程でも、この項目は将来に向けた検討課題として積み残された形と
なっています。
個別の材料指定ではなく、水素脆性を性能要件化した規定にするこ
と、更には、こうした性能要件を諸外国との間で積極的に国際基準調
和することで、使用可能な材料の選択肢を広げることを可能にすべき
です。
これにより、国内向け、海外向けの容器、附属品で共通の材料を使用
することが可能になり、燃料電池自動車の開発、評価、製造のいずれ
の過程においてもコストダウンが可能となります。


圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品に係る
使用可能鋼材について、国内外で同一の材料を使用でき
るよう、性能要件化につき検討し、結論を得るべきである。


高圧ガス保安法
容器保安規則


経済産業省
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● 39 車両


燃料電池自動車等の車両
と圧縮水素自動車燃料装
置用容器に係る法規制の
パッケージ化


ドイツ、米国等諸外国では燃料電池自動車において、車両と高圧水素
容器を同じ法規の中で一つのパッケージとして捉えて、基準調和、相
互認証の実現を目指した取り組みが進んでいます。
国内では車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器をそれぞれ道路運送
車両法と高圧ガス保安法という別々の法規で規定しており、さらに、高
圧ガス保安法には海外との間で相互認証の制度が整備されていませ
ん。このために、日本から海外に燃料電池自動車を輸出するには、圧
縮水素自動車燃料装置用容器と容器附属品について、高圧ガス保安
法に基づく国内での認可とは別に、輸出先の国ごとの認可を取得する
必要があります。また、海外から燃料電池自動車を輸入する際にも煩
雑な手続が必要となります。
具体的に言えば、海外で製造した燃料電池自動車を国内に輸入する
場合には、事前に燃料電池自動車から圧縮水素自動車燃料装置用容
器とその附属品を取り外して国内に輸入した上で、高圧ガス保安法に
基づく認可を取得し、刻印を押してから再度海外に輸出し、海外で改め
て燃料電池自動車に当該圧縮水素自動車燃料装置用容器とその附
属品を装置した上で、国内に輸入し、燃料電池自動車としての車両認
可を取得する必要があります。
国内においても海外と同様に車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器
をパッケージとして取り扱うことにより、海外との間で基準調和又は相
互認証が可能になれば、車両、圧縮水素自動車燃料装置用容器と容
器附属品の認可取得が簡素化され、国際競争力のある日本の燃料電
池自動車をグローバルなマーケットに投入していくことが可能になりま
す。


HFCV-gtr（水素･燃料電池自動車の世界統一技術基準）
を国内法規に齟齬なく受け入れ、その後相互認証を実現
するため、燃料電池自動車について、道路運送車両法の
保安基準と高圧ガス保安法の保安基準を整理した上で、
ドイツ、米国等諸外国の事例を踏まえ、経済産業省、国交
省及び事業者によるパッケージ化に向けた検討会を実施
するべきである。


道路運送車両法
高圧ガス保安法


経済産業省
国土交通省


● 40 車両
圧縮水素自動車燃料装置
用容器に係る年号等の表
示方法の統一化


現行法規では「容器検査に合格した年月日」、「充てん可能期限年月
日」、「附属品検査に合格した年月日」、「容器再検査の年月日」及び
「附属品再検査の年月日」を年月日で表示することを規定しています
が、実際の運用では、容器への刻印（日－月－年/西暦の下2桁）と車
両に貼付された車載容器総括証票（年－月－日）で表示順番が異な
り、さらに車載容器総括証票、容器再検査合格証票では西暦表示と和
暦表示が混在して運用されている状況です。
例えば『15-12-13』と表示されていた場合、2015年12月13日か2013年
12月15日なのか、判別しづらく誤認識の恐れがあります。
「容器検査に合格した年月日」や「充てん可能期限年月日」の年月日
の表示方法（表示順番と和暦/西暦）を法規に明記することで、認識間
違いが生じることを防止すべきと考えます。
特に燃料電池自動車においては、今後の普及拡大に伴い、これまで
のような容器の専門家に限らず幅広い関係者が燃料電池自動車の継
続検査時、水素充てん時などに「容器検査に合格した年月日」や「充て
ん可能期限年月日」を確認することになることから、表示方法を統一化
することは圧縮水素自動車燃料装置用容器の安全確保の点から有益
です。


圧縮水素自動車燃料装置用容器及びその附属品に係る
「容器検査に合格した年月日」、「充てん可能期限年月
日」、「附属品検査に合格した年月日」、「容器再検査の年
月日」、「附属品再検査の年月日の刻印」及び車載容器総
括証票、容器再検査合格証票の年月日の記載について、
年号の表示及び年月日の記載順を統一するべきである。


高圧ガス保安法
容器保安規則
容器保安規則に基づき表示
等の細目、容器再検査の方
法等を定める告示
高圧ガス保安法及び関係政
省令の運用及び解釈（通達）


経済産業省
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WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


● 41 車両


燃料電池自動車に係る車
両の継続検査と圧縮水素
自動車燃料装置用容器の
再検査の有効期限の整合


燃料電池自動車の継続検査は車検満了日1月前から検査を受けるこ
とができるため、これと整合するために、現行の容器保安規則では、容
器再検査の有効期限を2年1月と規定しています。
実際には運輸局指定の民間車検場では保安基準適合標章を交付でき
るため、車検満了日から45日前に検査を行い保安基準適合標章を交
付することが可能とされています。
このため車検満了日の45日前から31日前までの間に燃料電池自動車
の継続検査を受けるために、容器の再検査を受けると、次の継続検査
有効期限の前に、容器の再検査有効期限が切れるという不整合が生
じます。
そこで、容器保安規則で規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器の
容器再検査の有効期限を2年1月から2年2月に延長させるべきである
と考えます。
これにより燃料電池自動車の継続検査の有効期限の前に、圧縮水素
自動車燃料装置用容器の再検査有効期限が切れるという不整合を防
止し、圧縮水素自動車燃料装置用容器の安全な運用を実現させること
ができます。


圧縮水素自動車燃料装置用容器の容器再検査の有効期
限について、自動車検査登録制度に基づく車両の継続検
査のサイクルを勘案し、2年1月から2年2月に延長するべ
きである。


高圧ガス保安法
容器保安規則


経済産業省


● 42 車両
車載容器総括証票に対す
るガスの種類の記載追加


現行法規では圧縮水素自動車燃料装置用容器への充てん時に、容器
に表示された充てんすべき「ガスの種類」を確認することを求めていま
す。容器の表示に代わるものとして現行法規では車載容器総括証票
が規定されていますが、充てん時に容易に見える同証票にはガスの種
類を記載する項目がないために、容器本体の刻印事項を確認する必
要があります。
この確認のためには、車両の下側にもぐりこんで直接容器の刻印を読
み取る必要が生じますが、毎回のガス充てんの都度このような確認作
業を行うことは実際的ではありません。


圧縮水素自動車燃料装置用容器にガス充てんする際に
確認すべき事項につき、使用者が車載容器総括証票です
べて確認できるよう、車載容器総括証票にガスの種類を
記載する項目を新設すべく検討し、結論を得るべきであ
る。
また、当該項目の新設にあたっては、より確実で簡便に記
載事項を確認できるよう車載容器総括証票の一部に同証
票の記載事項をQRコードあるいはバーコード等で表示す
ることにつき併せて検討し、結論を得るべきである。


高圧ガス保安法
容器保安規則に基づき表示
等の細目、容器再検査の方
法等を定める告示


経済産業省


● 43 車両
燃料電池自動車盗難時の
届出手続の簡素化


高圧ガス保安法第63条は、高圧ガス容器の所有者（又は占有者）は容
器が盗まれた際、都道府県知事又は警察官に事故届を提出するよう
義務付けています。当該規定は産業用の高圧ガス容器を想定したもの
ですが、燃料電池自動車の所有者は車両の盗難被害届と、圧縮水素
自動車燃料装置用容器の事故届の両方を行う必要が生じます。また、
所有者が高圧ガス保安法の規定を理解していないと、車両の盗難被
害届しか出さない可能性もあります。


燃料電池自動車が盗難にあった際、警察署へ車両の盗
難被害届を提出すれば、都道府県知事又は警察官への
圧縮水素自動車燃料装置用容器の事故届の提出は不要
とすべく検討し、結論を得るべきである。


犯罪捜査規範
高圧ガス保安法
高圧ガス保安法施行令
一般高圧ガス保安規則


警察庁
経済産業省


● 44 車両


燃料電池自動車からの一
般住宅等への給電（V2H）
の実施に向けた電気事業
法の整備


これまで、一般住宅等に導入される定置用燃料電池については、その
普及に向けた規制の再点検の結果として、小出力発電設備（一般用電
気工作物）に位置づける電気事業法の整備が平成17年になされたとこ
ろです。
しかしながら、整備された規定は定置用燃料電池を想定したものであ
るため、圧縮水素ガスを燃料とし改質等を伴わないなど構造が異なる
燃料電池自動車は、小出力発電設備としてみなされるための要件がそ
のまま適合できないという課題があります。


燃料電池自動車を小出力発電設備（一般用電気工作物）
として位置づける法的環境整備を行うべきである。


電気事業法2条1項16号、38
条等
電気事業法施行令1条1項1号
等
電気事業法施行規則48条第4
項5号等
発電用火力設備に関する技
術基準を定める省令
発電用火力設備の技術基準
の解釈


経済産業省
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WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


● 45 車両


電気自動車等からの自家
用電気工作物（高圧需要
場所等）への給電（V2H）
の実施に向けた電気事業
法の整備の検討


これまで、電気自動車等からの給電を一般用電気工作物（一般住宅
等）に対して行う場合については、有識者による燃料電池等活用調査
委員会により平成23年度に検討が行われ、技術基準の整備（電気設
備の技術基準の解釈第199条の2）など一定の成果が出てたところで
す。
しかしながら、自家用電気工作物（高圧需要場所等）への給電を行う
場合については、自家用電気工作物へのV2H（自動車を電源として住
宅等に給電すること）を行う場合の技術基準の規定がないため、給電
ができない懸念があるなど、検討すべき課題が多く残っている状況で
す。


電気自動車等から自家用電気工作物（高圧需要場所等）
へのV2H（自動車を電源として住宅等に給電すること）を
行う場合など、燃料電池等活用調査委員会で積み残され
た課題について、有識者による委員会等を活用した検討
を行うべきである。


電気事業法
電気事業法施行令
電気事業法施行規則
発電用火力設備に関する技
術基準を定める省令
電気設備に関する技術基準を
定める省令
発電用火力設備の技術基準
の解釈
電気設備の技術基準の解釈


経済産業省


● 46 車両
試験車両に搭載する圧縮
水素自動車燃料装置用容
器の認可制度の見直し


現行法規では公道走行を行わない試験車両に搭載する圧縮水素自動
車燃料装置用容器においても容器保安規則に基づく経済産業大臣の
認可取得が必要とされています。このため高圧容器の開発完了後に
車両の開発を始めている状況です。
欧米では市販車両に搭載する圧縮水素自動車燃料装置用容器には
認可が必要ですが、公道走行を行わない試験車両に搭載する圧縮水
素自動車燃料装置用容器には認可取得が不要です。このため海外
メーカーは圧縮水素自動車燃料装置用容器と車両を同時並行で開発
することが可能になっています。


燃料電池自動車の開発を促進する観点から、公道走行を
行わない試験車両に搭載する圧縮水素自動車燃料装置
用容器については、容器保安規則に係る認可取得を不要
化する、またはその手続を大幅に簡素化するなど経済産
業大臣による認可制度を見直すべきである。


高圧ガス保安法
容器保安規則


経済産業省


● 47 車両


燃料電池二輪車の車両及
び圧縮水素自動車燃料装
置用容器に係る型式認
定、認可制度の整備


現行法規では車両と圧縮水素自動車燃料装置用容器の両方において
二輪車が適用対象から除外されているため、燃料電池二輪車に搭載
する圧縮水素自動車燃料装置用容器の認可も、また燃料電池二輪車
の車両の型式認定を取得することができません。すなわち、燃料電池
二輪車は、一般ユーザー向けに市場投入できない状況です。
一方、欧州においては、既に燃料電池二輪車の型式認定を取得可能
な法規が整備されています。


燃料電池二輪車の市場投入を可能にすべく、道路運送車
両法及び高圧ガス保安法にそれぞれ二輪車に係る車両
の型式認定、圧縮水素自動車燃料装置用容器の認可に
係る規定を追加するべきである。


道路運送車両法
道路運送車両の保安基準
道路運送車両の保安基準の
細目を定める告示
高圧ガス保安法
容器保安規則


経済産業省
国土交通省


● 48 車両


事故に巻き込まれた燃料
電池自動車の圧縮水素自
動車燃料装置用容器から
のガス放出に関する規定
の整備


燃料電池自動車が事故に巻き込まれた際、圧縮水素自動車燃料装置
用容器から速やかに水素を大気中に放出することで安全を確保する
必要が生じる場面が予想されます。
こうした場面では、当該容器に装置されている容器安全弁を作動させ
れば、速やかに水素を放出することができますが、一般高圧ガス保安
規則第62条第2号はこのような容器安全弁を作動させる水素の廃棄方
法を想定していないため、少量ずつ放出することを求める規定になって
います。


燃料電池自動車が事故に巻き込まれた場合など、圧縮水
素自動車燃料装置用容器より水素を速やかに大気中に
放出させる必要がある場合には、容器安全弁を作動させ
ることが認められるよう必要な措置を講じるべきである。


高圧ガス保安法
一般高圧ガス保安規則第62
条第2号


経済産業省
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３．「低炭素社会の推進」関係


WG優
先項目 № 分野 事項名 規制の現状と課題 規制改革の内容（案） 所管省庁


49 CO2


グリーン料金メニュー等へ
の対応に係る地球温暖化
対策推進法上のCO2排出
係数の見直し


温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度により、電気の使用者
は、電気の使用に係わるCO2排出量の算定について電気事業者ごと
に１つの排出係数（各電気事業者による調達電源の全電源平均排出
係数）を用いることになっています。当該制度下においては、自ら使用
する電気に関する電源やCO2排出係数を選択したいという需要家ニー
ズに対応した料金メニューの提示ができません。
たしかに、現行制度上でもグリーン新電力など別法人を設立して料金
メニューとCO2排出係数を整合させることは可能ですが、会社設立運
営コスト、同時同量の達成の点で課題があります。
大口需要家に供給する電力に係る排出係数の差別的優遇、これに伴
う他の需要家に供給する電力に係る排出係数の悪化については、当
方も同じ問題意識を持っております。


電気の使用を通じてCO2削減に貢献したいとの需要家
ニーズに対応するため、温室効果ガス排出量の算定・報
告・公表制度において、①電気事業者が、全電源平均排
出係数に加え、料金メニューに応じたCO2排出係数の算
定・報告することを認めるとともに、②需要家が料金メ
ニューに応じたCO2排出係数を使用し自らの排出量を算
定・報告できるよう検討し、結論を得るべきである。


地球温暖化対策の推進に関
する法律第21条の2
特定排出者の事業活動に伴
う温室効果ガスの排出量の算
定に関する省令第2条第4項


経済産業省
環境省


50
省エ
ネ


冷凍空調機器への新冷媒
の使用基準の整備


冷凍空調機器に使用される冷媒のうち、現在広く使用されているR-
404A等は、冷凍保安規則第2条において「不活性ガス」として限定列挙
されております。「不活性ガス」に分類されている冷媒を使用して冷凍
空調機器を製造する事業場においては、その他の冷媒を使用する工
場に比べて、冷凍保安責任者の配置義務、定期自主検査の実施義務
などの要件が緩和されているます。
一方、R-404A等の冷媒は、地球温暖化に与える影響が大きいことか
ら、より影響の小さいHFC-32等のいわゆる「新冷媒候補」が注目され
ています。しかし、HFC-32等は「不活性ガス」に分類されていない「そ
の他の冷媒」であることから、R-404等に比べて各種義務等の負担が
大きく、コスト高となることから、その普及が阻害されているとの指摘が
あります。


現在主に使われている冷媒に比べて、地球温暖化に対す
る影響が小さいHFC-32等のガスについて、冷凍空調機器
の冷媒として円滑に使用できるよう、利用に伴う条件の緩
和や適用除外の措置を講じることについて検討し、結論を
得るべきである。


高圧ガス保安法
冷凍保安規則第2条、36条


経済産業省


51
廃棄
物


PCB含有絶縁油に係る処
理対象基準の明確化


現行のポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法
（以下「PCB特措法」）は、意図的にPCBを使用した高濃度PCB廃棄物
を想定した法律であり、微量PCB汚染廃電気機器の存在はPCB特措
法の施行後に明らかになっています。そのため、PCB廃棄物の対象と
なる絶縁油中のPCB濃度基準が規定されておらず、現状では平成16
年2月17日付産業廃棄物課長通知「重電機器等から微量PCBが検出
された事案について（産発第040217005号通知）」により、PCB廃棄物
の処理目標となる濃度基準を準用しています。
また、準用基準は米国やEU等先進諸外国の基準より厳格であり、国
際的な整合が取られていません。
そこで、新たに微量PCB汚染廃電気機器等の含有濃度に応じた環境
への影響を最新のリスク評価手法を用いて改めて評価しつつ、リスク
に応じて合理的な微量PCB汚染廃電気機器等の処理促進策の検討が
必要であり、その結果に基づき可及的速やかな措置を講じるべきと考
えます。


微量PCB汚染廃電気機器等に封入されている絶縁油中
のPCB濃度基準について、含有濃度に応じた環境への影
響を最新のリスク評価手法を用いて評価し見直すべきで
ある。


ポリ塩化ビフェニル廃棄物の
適正な処理に関する特別措
置法
重電機器等から微量PCBが
検出された事案について（環
廃産発第040217005号通知）


環境省
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52
廃棄
物


廃棄物の該当性判断にお
ける取引価値の解釈の明
確化


廃棄物の該当性判断については、「物の性状、排出の状況、通常の取
扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思」をもって総合的に判断す
る（平成17年8月12日付産業廃棄物課長通知）こととなっていますが、
産業副産物の発生者から需要家までの間の輸送コスト（発生者負担コ
スト）が物の販売価格を上回る場合には、その要素のみをもって「廃棄
物」と判断する自治体もあり、産業副産物の有効利用が阻害されてい
ます。したがって、（発生者が経営上の経済合理性に基づき負担する
輸送コストの多寡にかかわらず、）需要家が副産物を有償（有価）で購
入しているときは、その市場において「取引価値は有る」ものとして扱う
よう、解釈をより明確化する必要があります。


廃棄物の該当性判断については、課長通知(環廃産第
05081003号）にて 、物の性状、排出の状況、通常の取扱
い形態、取引価値の有無、占有者の意思をもって総合的
に判断することと定めていることから、販売価格より運送
費が上回ることのみにより廃棄物と判断する自治体がな
いように需要家が当該物を有償で購入している場合は、
「取引価値は有る」ものとして扱うよう、解釈をより明確に
すべきである。


行政処分の指針について（通
知）（環廃産第050812003号）


環境省


● 53
廃棄
物


プラスチック製容器包装の
再商品化及び入札制度の
在り方


プラスチック製容器包装に係る再商品化手法については、大別すると
材料リサイクル手法とケミカルリサイクル手法の二つがありますが、循
環型社会形成の観点や、プラスチックからプラスチックがリサイクル
ループとして望ましいという観点から、現在の入札制度となっていま
す。
この方式は、中央環境審議会、産業構造審議会の合同会合報告に基
づき設定されたものですが、当該報告においては、環境負荷、経済コ
ストといった観点から各手法を評価をしたうえで、容リ法の次期見直し
の際に現行の取扱いを見直すことを前提に、引き続き、容リ法の次期
見直しまでの間は、現行方式を維持することとしているところです。
平成25年４月には容リ法附則に基づく見直しの時期が到来するところ
であり、この機会に、プラスチック製容器包装の再商品化手法の在り方
を再検討すべきと考えます。


容器包装リサイクル法を所管する府省において、入札制
度を含め、プラスチック製容器包装の再商品化の在り方を
根本から再検討すべきである。その際、材料リサイクル手
法とケミカルリサイクル手法における環境負荷低減の効
果、競争促進による経済コストの低下、再商品化製品の
価値評価といった観点での検討が重要である。


「プラスチック製容器包装の再
商品化手法及び入札制度の
在り方に係る取りまとめ」
（平成２２年１０月　中央環境
審議会プラスチック製容器包
装に係る再商品化手法委専
門委員会及び産業構造審議
会プラスチック製容器包装に
係る再商品化手法検討会合
合同会合）


環境省
経済産業省
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